
 

 

資料１－２ 

総 政 企 第 110 号  

令和３年５月26日  

 

 

 

統計委員会委員長 

北 村 行 伸 殿 

総務大臣 

武 田 良 太 

 

 

諮問第154号 

科学技術研究調査及び経済産業省企業活動基本調査の変更について（諮問） 

 

 

 

標記について、科学技術研究調査及び経済産業省企業活動基本調査を同時・統一的に実

施するため、総務大臣から令和３年５月17日付け総統経第46号「基幹統計調査の変更につ

いて（申請）」（別添１）のとおり、経済産業大臣から令和３年５月11日付け20210427統

第１号「基幹統計調査の変更について（申請）」（別添２）のとおり、それぞれ申請があ

ったところ、その承認の適否を判断するに当たり、統計法（平成19年法律第53号）第11条

第２項において準用する同法第９条第４項の規定に基づき、統計委員会の意見を求める。 

 

（公印・契印省略） 



（公印・契印省略） 

総 統 経 第 4 6 号 

令和３年５月 17 日 

総 務 大 臣  殿 

総 務 大 臣 

基幹統計調査の変更について（申請） 

下記調査の変更について、統計法（平成19年法律第53号）第11条第１項の規定に基づく

承認を受けたいので、別紙申請事項記載書に関係書類を添えて、申請します。 

記 

科学技術研究調査 

主管部課 総務省統計局統計調査部経済統計課 

科学技術研究調査係  

事務担当者 早川 晋平  電話  03（5273）1169  

e-mail e-kagaku@soumu.go.jp 



別紙 

 

申 請 事 項 記 載 書 

 

１ 調査の名称 

  科学技術研究調査 

 

２ 変更の内容 

変更案 変更前 変更理由 

３ 調査対象の範囲 

 

３ 調査対象の範囲 

 

 

（２）属性的範囲 

  【調査票甲（企業Ａ）】（□個人 □世帯 □事業

所 ■企業・法人・団体 □地方公共団体 □その

他） 

日本標準産業分類に掲げる次の産業を主たる事

業とする資本金又は出資金が１億円以上の会社法

（平成17年法律第86号。以下同じ。）に規定する会

社（以下同じ。） 

（略） 

（２）属性的範囲 

  【調査票甲（企業Ａ）】 

 

 

日本標準産業分類に掲げる次の産業を主たる事

業とする資本金又は出資金が１億円以上の会社法

（平成17年法律第86号。以下同じ。）に規定する会

社。 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

形式的な修正 

次に掲げる法人が出資する、当該法人における研

究開発の成果又は技術に関する研究の成果の活用

を促進する民間事業者等との共同研究開発等を行

う会社 

・科学技術・イノベーション創出の活性化に関する

法律（平成20年法律第63号）に規定する研究開発

法人（以下同じ。） 

 研究開発を実施することを

目的として大学及び研究開発

法人が出資した会社を調査対

象とするため 

 



・国立大学法人法（平成15年法律第112号。以下同

じ。）に規定する国立大学法人及び大学共同利用

機関法人（以下同じ。） 

・地方独立行政法人法（平成15年法律第118号）に規

定する公立大学法人（以下同じ。） 

・学校教育法（昭和22年法律第26号。以下同じ。）

に基づく大学及び高等専門学校を設置する私立

学校法（昭和24年法律第270号）に規定する学校法

人（以下同じ。） 

・学校教育法に基づく大学を設置する構造改革特別

区域法（平成14年法律第189号）に規定する学校設

置会社（以下同じ。） 

なお、研究開発法人が出資する会社については、

科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法

律第34条の６第１項第３号ハの活動を実施する者、

国立大学法人及び大学共同利用機関法人が出資す

る会社については、国立大学法人法施行令第３条第

１号の事業を実施する者、公立大学法人が出資する

会社については地方独立行政法人法施行令第４条

第２号ロの事業を実施する者、学校法人及び学校設

置会社が出資する会社については、学校法人又は学

校設置会社における技術に関する研究の成果を活

用しようとする民間事業者その他の者と共同して

又はその委託を受けて行う当該研究開発の成果を

実用化するために必要な研究開発活動を実施する

者を対象とする。 

 



   

   

 【調査票丙（大学等）】（□個人 □世帯 ■事業

所 □企業・法人・団体 □地方公共団体 □ そ

の他） 

学校教育法に基づく大学の学部（大学院の研究科

を含む。）、短期大学、高等専門学校、大学附置研

究所、大学附置研究施設、国立大学法人法に基づく

大学共同利用機関法人及び独立行政法人国立高等

専門学校機構法（平成15年法律第113号）に基づく独

立行政法人国立高等専門学校機構 

 【調査票丙（大学等）】 

 

 

学校教育法（昭和 22年法律第 26号）に基づく大

学の学部（大学院の研究科を含む。）、短期大学、

高等専門学校、大学附置研究所、大学附置研究施設、

国立大学法人法（平成 15年法律第 112号） に基づ

く大学共同利用機関法人及び独立行政法人国立高

等専門学校機構法（平成 15 年法律第 113 号）に基

づく独立行政法人国立高等専門学校機構。 

 

 

 

形式的な修正 

 

 

形式的な修正 

 

 

 

４ 報告を求める個人又は法人その他の団体 

 

４ 報告を求める個人又は法人その他の団体 

 

 

 

（２）報告者の選定方法 

  【調査票甲（企業Ａ）及び（企業Ｂ）】（□全数 ■

無作為抽出 （■全数階層あり）□有意抽出） 

   事業所母集団データベース及び過去の調査結果

等並びに内閣府及び文部科学省から提供された情

報から作成した母集団名簿に基づき、前年度の研究

実施の有無（２区分）を加味した資本金階級（４区

分）及び産業（40区分）の各層から所要の企業数を

抽出。 

ただし、資本金又は出資金が10億円以上の企業、

前年度に研究を実施している資本金又は出資金が

１億円以上10億円未満の企業並びに内閣府及び文

部科学省から情報提供された研究開発法人、国立大

（２）選定の方法 

  【調査票甲（企業Ａ）及び（企業Ｂ）】（□全数 ■

無作為抽出 □有意抽出） 

   事業所母集団データベース及び過去の調査結果

から作成した母集団名簿に基づき、前年度の研究実

施の有無（２区分）を加味した資本金階級（４区分）

及び産業（40区分）の各層から所要の企業数を抽出。 

 

 

ただし、資本金又は出資金が10億円以上の企業、

前年度に研究を実施している資本金又は出資金が

１億円以上10億円未満の企業については、全数を調

査。 

 

 

 

 

調査実施前に判明した社名

などの変更を反映させるため

及び研究開発を実施すること

を目的として大学及び研究開

発法人が出資した会社を調査

対象とするため 

 

研究開発を実施することを

目的として大学及び研究開発



学法人、大学共同利用機関法人、公立大学法人、学

校法人及び学校設置会社が出資する、当該法人にお

ける研究開発の成果又は技術に関する研究の成果

の活用を促進する民間事業者等との共同研究開発

等を行う会社については、全数を調査。 

抽出する調査対象企業数は、全調査対象数からし

っ皆対象の企業数を減じた数を総数とし、層別（抽

出層の研究実施の有無（２区分）・資本金階級（４

区分）×産業（40区分））にネイマン配分により標

本数を配分し、従業者規模に応じて系統抽出。 

なお、標本を配分した結果、標本数が５に満たな

かった層の標本数は５とする。 

 

 

 

 

 

 

抽出する調査対象企業数は、全調査対象数からし

っ皆対象の企業数を減じた数を総数とし、層別（抽

出層の研究実施の有無（２区分）・資本金階級（４

区分）×産業（40区分））にネイマン配分により標

本数を配分し、従業者規模に応じて系統抽出。 

なお、標本を配分した結果、標本数が５に満たな

かった層の標本数は５とする。 

 

法人が出資した会社を調査対

象とするため 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

５ 報告を求める事項及びその基準となる期日又は期

間 

（１）報告を求める事項（詳細は調査票を参照） 

別記１「調査事項一覧」に掲げる事項 

 

 

 

 

 

   〔集計しない事項の有無〕無□ 有■ 

    ・別記１参照 

 

５ 報告を求める事項及びその基準となる期日又は期

間 

（１）報告を求める事項（詳細は調査票を参照） 

【調査票甲（企業Ａ）】 

① 名称 

② 所在地 

③ 法人番号 

（略） 

 

（なし） 

 

 

 

 

別記への形式的な修正 

 

 

 

 

 

基幹統計調査及び一般統計

調査の承認申請等に関する事

務マニュアルに基づく追記 

  



（２）基準となる期日又は期間 

毎年６月１日（以下「調査日」という。）現在に

よって行う。ただし、調査事項ごとの詳細は別記１

「調査事項一覧」に掲げる期日又は期間を参照 

（２）基準となる期日又は期間 

毎年３月31日（以下、「調査日」という。）現在に

よって行う。ただし、売上高、研究費などの財務関

係事項は、調査日又はこの直近の決算日から遡る１

年間によって行う。 

 

経済構造実態調査、経済産業

省企業活動基本調査及び科学

技術研究調査を同一名簿・同一

期日で同時に実施（以下「３調

査同時実施」という。）し、共通

する調査項目のデータ移送を

することで、重複是正を行うた

め 

６ 報告を求めるために用いる方法 

（１）調査系統 

配布：総務省－調査実施事業者－報告者 

取集：報告者－総務省 

ただし、政府統計に関するオンライン回

答サポート対象となる調査組織体（企業）

については、以下の系統で取集する。 

報告者－調査実施事業者－総務省 

６ 報告を求めるために用いる方法 

（１）調査組織 

調査票の配布：総務省－民間事業者－報告者 

調査票の回収：報告者－総務省 

 

 

 

３調査同時実施に当たり、政

府統計オンラインサポートシ

ステムを導入するため。また、

同システム提供者である（独）

統計センターを含めて用語を

整理 

 

（２）調査方法 

■郵送調査 ■オンライン調査（■政府統計共

同利用システム ■独自のシステム（政府統計

オンラインサポートシステム：政府統計に関す

るオンライン回答サポート対象企業に向けたシ

ステム） □電子メール）□調査員調査 □そ

の他（    ） 

 

  〔調査方法の概要〕 

（２）調査方法（□調査員調査 ■郵送調査 ■オン

ライン調査 □その他（    ）） 

 

 

 

 

 

 

 

３調査同時実施に当たり、政

府統計オンラインサポートシ

ステムを導入するため 

 

 

 

 

 

 



ア 調査票の送付と回収 

調査は、総務大臣が、調査実施事業者を活用し、

調査票を調査組織体ごとに送付し、回収すること

により行う。 

ただし、調査組織体が政府統計共同利用システ

ム又は政府統計オンラインサポートシステムよ

り報告した場合は、当該システムから報告内容を

入手する。 

 

 

調査は、総務大臣が、民間事業者を活用し、調

査票を調査組織体ごとに送付し、回収することに

より行う。 

ただし、調査組織体が政府統計共同利用システ

ムより報告した場合は、政府統計共同利用システ

ムから当該調査組織体に係る報告を求める事項

を入手する。 

下記イとの関係で項立て 

政府統計オンラインサポー

トシステムの提供者である

（独）統計センターを含めて用

語を整理 

３調査同時実施に当たり、政

府統計オンラインサポートシ

ステムを導入するため 

 

イ 他統計調査からのデータ移送 

調査組織体のうち経済構造実態調査規則（平成

31年総務省・経済産業省令第１号）第６条に規定

する企業に該当するものに係る科学技術研究調

査は、６（２）アの規定にかかわらず、総務大臣

が、同規則第９条第１項の規定により総務大臣及

び経済産業大臣が回収した経済構造実態調査の

調査票から同規則第７条第１項第１号ハのうち

資本金等の額、ホのうち売上（収入）金額及びト

に掲げる事項に関する内容を電磁的記録（電子的

方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識

することができない方式で作られた記録をい

う。）に記録することによって行う。 

 

ウ 調査実施事業者に委託する業務 

調査実施事業者に委託する業務は、調査関係書

類の送付・回収、督促、照会対応に係る業務とす

る。 

（なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（なし） 

 

３調査同時実施により、共通

する調査項目のデータ移送を

することで、重複是正を行うた

め 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基幹統計調査及び一般統計

調査の承認申請等に関する事

務マニュアルに基づく追記 



７ 報告を求める期間 

 

（２）調査の実施期間又は調査票の提出期限 

調査日の属する年の５月中旬～７月中旬 

ただし、政府統計に関するオンライン回答サポー

ト対象となる調査組織体（企業）については、調査

日の属する年の５月中旬～６月下旬とする。 

７ 報告を求める期間 

 

（２）調査の実施期間又は調査票の提出期限 

調査日の属する年の５月16日～７月15日 

 

 

 

 

実態に合わせた修正 

３調査同時実施に当たり、政

府統計オンラインサポート対

象となる企業の場合は、経済構

造実態調査及び経済産業省企

業活動基本調査と統一的な扱

いで運用するため 

８ 集計事項（詳細については別記２参照） 

 （略） 

８ 集計事項（詳細については別添参照） 

 （略） 

形式的な修正 

別記１ 調査事項一覧 

別記２ 集計事項一覧 

（なし） 

別添 集計事項一覧 

形式的な修正 

 

※ 調査事項一覧の変更については、「別記１に関する新旧対照表」を参照 

※ 調査事項の内訳の変更については、「科学技術研究調査 調査票の新旧対照表」を参照 



別記１に関する新旧対照表 

 

変更後 変更前 変更理由 

 

［調査票甲（企業Ａ）］ 

① 名称 

② 所在地 

③ 法人番号 

 

【調査票甲（企業Ａ）】 

① 名称 

② 所在地 

③ 法人番号 

 

 

 

④ 事業の種類 

 

④ 企業の現況 

 

「企業の現況」として、「企業の事業の種類」

を把握していたところであるが、経済構造実態

調査等との同一名簿・同一期日実施を踏まえ、

用語を整理 

⑤ 従業者総数 

（⑥～⑲は略） 

⑤ 従業者総数 

（⑥～⑲は略） 

 

   

［調査票甲（企業 B）］ 

① 名称 

② 所在地 

③ 法人番号 

【調査票甲（企業 B）】 

① 名称 

② 所在地 

③ 法人番号 

 

④ 事業の種類 

 

④ 企業の現況 

 

「企業の現況」として、「企業の事業の種類」

を把握していたところであるが、経済構造実態

調査等との同一名簿・同一期日実施を踏まえ、

用語を整理 

⑤ 従業者総数 

（以降略） 

⑤ 従業者総数 

（以降略） 

 

 

 



1 

調査計画（変更後） 

 
１ 調査の名称 

  科学技術研究調査 

 

２ 調査の目的 

本調査は、我が国における科学技術に関する研究費や研究者数等の研究活動の実態

を調査し、科学技術振興に必要な基礎資料を得ることを目的とする。 

 

３ 調査対象の範囲 

（１）地域的範囲（■全国 □その他） 

  

（２）属性的範囲 

  【調査票甲（企業Ａ）】（□個人 □世帯 □事業所 ■企業・法人・団体 □地

方公共団体 □その他） 

日本標準産業分類に掲げる次の産業を主たる事業とする資本金又は出資金が１

億円以上の会社法（平成17年法律第86号。以下同じ。）に規定する会社（以下同じ。） 

・「大分類Ａ－農業，林業」 

・「大分類Ｂ－漁業」 

・「大分類Ｃ－鉱業，採石業，砂利採取業」 

・「大分類Ｄ－建設業」 

・「大分類Ｅ－製造業」 

・「大分類Ｆ－電気・ガス・熱供給・水道業」 

・「大分類Ｇ－情報通信業」 

・「大分類Ｈ－運輸業，郵便業」 

・「大分類Ｉ－卸売業，小売業」のうち「中分類50－各種商品卸売業、中分類51

－繊維・衣服等卸売業、中分類52－飲食料品卸売業、中分類53－建築材料，鉱

物・金属材料等卸売業、中分類54－機械器具卸売業、中分類55－その他の卸売

業」 

・「大分類Ｊ－金融業，保険業」のうち「中分類62－銀行業、中分類64－貸金業，

クレジットカード業等非預金信用機関（「6491政府関係金融機関」を除く。）、

中分類65－金融商品取引業，商品先物取引業、中分類66－補助的金融業等、中

分類67－保険業（保険媒介代理業，保険サービス業を含む）」 

・「大分類Ｌ－学術研究，専門・技術サービス業」のうち「中分類71－学術・開

発研究機関、中分類72－専門サービス業（他に分類されないもの）、中分類74
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－技術サービス業（他に分類されないもの）」 

・「大分類Ｒ－サービス業（他に分類されないもの）」のうち「中分類91－職業

紹介・労働者派遣業、中分類92－その他の事業サービス業」 

 

次に掲げる法人が出資する、当該法人における研究開発の成果又は技術に関する

研究の成果の活用を促進する民間事業者等との共同研究開発等を行う会社 

・科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律（平成20年法律第63号）

に規定する研究開発法人（以下同じ。） 

・国立大学法人法（平成15年法律第112号。以下同じ。）に規定する国立大学法

人及び大学共同利用機関法人（以下同じ。） 

・地方独立行政法人法（平成15年法律第118号）に規定する公立大学法人（以下

同じ。） 

・学校教育法（昭和22年法律第26号。以下同じ。）に基づく大学及び高等専門学

校を設置する私立学校法（昭和24年法律第270号）に規定する学校法人（以下

同じ。） 

・学校教育法に基づく大学を設置する構造改革特別区域法（平成14年法律第189

号）に規定する学校設置会社（以下同じ。） 

なお、研究開発法人が出資する会社については、科学技術・イノベーション創

出の活性化に関する法律第34条の６第１項第３号ハの活動を実施する者、国立大

学法人及び大学共同利用機関法人が出資する会社については、国立大学法人法施

行令第３条第１号の事業を実施する者、公立大学法人が出資する会社については

地方独立行政法人法施行令第４条第２号ロの事業を実施する者、学校法人及び学

校設置会社が出資する会社については、学校法人又は学校設置会社における技術

に関する研究の成果を活用しようとする民間事業者その他の者と共同して又はそ

の委託を受けて行う当該研究開発の成果を実用化するために必要な研究開発活動

を実施する者を対象とする。 

 

  【調査票甲（企業Ｂ）】（□個人 □世帯 □事業所 ■企業・法人・団体 □地

方公共団体 □その他） 

日本標準産業分類に掲げる次の産業を主たる事業とする資本金又は出資金が１

千万円以上１億円未満の会社法に規定する会社 

・「大分類Ａ－農業，林業」 

・「大分類Ｂ－漁業」 

・「大分類Ｃ－鉱業，採石業，砂利採取業」 

・「大分類Ｄ－建設業」 

・「大分類Ｅ－製造業」 
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・「大分類Ｆ－電気・ガス・熱供給・水道業」 

・「大分類Ｇ－情報通信業」 

・「大分類Ｈ－運輸業，郵便業」 

・「大分類Ｉ－卸売業，小売業」のうち「中分類50－各種商品卸売業、中分類51

－繊維・衣服等卸売業、中分類52－飲食料品卸売業、中分類53－建築材料，鉱

物・金属材料等卸売業、中分類54－機械器具卸売業、中分類55－その他の卸売

業」 

・「大分類Ｊ－金融業，保険業」のうち「中分類62－銀行業、中分類64－貸金業，

クレジットカード業等非預金信用機関（「6491政府関係金融機関」を除く。）、

中分類65－金融商品取引業，商品先物取引業、中分類66－補助的金融業等、中

分類67－保険業（保険媒介代理業，保険サービス業を含む）」 

・「大分類Ｌ－学術研究，専門・技術サービス業」のうち「中分類71－学術・開

発研究機関、中分類72－専門サービス業（他に分類されないもの）、中分類74

－技術サービス業（他に分類されないもの）」 

・「大分類Ｒ－サービス業（他に分類されないもの）」のうち「中分類91－職業

紹介・労働者派遣業、中分類92－その他の事業サービス業」 

 

【調査票乙（非営利団体・公的機関）】（□個人 □世帯 □事業所 ■企業・法

人・団体 □地方公共団体 □その他） 

・独立行政法人等登記令（昭和39年政令第28号）の別表に掲げる特殊法人及び独

立行政法人通則法（平成11年法律第103号）第２条第１項に規定する独立行政

法人（独立行政法人国立高等専門学校機構を除く。）のうち科学技術に関する

試験研究又は調査研究を行うことを目的として設置されたもの（特殊法人等整

理合理化計画（平成13年12月19日閣議決定）により独立行政法人となった法人

のうち、独立行政法人となる前に産業連関表において生産活動主体分類が「産

業」に分類されており、かつ研究を実施している法人を含む。） 

・科学技術に関する試験研究又は調査研究を主たる目的としている法人 

・科学技術に関する試験研究又は調査研究を目的として設置されている国の機関、

地方公共団体の施設 

 

  【調査票丙（大学等）】（□個人 □世帯 ■事業所 □企業・法人・団体 □地

方公共団体 □その他） 

学校教育法に基づく大学の学部（大学院の研究科を含む。）、短期大学、高等専

門学校、大学附置研究所、大学附置研究施設、国立大学法人法に基づく大学共同利

用機関法人及び独立行政法人国立高等専門学校機構法（平成15年法律第113号）に

基づく独立行政法人国立高等専門学校機構 
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４ 報告を求める個人又は法人その他の団体 

（１）報告者数 

  【調査票甲（企業Ａ）】約8,000（母集団の大きさ：約20,000） 

 

  【調査票甲（企業Ｂ）】約5,000（母集団の大きさ：約500,000） 

 

【調査票乙（非営利団体・公的機関）】約1,000 

   

【調査票丙（大学等）】約4,000 

 

（２）報告者の選定方法 

  【調査票甲（企業Ａ）及び（企業Ｂ）】（□全数 ■無作為抽出（■全数階層あり） 

□有意抽出） 

事業所母集団データベース及び過去の調査結果等並びに内閣府及び文部科学省

から提供された情報から作成した母集団名簿に基づき、前年度の研究実施の有無

（２区分）を加味した資本金階級（４区分）及び産業（40区分）の各層から所要の

企業数を抽出。 

ただし、資本金又は出資金が 10億円以上の企業、前年度に研究を実施している

資本金又は出資金が１億円以上 10億円未満の企業並びに内閣府及び文部科学省か

ら情報提供された研究開発法人、国立大学法人、大学共同利用機関法人、公立大学

法人、学校法人及び学校設置会社が出資する、当該法人における研究開発の成果又

は技術に関する研究の成果の活用を促進する民間事業者等との共同研究開発等を

行う会社については、全数を調査。 

抽出する調査対象企業数は、全調査対象数からしっ皆対象の企業数を減じた数を

総数とし、層別（抽出層の研究実施の有無（２区分）・資本金階級（４区分）×産

業（40区分））にネイマン配分により標本数を配分し、従業者規模に応じて系統抽

出。 

なお、標本を配分した結果、標本数が５に満たなかった層の標本数は５とする。 

  

【調査票乙（非営利団体・公的機関）】（■全数 □無作為抽出（□全数階層あり） 

□有意抽出） 

各府省庁及び地方公共団体から得られた新設・廃業等の更新情報を基に、総務省

統計局で作成した名簿により全数を調査 

 

  【調査票丙（大学等）】（■全数 □無作為抽出（□全数階層あり） □有意抽出） 
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文部科学省公表の資料を基に、総務省統計局で作成した名簿により全数を調査 

 

（３）報告義務者 

① 調査組織体の代表者（当該調査組織体が法人の場合にあってはこれを代表する

者をいい、法人以外の場合にあってはこれを管理する者をいう。以下同じ。）が

報告しなければならない。 

② 調査組織体の代表者が不在その他の事由により報告を行うことができないと

きは、事実上当該調査組織体の代表者に代わる者は、当該調査組織体の代表者に

代わって当該報告を行うものとする。 

 

５ 報告を求める事項及びその基準となる期日又は期間 

（１）報告を求める事項（詳細は調査票を参照） 

   別記１「調査事項一覧」に掲げる事項 

 

   〔集計しない事項の有無〕無□ 有■ 

    ・別記１参照 

 

（２）基準となる期日又は期間 

毎年６月１日（以下、「調査日」という。）現在によって行う。ただし、調査事項

ごとの詳細は別記１「調査事項一覧」に掲げる期日又は期間を参照 

 

６ 報告を求めるために用いる方法 

（１）調査系統 

配布：総務省－調査実施事業者－報告者 

   取集：報告者－総務省 

ただし、政府統計に関するオンライン回答サポート対象となる調査組織

体（企業）については、以下の系統で取集する。 

報告者－調査実施事業者－総務省 

       

 

（２）調査方法 

■郵送調査 ■オンライン調査（■政府統計共同利用システム ■独自のシステ

ム（政府統計オンラインサポートシステム：政府統計に関するオンライン回答サ

ポート対象企業に向けたシステム） □電子メール）□調査員調査 □その他

（    ） 

  〔調査方法の概要〕 
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   ア 調査票の送付と回収 

調査は、総務大臣が、調査実施事業者を活用し、調査票を調査組織体ごとに

送付し、回収することにより行う。 

ただし、調査組織体が政府統計共同利用システム又は政府統計オンラインサ

ポートシステムより報告した場合は、当該システムから報告内容を入手する。 

 

イ 他統計調査からのデータ移送 

     調査組織体のうち経済構造実態調査規則（平成31年総務省・経済産業省令第

１号）第６条に規定する企業に該当するものに係る科学技術研究調査は、６（２）

アの規定にかかわらず、総務大臣が、同規則第９条第１項の規定により総務大

臣及び経済産業大臣が回収した経済構造実態調査の調査票から同規則第７条第

１項第１号ハのうち資本金等の額、ホのうち売上（収入）金額及びトに掲げる

事項に関する内容を電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によ

っては認識することができない方式で作られた記録をいう。）に記録することに

よって行う。 

 

ウ 調査実施事業者に委託する業務 

     調査実施事業者に委託する業務は、調査関係書類の送付・回収、督促、照会

対応に係る業務とする。 

 

 

７ 報告を求める期間 

（１）調査の周期 

   □１回限り □毎月 □四半期 ■１年 □２年 □３年 □５年 □不定期    

   □その他（    ） 

   （１年を超える場合又は不定期の場合の直近の実施年：    ） 

 

（２）調査の実施期間又は調査票の提出期限 

   調査日の属する年の５月中旬～７月中旬 

ただし、政府統計に関するオンライン回答サポート対象となる調査組織体（企業）

については、調査日の属する年の５月中旬～６月下旬とする。 

 

８ 集計事項（詳細については別記２参照） 

【調査票甲】 

   （産業別、資本金階級別、売上高階級別、従業者規模及び研究者規模別について） 

    ア 企業の数、従業者総数及び総売上高 
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    イ 研究に従事する従業者数 

    ウ 研究費 

    エ 技術交流の対価受払額 

 

【調査票乙】 

   （経営の組織別、学問別、規模別について） 

ア 研究機関の数及び従業者数 

イ 研究に従事する従業者数 

    ウ 支出総額及び研究費 

 

  【調査票丙】 

   （経営の組織別、学問別について） 

ア 大学等の数及び従業者数 

イ 研究に従事する従業者数 

    ウ 支出総額及び研究費 

 

９ 調査結果の公表の方法及び期日 

（１）公表の方法（■e-Stat □インターネット（e-Stat以外） ■印刷物 □閲覧） 

    

（２）公表の期日 

   調査日の属する年の12月 

 

10 使用する統計基準等 

■使用する→■日本標準産業分類 □日本標準職業分類 □その他（     ） 

□使用しない 

 

11 調査票情報の保存期間及び保存責任者 

書    類    名 保存期間 保  存  責  任  者 

調    査    票 ２年 

総務省統計局長 調査票の内容が転写され

ている電磁的記録 
永年 

 
12 立入検査等の対象とすることができる事項 

該当なし。 

 

 



科学技術研究調査 企業の標本設計について 

 

１．標本設計の考え方 

（１）抽出枠 

事業所母集団データベース及び過去の調査結果等並びに内閣府及び文部科学省から提供

された情報から作成した母集団名簿を抽出枠としている。 

過去の調査結果を用いるのは、後述する層化基準として用いるためであり、内閣府及び文

部科学省から提供された情報を用いるのは、次に掲げる法人が出資する、当該法人における

研究開発の成果又は技術に関する研究の成果の活用を促進する民間事業者等との共同研究

開発等を行う会社（以下「大学等出資会社」という。）に関する最新の名簿情報を入手する

ためである。 

・科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律（平成 20 年法律第 63 号）に規

定する研究開発法人 

・国立大学法人法（平成 15年法律第 112号）に規定する国立大学法人及び大学共同利用

機関法人 

・地方独立行政法人法（平成 15年法律第 118 号）に規定する公立大学法人 

・学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号）に基づく大学及び高等専門学校を設置する私立

学校法（昭和 24年法律第 270号）に規定する学校法人 

・学校教育法に基づく大学を設置する構造改革特別区域法（平成 14年法律第 189号）に

規定する学校設置会社 

なお、研究開発法人が出資する会社については、科学技術・イノベーション創出の活性化

に関する法律第 34 条の６第１項第３号ハの活動を実施する者、国立大学法人及び大学共同

利用機関法人が出資する会社については、国立大学法人法施行令第３条第１号の事業を実施

する者、公立大学法人が出資する会社については地方独立行政法人法施行令第４条第２号ロ

の事業を実施する者、学校法人及び学校設置会社が出資する会社については、学校法人又は

学校設置会社における技術に関する研究の成果を活用しようとする民間事業者その他の者

と共同して又はその委託を受けて行う当該研究開発の成果を実用化するために必要な研究

開発活動を実施する者を対象とする。 

また、大学等出資会社以外の会社は、日本標準産業分類（平成 25年 10月改定）に掲げる

｢農業，林業｣、｢漁業｣、｢鉱業，採石業，砂利採取業｣、｢建設業｣、｢製造業｣、｢電気・ガス・

熱供給・水道業｣、｢情報通信業｣、「運輸業，郵便業」、「卸売業，小売業のうち各種商品卸売

業、繊維・衣服等卸売業、飲食料品卸売業、建築材料，鉱物・金属材料等卸売業、機械器具

卸売業、その他の卸売業」，「金融業，保険業のうち銀行業、貸金業，クレジットカード業等

非預金信用機関、金融商品取引業，商品先物取引業、補助的金融業等、保険業（保険媒介代

理業，保険サービス業を含む）」、「学術研究，専門・技術サービス業のうち学術・開発研究

機関、専門サービス業（他に分類されないもの）、技術サービス業（他に分類されないもの）」

及び「サービス業（他に分類されないもの）のうち職業紹介・労働者派遣業、その他の事業

サービス業」を主たる事業とする資本金 1000 万円以上の会社法（平成 17年法律第 86号）

に規定する会社を対象とする。 

 



（２）抽出方法 

結果精度、統計利用者のニーズ及び報告者負担の抑制の観点から、ネイマン配分による標

本調査としており、下記の層化基準による層化抽出としている。 

 

（３）層化基準 

ア 研究実施の有無（２区分） 

科学技術研究調査の目的から、研究実施企業を優先的に調査する必要があることから

本区分を設けている。 

本区分は、科学技術研究調査の結果により明らかになるため、新設企業を含め初めて

調査対象となる企業は、全て「研究実績無し」に区分される。 

 

イ 資本金階級（４区分） 

資本金規模により、①研究費割合及び研究実施割合や、②大企業と中小企業、③しっ

皆と抽出という属性も大きく異なるため、結果精度への影響を踏まえ、資本金規模によ

り４区分している。 

 

ウ 産業（40区分） 

産業の中でも、研究費及び研究実施割合が高い製造業については、25 区分とし、それ

以外の産業については、これまでの研究実施割合と研究費割合を基に、結果表章も考慮

し、15区分としている。 

 

 

（４）抽出単位 

企業 

 

（５）目標精度及び計算式 

研究費の目標精度（標本誤差率）を 0.01と設定した場合の企業の標本数は約 13,500企業

であり、その算出式は次のとおりである。 

 

<算出方法> 

目標精度α＝0.01と設定し、ネイマン配分を行った場合の標本層ｉの 

必要標本数ｎ
ｉ
の算出式は次のとおりである。 

ｎ
ｉ

= ｋＮ
ｉ
σ

ｉ
  

ｋは比例定数であり、以下の式から決定される。 



  α =

�Ｖ�∑
Ｎ

ｉ

Ｎ
 

ｉ
Ｘ
���

ｉ
�

Ｘ
��� ，Ｖ �Ｘ���

ｉ
� = Ｎ−１

Ｎ
ｉ
−ｎ

ｉ

×
σ
ｉ

２

ｎ
ｉ

  

 

ただし、各標本層の最低標本数は５とする調整を行う。 

 

２．標本抽出の具体的方法 

上記１（３）の層区分から、 

①資本金 10億円以上及び資本金１億円以上 10億円未満の「研究実績あり」並びに大学等出

資会社をしっ皆分とし、全数を抽出する。 

②上記①以外の層（抽出層）については、企業の標本数約 13,500 から上記①のしっ皆分を

除いた標本数を上限として、層区分ごとに求めた「過去２年の研究費の偏差の平均×母集

団数」の値を基に、ネイマン配分により抽出数を求める。 

③層区分ごとに標本を従業者数の順に配列し、上記②で算出した抽出数を系統抽出により抽

出する。 

※層別の母集団等数については、別紙１を参照 

 

概要フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．推計方法 

上記１（１）及び（３）の母集団名簿の層別企業数をベンチマークとして、層別回収率を加味

して結果を推定している。 

約45万企業

※1

※2 大学等出資会社

対象産業の資本金１千万円
以上の企業

研究実施の有無（２区分、過去の
調査結果に基づく）×資本金規模
（４区分）×産業区分（40区分）で
層化

ただし、大学等出資会社は、資本
金額によるしきい値を設けず調査
対象とするため、上記層区分によ
らず全数調査とする。

事業所母集団

データベース

（※１）

過去の

調査結果

内閣府及び

文部科学省

から提供され

た情報（※2）

科学母集団
標本抽出

システム

調査対象企業

約13.500



別紙１

科学技術研究調査の層別情報

－ －

④ ③

10億円以上
 ※1

1億円～
10億円未満

 ※2

母集団数
（=標本数）

母集団数
（=標本数）

母集団数 標本数 母集団数 標本数 母集団数 標本数 母集団数 標本数 母集団数 標本数
母集団数
（=標本数）

1 農林水産業 7 3 3 3 2 2 121 6 806 15 3,063 7
2 鉱業，採石業，砂利採取業 28 6 4 4 3 3 28 5 142 6 550 6
3 建設業 251 31 5 5 4 4 1,329 15 21,241 22 94,106 10
4 食料品製造業 191 160 76 5 18 6 559 128 3,403 124 11,468 58
5 繊維工業 57 27 17 6 2 2 153 6 1,261 7 7,377 6
6 パルプ・紙・紙加工製品製造業 39 24 21 6 4 4 126 6 709 71 2,892 34
7 印刷・同関連業 22 6 2 2 - - 160 6 1,260 6 7,777 6
8 医薬品製造業 95 78 152 76 74 6 44 14 120 120 222 111
9 総合化学工業 135 89 123 6 56 6 146 16 248 27 531 13

10 油脂・塗料製造業 35 53 114 6 73 6 23 6 96 31 401 14
11 その他の化学工業 46 89 205 17 94 5 37 30 193 48 696 26
12 石油製品・石炭製品製造業 16 17 21 5 19 6 14 6 123 23 192 11
13 プラスチック製品製造業 73 111 74 6 26 4 246 12 1,409 39 5,515 18
14 ゴム製品製造業 21 41 50 6 14 6 48 6 216 6 1,178 6
15 窯業・土石製品製造業 77 51 32 6 7 6 235 6 1,686 6 4,323 6
16 鉄鋼業 68 29 7 6 2 2 203 6 672 19 1,952 9
17 非鉄金属製造業 65 35 54 6 13 6 119 6 338 139 1,189 66
18 金属製品製造業 76 63 67 6 5 5 291 6 2,510 30 13,445 14
19 はん用機械器具製造業 83 67 47 6 6 6 145 6 921 91 4,174 43
20 生産用機械器具製造業 169 157 121 6 31 4 259 52 2,209 22 10,350 11
21 業務用機械器具製造業 79 112 338 338 131 6 119 10 548 463 2,310 210
22 電子部品・デバイス・電子回路製造業 110 103 121 6 29 2 189 89 606 86 1,971 43
23 電子応用・電気計測器製造業 31 55 119 23 56 5 38 6 170 85 766 50
24 その他の電気機械器具製造業 115 115 88 5 15 5 151 76 881 40 4,067 19
25 情報通信機械器具製造業 70 98 99 12 41 2 95 32 238 238 707 117
26 自動車・同附属品製造業 136 57 70 8 4 4 228 6 760 84 2,667 40
27 その他の輸送用機械器具製造業 39 13 14 6 4 4 54 6 312 51 1,321 24
28 その他の製造業 72 74 22 5 4 4 165 165 1,793 8 11,159 6
29 電気・ガス・熱供給・水道業 82 2 - - 1 1 208 6 186 6 223 6
30 通信業 39 4 - - - - 70 6 109 6 260 6
31 放送業 121 2 - - - - 296 6 184 6 125 6
32 情報サービス業 183 192 138 66 70 6 1,069 356 2,503 248 7,903 117
33 インターネット附随・その他の情報通信業 82 4 2 2 1 1 443 6 1,051 6 4,979 6
34 運輸業，郵便業 278 2 - - - - 1,149 6 5,731 6 22,591 6
35 卸売業 500 112 51 5 10 5 3,195 611 15,984 40 74,474 19
36 金融業，保険業 501 2 1 1 - - 819 6 1,030 6 4,437 6
37 学術・開発研究機関 25 58 93 93 169 12 39 39 102 102 295 254
38 専門サービス業（他に分類されないもの） 294 10 9 5 4 4 458 6 1,096 55 7,227 26
39 技術サービス業（他に分類されないもの） 29 24 65 5 11 5 248 12 1,693 242 14,435 120
40 サービス業（他に分類されないもの） 74 4 2 2 1 1 653 6 3,131 7 14,378 6

4,414 2,180 2,427 771 1,004 156 13,972 1,800 77,671 2,637 347,696 1,562 2＋α
※1 資本金10億円以上の企業は、研究実施の有無によらず、全数調査としている。
※2 研究活動が確認された資本金1億円以上10億円未満の企業は全数調査としている。 母集団合計 449,364
※3 資本金規模に関係なく全数調査としている。 標本数計 13,520

注 研究実施の有無による区分は、調査結果によって変動する。上記は、2020年（令和２年）調査の標本設計時の基本数であり、大学等出資会社は含んでいない。

③

資本金階級
大学等

出資会社
 ※3

産業
(科学技術研究調査産業小分類(40区分))

計

研究実施の有無 研究実績あり 研究実績なし

3000万円～
1億円未満

1000万円～
3000万円未満

1億円～10億円未満
3000万円～
1億円未満

1000万円～
3000万円未満

② ① ①②



（別記１） 

調査事項一覧 

［調査票甲（企業Ａ）］ 

報告を求める事項 基準となる期日又は期間 

① 名称 調査実施年６月１日現在 

② 所在地 

③ 法人番号 

④ 事業の種類 調査実施年の３月 31日又はこの直

近の決算日から遡る１年間分 

⑤ 従業者総数 調査実施年３月 31日現在 

⑥ 資本金 調査実施年６月１日現在 

⑦ 総売上高 調査実施年の３月 31日又はこの直

近の決算日から遡る１年間分 ⑧ 国際技術交流の有無 

⑨ 技術輸出及び技術輸入別相手先企業の国籍名及び金額 

⑩ 研究実施の有無 

⑪ 研究関係従業者数 調査実施年３月 31日現在 

⑫ 採用・転入研究者数、転出研究者数 調査実施年前年の４月１日から調査

実施年３月 31日 

⑬ 研究者の専門別内訳 調査実施年３月 31日現在 

⑭ 社内で使用した研究費 調査実施年の３月 31日又はこの直

近の決算日から遡る１年間分 ⑮ 性格別研究費 

⑯ 製品・サービス分野別研究費 

⑰ 特定目的別研究費 

⑱ 社外から受け入れた研究費 

⑲ 社外へ支出した研究費 

※「名称」、「所在地」及び「法人番号」については、事業所母集団データベースに登録し、同デー

タベースを充実させるために用いられるほか、調査票情報の二次的な利用の一環として、他の統

計調査とのデータ接続を行う際に用いるものであり、集計は行わない。 

 

 

［調査票甲（企業Ｂ）］ 

報告を求める事項 基準となる期日又は期間 

① 名称 調査実施年６月１日現在 

② 所在地 

③ 法人番号 

④ 事業の種類 調査実施年の３月 31日又はこの直

近の決算日から遡る１年間分 



⑤ 従業者総数 調査実施年３月 31日現在 

⑥ 資本金 調査実施年６月１日現在 

⑦ 総売上高 調査実施年の３月 31日又はこの直

近の決算日から遡る１年間分 ⑧ 国際技術交流の有無 

⑨ 技術輸出及び技術輸入別相手先企業の国籍名及び金額 

⑩ 研究実施の有無 

⑪ 研究関係従業者数 調査実施年３月 31日現在 

⑫ 採用・転入研究者数、転出研究者数 調査実施年前年の４月１日から調査

実施年３月 31日 

⑬ 研究者の専門別内訳 調査実施年３月 31日現在 

⑭ 社内で使用した研究費 調査実施年の３月 31日又はこの直

近の決算日から遡る１年間分 ⑮ 性格別研究費 

⑯ 社外から受け入れた研究費 

⑰ 社外へ支出した研究費 

※「名称」、「所在地」及び「法人番号」については、事業所母集団データベースに登録し、同デー

タベースを充実させるために用いられるほか、調査票情報の二次的な利用の一環として、他の統

計調査とのデータ接続を行う際に用いるものであり、集計は行わない。 

 

 

［調査票乙］ 

報告を求める事項 基準となる期日又は期間 

① 名称 調査実施年６月１日現在 

② 所在地 

③ 法人番号 

④ 研究実施の有無 調査実施年の３月 31日又はこの直

近の決算日から遡る１年間分 

⑤ 従業者総数 調査実施年３月 31日現在 

⑥ 支出総額 調査実施年の３月 31日又はこの直

近の決算日から遡る１年間分 ⑦ 主な事業及び研究の内容 

⑧ 支所・分場の名称及び所在地 調査実施年３月 31日現在 

⑨ 研究内容の学問別区分 調査実施年の３月 31日又はこの直

近の決算日から遡る１年間分 

⑩ 研究関係従業者数 調査実施年３月 31日現在 

⑪ 採用・転入研究者数、転出研究者数 調査実施年前年の４月１日から調査

実施年３月 31日 

⑫ 研究者の専門別内訳 調査実施年３月 31日現在 

⑬ 内部で使用した研究費 調査実施年の３月 31日又はこの直

近の決算日から遡る１年間分 ⑭ 性格別研究費 



⑮ 特定目的別研究費 

⑯ 外部から受け入れた研究費 

⑰ 外部へ支出した研究費 

※「名称」、「所在地」及び「法人番号」については、事業所母集団データベースに登録し、同デー

タベースを充実させるために用いられるほか、調査票情報の二次的な利用の一環として、他の統

計調査とのデータ接続を行う際に用いるものであり、集計は行わない。 

 「支所・分場の名称及び所在地」については、支所・分場で行われている研究活動を含め、調査

対象組織の研究活動の全体を正しく把握することを意図して設けているものであり、集計は行わ

ない。 

 

 

［調査票丙］ 

報告を求める事項 基準となる期日又は期間 

① 名称 調査実施年６月１日現在 

② 所在地 

③ 法人番号 

④ 大学等の種類 

⑤ 分校・分場の名称及び所在地 調査実施年３月 31日現在 

⑥ 研究内容の学問別区分 調査実施年の３月 31日又はこの直

近の決算日から遡る１年間分 

⑦ 従業者数 調査実施年３月 31日現在 

⑧ 採用・転入研究者数、転出研究者数 調査実施年前年の４月１日から調査

実施年３月 31日 

⑨ 研究本務者の専門別内訳 調査実施年３月 31日現在 

⑩ 支出総額 調査実施年の３月 31日又はこの直

近の決算日から遡る１年間分 ⑪ 内部で使用した研究費 

⑫ 性格別研究費 

⑬ 特定目的別研究費 

⑭ 外部から受け入れた研究費 

⑮ 外部へ支出した研究費 

※「名称」、「所在地」及び「法人番号」については、事業所母集団データベースに登録し、同デー

タベースを充実させるために用いられるほか、調査票情報の二次的な利用の一環として、他の統

計調査とのデータ接続を行う際に用いるものであり、集計は行わない。 

 「分校・分場の名称及び所在地」については、分校・分場で行われている研究活動を含め、調査

対象組織の研究活動の全体を正しく把握することを意図して設けているものであり、集計は行わ

ない。 



▼ ▼ ▼

▲ ▲ ▲

　法人番号（13桁）を記入してください

01基幹統計調査 令和 年科学技術研究調査

調査票甲（企業Ａ）

令和　年６月１日現在

百万 十万 万 円兆 千億 百億 十億 億 千万千万 百万 十万 万 円 251

国 ・ 公 立 大 学

総　　　　　額

237～241,243～245,247～250の計

252～256,258～260,262～265の計

支　出　額 うち自己資金から支出した研究費
236 兆 千億 百億 十億 億

公
　
的
　
機
　
関

237 252

国・公営、独立行政法人等

の研究機関

○　記入には必ず黒の鉛筆又はシャープペンシルを使用し、間違えた場合は消しゴムできれいに消して書き直してください。

＜数字の記入例＞＜　　の記入例＞

ください。

　数字は、１文字ずつ右につめて記入してください。

＜文字の記入例＞

スウェ

　文字は、１文字ずつ左につめて記入してください。

スウェーデン

238 253

239 254

ぬりつぶしてくだ

ーテ゛ン

そ の 他
240 255

公 営 企 業 ・ 公 庫 等

会 社

代
表
者

職　名

241 256

ふりがな

氏　名

242 257

記
入
者

部課名

私 立 大 学

ふりがな

氏　名

243 258

う ち 親 子 会 社

  市外局番        局番          番号        　 内線

244 259

電
 
話  　　　    　－　　　     －　　　   　　（　　   　　） 

政府統計コード：

海
　
　
　
外

245 260
会 社

非 営 利 団 体

246 261

大 学
247 262

○　記入の際は「調査票記入上の注意」を参照してください。
う ち 親 子 会 社

248 263

　記入してください。
民 間 非 営 利 団 体

249 264

政 府 機 関

250 265

そ の 他

備

考

欄

統計局使用欄

億 千万 007 十万 万 千

001 十兆

（名称、所在地、業務などの変更のほか、回答内容に関連のある特記事項を記入してください） 企業の事業の種類（　年度） 生産品名又は営業種目を売上実績の多いものから順に記入してください

002 003 004 005

円

総売上高 (　年度)

百万 円

８　面 １　面

一 人

従業者総数(３月31日現在)

006 十兆 兆 千億 百億 十億

百億 十億 億 千万

【12】社外へ支出した研究費を記入してください

○　支出名目(委託費、賦課金等)のいかんを問わず、社外へ研究費として支出した金額の総額を左欄に記入し、そのうち、

　自己資金から支出した研究費は右欄に記入してください。

　この調査は、統計法に基づき政府が実施
　する基幹統計調査です。
　秘密の保護には万全を期していますので、
　ありのままを記入してください。

○　この調査は法人を単位に行っています。このため、連結決算を行っている法人であっても、法人単体分を記入してください。

○　資本金は６月１日現在、従業者関係事項は３月31日現在、財務関係事項は３月31日又はこの直近の決算日からさかのぼる１年間分

　を記入してください。

【１】企業の現況を記入してください

法
人
番
号

ロ
グ
イ
ン
情
報

名
称
・
所
在
地

調査対象者ＩＤ：

パスワード　　：

資本金 (６月１日現在)

百万

百 十

記入の仕方

○　研究実施の有無にかかわらず１面から３面の「【３】研究実施の有無」まで記入し、研究を実施している場合（社外

　へ研究費を支出している場合を含む。）には、更に３面の「【４】研究関係従業者数（３月31日現在）」から８面まで

兆 千億

秘



総　　　　　額

203～209,211～213,215～218の計

220～226,228～230,232～235の計

受　入　額 うち社内で使用した研究費
202 兆 千億 百億 十億

○　収入名目（受託費、補助金、交付金等）のいかんを問わず、社外から研究費として受け入れた金額の総額を左欄に記入し、

あ り な し008

02 

***「【３】研究実施の有無」で「２」を選択した場合は、ここから記入してください***

【11】社外から受け入れた研究費を記入してください

【２】国際技術交流の有無を記入してください

千万 百万 十万 万 円219 兆 千億 百億 十億 億億 千万 百万 十万 万

220

円

009
合　　　　　　計　　

010 千億 百億 億 千万 百万 十万 万 十万 万 円円 011

技
　
　
　
術
　
　
　
輸
　
　
　
出

相手先企業の国籍名 金　　　　　額 204 221
うち親子会社 地 方 公 共 団 体

千万 百万千億 百億 十億 億十億

（国籍名はワク中に１字ずつカナ文字で記入してください） 国 ・ 公 立 大 学

公
　
的
　
機
　
関

国
203

205 222

224

206 223国・公営、独立行政法人等
の研究機関

208 225
そ の 他

公 営 企 業 ・ 公 庫 等
207

209 226
会 社

210 227
う ち 親 子 会 社

211 228
私 立 大 学

212 229
非 営 利 団 体

技
　
　
　
術
　
　
　
輸
　
　
　
入

相手先企業の国籍名 金　　　　　額 う ち 親 子 会 社
214

億 千万 百万 十万

海
　
　
　
外

213 230
会 社

円万 円 014 千億 百億 十億012
合　　　　　　計　　

013 千億 百億 十億

231
うち親子会社

億 千万 百万 十万 万

232
（国籍名はワク中に１字ずつカナ文字で記入してください） 大 学

215

216 233

217 234

政 府 機 関

民 間 非 営 利 団 体

218 235
そ の 他

２　面 ７　面

　ます。

　そのうち、社内で使用した研究費は右欄に記入してください。

○　「国際技術交流」とは、外国との間においてパテント、ノウハウや技術指導などの技術の提供、受入れをした場合をいい

『あり』の場合は下欄も記入してください



億 千万 百万 十万 万 円

総　　　額
（146～179の計）

145 兆 千億 百億 十億

03

○　この調査における「研究」とは、事物、機能、現象などについて新知識を得るために、又は既存の知識の新しい活用の道を開く

　ために行われる創造的な努力及び探求をいいます。

【３】研究実施の有無を記入してください

○　「製品・サービス分野別研究費」では、「【７】社内で使用した研究費」の「総額」を製品・サービス分野別に分類し記入してください。

　　なお、製品・サービス分野別に区分できない場合には、研究者数を考慮するなどして、あん分によって金額を算出し記入してください。

【９】製品・サービス分野別研究費を記入してください

３　研究を実施していない →終了です

農 林 ･ 水 産 品
146 金 属 製 品

163 兆 千億

１　社内で研究を実施している →【４】から【12】まで

万 円

→【11】　【12】

百億 十億 億 千万 百万 十万

この場合は【７】から【12】まで記入してください

○　いわゆる研究のみならず、製品及び生産・製造工程などに関する開発や技術的改善を図るために行われる活動も研究となります。

鉱 業
147

一 般 機 械 器 具
164

建 築 ・ 土 木
148

家 庭 電 気 製 品
165

繊 維
150 情報通信機械器具･ 167

(165を除く)
食 料 品

149 電 気 機 械 器 具 166

151
自 動 車

168
電子部品

化学肥料、無機・ 153
鉄 道 車 両

170

出 版 ・ 印 刷
152

航 空 機
169

有機化学工業製品

化 学 繊 維
154

その他の輸送用機械
171

油 脂 ・ 塗 料
155

精 密 工 業 製 品
172 【４】研究関係従業者数（３月31日現在）を記入してください

医 薬 品
156

その他の工業製品
173

実際に研究関係業務に従事
した割合であん分した値

その他の化学工業 157
電 気 ・ ガ ス

174

石 油 ・ 石 炭
158 ソフトウェア・情報 175

うち労働者派遣法に基づく派遣労働者
製品 う　ち　女　性 う　ち　女　性

実　　　　数

一 人 万 千 百人 万 千 百 十万 千 百 十 一万 千 百 十 一 人

ゴ ム 製 品
159 　

そ
の
他
【

製
品
・

　
　
　
サ
ー

ビ
ス
を
明
記
】

176
処理 十 一

　
研
　
究
　
者

017 024 031 038

人

窯 業 ・ 土 石
160 177

非 鉄 金 属
162 179

専ら研究に従事する者

018 025 032

一

研 究 を 兼 務 す る 者
019 026 033 040

鉄 鋼
161 178 039

044 万 千 百 十

045
研 究 補 助 者

人

【10】特定目的別研究費を記入してください

021 028 035 042 046

○　「【７】社内で使用した研究費」の「総額」のうち、下記の分野に関する研究を行っている場合には、それぞれの研究費を記入してください。

020 027 034 041

　　下記８分野間で重複がある場合には、それぞれの分野に研究費を記入し、「他の７分野との重複有」欄を塗りつぶしてください。

　　　※ 各分野の内容については、「調査票記入上の注意」を参照してください。

研究事務その他の関係者

022 029 036 043 047

技 能 者

分　　　野 研 究 費
他の７分野
との重複有 分　　　野 研 究 費

他の７分野
との重複有

兆 千億180 兆 千億 百億 十億 億 千万 百万 十万

048

取 得 者

万 円

181

百億 十億 億 千万 百万 十万万 円 184

②　「研究補助者」とは、研究者を補佐し、その指導に従って研究関係業務に従事する者をいいます。　　　※ これらは、戦略的に取り組むべき基盤技術として、政府内で位置付けているものです。

　　　　 各分野の内容については、「調査票記入上の注意」を参照してください。
③　「技能者」とは、研究者又は研究補助者の指導・監督の下に研究に付随する技術的サービスを行う者をいいます。

分　　　野 研 究 費
他の２分野
との重複有 研 究 費

他の２分野
との重複有

　行っている者をいいます。

　・　「専ら研究に従事する者」とは、研究者のうち、研究関係業務に専ら従事する者をいいます。

　・　「研究を兼務する者」とは、研究者のうち、他の業務を兼務する者をいいます。○　「【７】社内で使用した研究費」の「総額」のうち、下記の分野に関する研究を行っている場合には、それぞれの研究費を記入してください。

①　「研究者」とは、大学（短期大学を除く。）の課程を修了した者、又はこれと同等以上の専門的知識を有する者で、特定のテーマをもって研究を
183 187

百億 十億 億 千万 百万

182 186

　　下記３分野間で重複がある場合には、それぞれの分野に研究費を記入し、「他の２分野との重複有」欄を塗りつぶしてください。

十万万 円

Ａ Ｉ 分 野

198 兆 千億
④　「研究事務その他の関係者」とは、研究関係業務のうち庶務、会計などの事務に従事する者をいいます。

196 兆 千億 百億 十億 億 千万 百万 十万 199

３　面６　面

⑤　「実数」は、研究関係業務に従事する人数を記入し、「実際に研究関係業務に従事した割合であん分した値」は、「実数」に、業務のうち研究関197
　係業務に従事した時間の割合を乗じた人数を記入してください。また、研究関係業務に従事する者のうち、「労働者派遣法に基づく派遣労働者」を

パ ル プ ・ 紙

分　　　野

　うち数として記入してください。

200

201

○　研究関係業務に従事している社外からの出向者も記入の対象としてください。

バイオテクノロジー分野

量 子 技 術 分 野

ライフサイエンス分野

情 報 通 信 分 野

環 境 分 野

物 質 ・ 材 料 分 野

ナノテクノロジー分野

エ ネ ル ギ ー 分 野

宇 宙 開 発 分 野

海 洋 開 発 分 野

194

万 円
　　なお、管理者のうち研究経歴のある者は「研究者」に含めてください。

○　社内で研究を実施している場合には、所属の研究所、研究部、課、室名などを記入してください。

016 023 030 037総　　　数
017, 020～022の計

024, 027～029の計

031, 034～036の計

038, 041～043の計

２　社内で研究を実施していないが　社外に研究費を支出している

社内で研究を実施していなくても
貴社が給与等を支給して社外で研究関係業務を行っている出向者がいる場合も含みます

188

189

190

191

192

193

195

049
研究者のうち博士号

185

①

②

③

④

⑤

⑤



04 【５】採用・転入・転出研究者数を記入してください 【６】研究者の専門別内訳を記入してください
　　　　　　　　　　　　　　　　　（３月31日現在）

　　研究費に関しては、経理上研究費の項目として計上されていない場合でも、研究のために使用した経費を
　分離して記入してください。
　　また、現物収入又は現物支出の場合には、時価に評価して含めて記入してください。

○　転入研究者については、転入前の勤務先を、「調査票記入上

　「研究者」にあたる者で外部から加わった者をいいます。

○　新規採用者のうち、自然科学に関する研究を行う部署に配属

　された者は、研究内容別に記入してください。

万

合　　計
084～104の計

106～126の計

総　　　数 うち女性

083 千 百 十

情 報 科 学
085　の注意」の「組織分類表」区分に従って、記入してください。

084 106

一 人

【７】社内で使用した研究費を記入してください

一 人 105 千 百 十

万 円 ①　「人件費」とは、研究関係の従事者に対して１年間に支払った給与等127 兆 千億 百億 十億 億

107

○　出向者も記入の対象としてください。

　り額ではない。）のほか、退職金、社会保険料などを含めたもののうち、

　研究のために要したものをいいます。

128
人 件 費

化 学
087 109

物 理

百 十 一 人

　も「人件費」に含めてください。

総　　　数 生 物
088 110

129 　　給与等を支給している社外への出向者がいる場合は、その者の給与等
原 材 料 費

新 規 採 用 者 数

有形固定資産の ②　「原材料費」とは、研究のために要した主要原料費、主要材料費、補130

050 万 千 百 十 一 人 068 千

土 地

そ の 他

　助材料費、部分品費、試作品費などを含めた総額をいいます。

地 学
089 111

うち女性

　の購入費をいいます。
132090 112

052

③　「有形固定資産の購入費」とは、研究に必要なすべての有形固定資産
131

　・　建物など－建物（附属設備を含む｡）、構築物、船舶、航空機
建 物 な ど

051 069
　・　機械・器具・装置など－耐用年数１年以上でかつ取得価額が10万円

053 071

機械･器具･装置091 113
理 学

工
　
　
　
学

工 学

070 　　以上の機械、装置、車両、その他の運搬具、工具、器具及び備品

など

133
　・　その他の有形固定資産－建設仮勘定、固定資産として扱われる動植

その他の有形固 134 　　物

④　「無形固定資産の購入費」とは、研究に必要なすべての無形固定資産
135

114

055 073

無形固定資産の

定資産

自
　
然
　
科
　
学
　
部
　
門

理
　
　
　
学

数 学

　の購入費をいいます。

056 074

136
　・　うちソフトウェア－１年以上にわたって使用される取得価額が10万

保 健 材 料
094 116

電 気 ・ 通 信
092

農 学 土 木 ・ 建 築
093 115054

うちソフトウェア

072

⑤　「リース料」とは、研究のためにリース契約に基づいて支払った金額

そ の 他
096 118

リ ー ス 料

075

137
繊 維

095 117

　　円以上のソフトウェア

　みません。

　をいいます。土地、建物の貸借、短期間のレンタル、チャーター等は含

058 076

農
　
　
　
学

057

農 林
097 119

そ の 他 の 経 費
138

　耗品費等を含めた総額をいいます。
139

転 入 研 究 者 数 獣 医 ・ 畜 産
098 120

うち派遣労働者に
関する費用

⑥　「その他の経費」とは、研究のために要した図書費、光熱水道費、消

059 077

062
非 営 利 団 体

そ の 他
100 122

140
有形固定資産の

061

　構築物、船舶、機械、車両などの有形固定資産に対する減価償却費をい

⑦　「有形固定資産の減価償却費」とは、研究のために使用された建物、
会 社

060

保
　
　
　
健

医 学 ・ 歯 学 【８】理学、工学、農学、保健の性格別研究費を記入してください

薬 学

　います。

減価償却費水 産
099 121

101 123

102 124

065
そ の 他

そ の 他

公 的 機 関

大 学 等

　る理論的又は実験的研究をいいます。
143

応 用 研 究 費

064

百万 十万 万 円

066 078

103 125

079 081

067
う ち 親 子 会 社

142
基 礎 研 究 費

総　　　額
（142～144の計）

141

転 出 研 究 者 数

063

博 士 号 取 得 者 ③　開発研究

　　基礎研究、応用研究及び実際の経験から得た知識を活用し、付加的な

　知識を創出して、新しい製品、サービス、システム、装置、材料、工程

　等の創出又は既存のこれらのものの改良をねらいとする研究をいいます。

転 入 研 究 者 の う ち

　れている方法に関して新たな応用方法を探索する研究をいいます。博 士 号 取 得 者
144

080 082
開 発 研 究 費

新 規 採 用 者 の う ち

４　面 ５　面

②　応用研究

　　特定の目標を定めて実用化の可能性を確かめる研究や、既に実用化さ

①　基礎研究

　　特別な応用、用途を直接に考慮することなく、仮説や理論を形成する

　ため又は現象や観察可能な事実に関して新しい知識を得るために行われ

○　昨年の４月１日から今年の３月31日までの異動について記入

人文・社会科学部門

総　　　　額
(128～130, 135,137,138の計)

購入費

購入費

うち自然科学部門

う ち 歯 学

う ち 薬 学

う ち 親 子 会 社

機械・船舶・

航空

う ち 医 学

　してください。

○　「採用・転入研究者」とは、「【４】研究関係従業者」の

○　「専門別内訳」では、「【４】研究関係従業者」の「研究

　者」数（017及び024）の内訳を専門的知識別に記入してくだ

　さい。

億 千万

　・　うち派遣労働者に関する費用－研究関係業務に従事している者のう

　　ち、労働者派遣法に従って人材派遣会社から派遣されている者に係る

　　費用

○　自己資金、社外から受け入れた資金を問わず社内で使用した研究費の１年間分を記入してください。

　　なお、研究部門と他の部門とに分けて算出することが困難な場合には、あん分した金額を記入してください。

○　「【７】社内で使用した研究費」の「総額」のうち理学、工学、農学、保健の自然科学に関する研究費を性格によって分類し記

　入してください。分類単位は原則として研究テーマごとに行いますが、それが困難な場合には、研究者又は研究室ごとに分類して

104 126

　も差し支えありません。

　分類の一般的定義は以下のとおりです。兆 千億 百億 十億

　にあたる者で外部に転出した者をいいます。

　（基本給、諸手当、賞与等で定期・臨時に支払われたもの）の総額（所

086 108

　得税、地方税、保険料などを差し引く前の総額であって、いわゆる手取

○　「転出研究者」とは、「【４】研究関係従業者」の「研究者」

千万 百万 十万

①

②

③

①

②

③

④

⑥

⑤

⑦

①

②

③

④

⑥

⑤

⑦



▼ ▼ ▼

▲ ▲ ▲

記入の仕方

○　記入には必ず黒の鉛筆又はシャープペンシルを使用し、間違えた場合は消しゴムできれいに消して書き直してください。

＜　　の記入例＞ ＜数字の記入例＞ ＜文字の記入例＞

ぬりつぶしてくだ 　数字は、１文字ずつ右につめて記入してください。 　文字は、１文字ずつ左につめて記入してください。

ください。 スウェーデン

スウェーテ゛ン

企業の事業の種類（　年度）

千億 百億 十億 億 千万 百万 円 007 十万 万 千 百 十 一 人

　法人番号（13桁）を記入してください

○　記入の際は「調査票記入上の注意」を参照してください。

○　この調査は法人を単位に行っています。このため、連結決算を行っている法人であっても、法人単体分を記入してください。

○　研究実施の有無にかかわらず１面から３面の「【３】研究実施の有無」まで記入し、研究を実施している場合（社外

　へ研究費を支出している場合を含む。）には、更に３面の「【４】研究関係従業者数（３月31日現在）」から７面まで

　記入してください。

○　資本金は６月１日現在、従業者関係事項は３月31日現在、財務関係事項は３月31日又はこの直近の決算日からさかのぼる１年間分

　を記入してください。

【１】企業の現況を記入してください

資本金 (６月１日現在)

001 十兆 兆 千億 百億 十億 億 千万 百万 円

生産品名又は営業種目を売上実績の多いものから順に記入してください

002 003 004 005

総売上高 (　年度) 従業者総数(３月31日現在)

006 十兆 兆

統計局使用欄

１　面

　この調査は、統計法に基づき政府が実施
　する基幹統計調査です。
　秘密の保護には万全を期していますので、
　ありのままを記入してください。

名
称
・
所
在
地

代
表
者

職　名

政府統計コード：

ふりがな

氏　名

記
入
者

部課名

ふりがな

氏　名

電
 
話

  市外局番        局番          番号        　 内線

 　　　    　－　　　     －　　　   　　（　　   　　） 

調査対象者ＩＤ：

パスワード　　：

法
人
番
号

ロ
グ
イ
ン
情
報

05基幹統計調査 令和 年科学技術研究調査

調査票甲（企業Ｂ）

令和　年６月１日現在

秘



技
　
　
　
術
　
　
　
輸
　
　
　
入

相手先企業の国籍名 金　　　　　額 うち親子会社
012

合　　　　　　計　　
013 千億 百億 十万 万 円円 014 千億 百億 十億 億十億 億 千万 百万 十万 万 千万 百万

（国籍名はワク中に１字ずつカナ文字で記入してください）

十万 万 円千億 百億 十億 億 千万 百万千万 百万 十万 万 円 011009
合　　　　　　計　　

010 千億 百億 十億

○　「国際技術交流」とは、外国との間においてパテント、ノウハウや技術指導などの技術の提供、受入れをした場合をいい

　ます。

あ り な し008

『あり』の場合は下欄も記入してください

技
　
　
　
術
　
　
　
輸
　
　
　
出

相手先企業の国籍名

そ の 他

海
　
　
　
外

会 社

250 265

政 府 機 関

249 264

245 260

243 258

う ち 親 子 会 社
242 257

公
　
的
　
機
　
関

237 252
国 ・ 公 立 大 学

うち自己資金から支出した研究費
236 兆

06

千億 百億 十億 千万 百万 十万 万 円

備

考

欄

２　面 ７　面

（名称、所在地、業務などの変更のほか、回答内容に関連のある特記事項を記入してください）

民 間 非 営 利 団 体（国籍名はワク中に１字ずつカナ文字で記入してください）

248 263

大 学

261246
う ち 親 子 会 社

247 262

非 営 利 団 体
244 259

私 立 大 学

255240

241 256
会 社

そ の 他

国・公営、独立行政法人等

239 254
公 営 企 業 ・ 公 庫 等金　　　　　額 うち親子会社

億

238 253

の研究機関

千億 百億 十億 億億 千万 百万 十万 251 兆万 円

【10】社外へ支出した研究費を記入してください

○　支出名目(委託費、賦課金等)のいかんを問わず、社外へ研究費として支出した金額の総額を左欄に記入し、そのうち、

　自己資金から支出した研究費は右欄に記入してください。

総　　　　　額

237～241,243～245,247～250の計

252～256,258～260,262～265の計

支　出　額

【２】国際技術交流の有無を記入してください



→【４】から【10】まで
社内で研究を実施していなくても
貴社が給与等を支給して社外で研究関係業務を行っている出向者がいる場合も含みます
この場合は【７】から【10】まで記入してください

２　社内で研究を実施していないが　社外に研究費を支出している →【９】　【10】

３　研究を実施していない →終了です

○　いわゆる研究のみならず、製品及び生産・製造工程などに関する開発や技術的改善を図るために行われる活動も研究となります。

１　社内で研究を実施している

６　面

③　「技能者」とは、研究者又は研究補助者の指導・監督の下に研究に付随する技術的サービスを行う者をいいます。

④　「研究事務その他の関係者」とは、研究関係業務のうち庶務、会計などの事務に従事する者をいいます。

⑤　「実数」は、研究関係業務に従事する人数を記入し、「実際に研究関係業務に従事した割合であん分した値」は、「実数」に、業務のうち研究関

○　社内で研究を実施している場合には、所属の研究所、研究部、課、室名などを記入してください。

【４】研究関係従業者数（３月31日現在）を記入してください

○　研究関係業務に従事している社外からの出向者も記入の対象としてください。

①　「研究者」とは、大学（短期大学を除く。）の課程を修了した者、又はこれと同等以上の専門的知識を有する者で、特定のテーマをもって研究を

②　「研究補助者」とは、研究者を補佐し、その指導に従って研究関係業務に従事する者をいいます。

　　なお、管理者のうち研究経歴のある者は「研究者」に含めてください。

　係業務に従事した時間の割合を乗じた人数を記入してください。また、研究関係業務に従事する者のうち、「労働者派遣法に基づく派遣労働者」を

　うち数として記入してください。

３　面

取 得 者

　行っている者をいいます。

○　この調査における「研究」とは、事物、機能、現象などについて新知識を得るために、又は既存の知識の新しい活用の道を開く

　・　「専ら研究に従事する者」とは、研究者のうち、研究関係業務に専ら従事する者をいいます。

　・　「研究を兼務する者」とは、研究者のうち、他の業務を兼務する者をいいます。

048 049
研究者のうち博士号

218 235
043 047

研究事務その他の関係者

022 029 036そ の 他

021 028 035 042 046
技 能 者

217 234
民 間 非 営 利 団 体

研 究 補 助 者政 府 機 関
216 233 020 027 034 041 045

十 一 人

大 学
033 040 044 万 千 百215 232

研 究 を 兼 務 す る 者
019 026

会 社

海
　
　
　
外

213 230

025 032 039

う ち 親 子 会 社
214 231

　
研
　
究
　
者

017

専ら研究に従事する者

018

024 031 038

非 営 利 団 体
212 229

万 千 百 十 一 人万 千 百 十 一 人万 千 百 十 一 人万 千 百 十 一 人

030 037
私 立 大 学

うち労働者派遣法に基づく派遣労働者
う　ち　女　性 う　ち　女　性

211 228 総　　　数
017, 020～022の計

024, 027～029の計

031, 034～036の計

038, 041～043の計

016 023

210 227 実　　　　数 実際に研究関係業務に従事
した割合であん分した値

う ち 親 子 会 社

209 226
会 社

208 225
そ の 他

の研究機関

207 224
公 営 企 業 ・ 公 庫 等

国・公営、独立行政法人等 206 223

国 ・ 公 立 大 学
205 222

204 221
地 方 公 共 団 体

公
　
的
　
機
　
関

国
203 220

十万 万 円百億 十億 億 千万 百万百万 十万 万 円 219 兆

うち社内で使用した研究費
202 兆 千億 百億 十億 億 千万

○　収入名目（受託費、補助金、交付金等）のいかんを問わず、社外から研究費として受け入れた金額の総額を左欄に記入し、

　そのうち、社内で使用した研究費は右欄に記入してください。

総　　　　　額

203～209,211～213,215～218の計

220～226,228～230,232～235の計

受　入　額

【３】研究実施の有無を記入してください

***「【３】研究実施の有無」で「２」を選択した場合は、ここから記入してください***

【９】社外から受け入れた研究費を記入してください
　ために行われる創造的な努力及び探求をいいます。

07

千億

①

②

③

④

⑤

⑤



○　「転出研究者」とは、「【４】研究関係従業者」の「研究者」

066 078

博 士 号 取 得 者

博 士 号 取 得 者

080 082転 入 研 究 者 の う ち

079 081新 規 採 用 者 の う ち

そ の 他
104 126065

人文・社会科学部門

転 出 研 究 者 数

067
う ち 親 子 会 社

そ の 他
103 125

薬 学
102 124063

非 営 利 団 体 保
　
　
　
健

医 学 ・ 歯 学
101 123062

大 学 等

そ の 他
100 122

会 社

転 入 研 究 者 数

水 産
099 121060

064

公 的 機 関

061
う ち 親 子 会 社

う ち 薬 学

獣 医 ・ 畜 産
098 120059 077

119058 076

057 075
そ の 他

096 118

繊 維
095 117056 074

農 学

材 料
094 116055 073

保 健

土 木 ・ 建 築
093 115054 072

理 学 航空

電 気 ・ 通 信
092 114053 071

工
　
　
　
学

091 113

工 学

052 070 機械・船舶・

うち自然科学部門

農
　
　
　
学

農 林
097

う ち 歯 学

う ち 医 学

051 069

新 規 採 用 者 数
111百 十 一 人

地 学
089

うち女性
050 万 千 百 十 一 人 068 千

総　　　数

○　出向者も記入の対象としてください。

生 物
088 110

109
　にあたる者で外部に転出した者をいいます。

物 理
086 108

○　転入研究者については、転入前の勤務先を、「調査票記入上

情 報 科 学
085 107　の注意」の「組織分類表」区分に従って、記入してください。

一

106

人

○　新規採用者のうち、自然科学に関する研究を行う部署に配属
一 人 105 千 百 十

　「研究者」にあたる者で外部から加わった者をいいます。 合　　計
084～104の計

106～126の計

総　　　数 うち女性

083 万 千 百 十

○　昨年の４月１日から今年の３月31日までの異動について記入 ○　「専門別内訳」では、「【４】研究関係従業者」の「研究

　してください。 　者」数（017及び024）の内訳を専門的知識別に記入してくだ

　さい。
○　「採用・転入研究者」とは、「【４】研究関係従業者」の

【５】採用・転入・転出研究者数を記入してください 【６】研究者の専門別内訳を記入してください
　　　　　　　　　　　　　　　　　（３月31日現在）

　等の創出又は既存のこれらのものの改良をねらいとする研究をいいます。

③　開発研究

　　基礎研究、応用研究及び実際の経験から得た知識を活用し、付加的な

　知識を創出して、新しい製品、サービス、システム、装置、材料、工程

②　応用研究

　　特定の目標を定めて実用化の可能性を確かめる研究や、既に実用化さ144
開 発 研 究 費

　ため又は現象や観察可能な事実に関して新しい知識を得るために行われ

143
応 用 研 究 費

①　基礎研究

142 　　特別な応用、用途を直接に考慮することなく、仮説や理論を形成する
基 礎 研 究 費

　分類の一般的定義は以下のとおりです。億 千万 百万 十万 万 円

⑦　「有形固定資産の減価償却費」とは、研究のために使用された建物、
減価償却費 　構築物、船舶、機械、車両などの有形固定資産に対する減価償却費をい

　います。

○　「【７】社内で使用した研究費」の「総額」のうち理学、工学、農学、保健の自然科学に関する研究費を性格によって分類し記

　入してください。分類単位は原則として研究テーマごとに行いますが、それが困難な場合には、研究者又は研究室ごとに分類して

　　ち、労働者派遣法に従って人材派遣会社から派遣されている者に係る

　　費用

140
有形固定資産の

【８】理学、工学、農学、保健の性格別研究費を記入してください

⑥　「その他の経費」とは、研究のために要した図書費、光熱水道費、消

　耗品費等を含めた総額をいいます。
139うち派遣労働者に

関する費用
　・　うち派遣労働者に関する費用－研究関係業務に従事している者のう

138
そ の 他 の 経 費

　をいいます。土地、建物の貸借、短期間のレンタル、チャーター等は含

　みません。

⑤　「リース料」とは、研究のためにリース契約に基づいて支払った金額
137

リ ー ス 料

購入費 　・　うちソフトウェア－１年以上にわたって使用される取得価額が10万

136 　　円以上のソフトウェア
うちソフトウェア

　の購入費をいいます。

定資産 ④　「無形固定資産の購入費」とは、研究に必要なすべての無形固定資産
135無形固定資産の

　・　その他の有形固定資産－建設仮勘定、固定資産として扱われる動植など
　　物

その他の有形固 134

　・　機械・器具・装置など－耐用年数１年以上でかつ取得価額が10万円

機械･器具･装置 133 　　以上の機械、装置、車両、その他の運搬具、工具、器具及び備品

③　「有形固定資産の購入費」とは、研究に必要なすべての有形固定資産

　の購入費をいいます。
132 　・　建物など－建物（附属設備を含む｡）、構築物、船舶、航空機

131
土 地

購入費 　助材料費、部分品費、試作品費などを含めた総額をいいます。

　も「人件費」に含めてください。

130有形固定資産の ②　「原材料費」とは、研究のために要した主要原料費、主要材料費、補

原 材 料 費

　り額ではない。）のほか、退職金、社会保険料などを含めたもののうち、

　研究のために要したものをいいます。

129 　　給与等を支給している社外への出向者がいる場合は、その者の給与等

　（基本給、諸手当、賞与等で定期・臨時に支払われたもの）の総額（所

　得税、地方税、保険料などを差し引く前の総額であって、いわゆる手取
128

人 件 費

万 円 ①　「人件費」とは、研究関係の従事者に対して１年間に支払った給与等

【７】社内で使用した研究費を記入してください

○　自己資金、社外から受け入れた資金を問わず社内で使用した研究費の１年間分を記入してください。

　　なお、研究部門と他の部門とに分けて算出することが困難な場合には、あん分した金額を記入してください。

百万 十万

08 

　　研究費に関しては、経理上研究費の項目として計上されていない場合でも、研究のために使用した経費を
　分離して記入してください。
　　また、現物収入又は現物支出の場合には、時価に評価して含めて記入してください。

４　面 ５　面

　れている方法に関して新たな応用方法を探索する研究をいいます。

　る理論的又は実験的研究をいいます。

総　　　額
（142～144の計）

141

　も差し支えありません。

兆 千億 百億 十億

自
　
然
　
科
　
学
　
部
　
門

建 物 な どそ の 他
090 112

理
　
　
　
学

数 学

化 学
087

億 千万
総　　　　額

(128～130, 135,137,138の計)

127 兆 千億 百億 十億

　された者は、研究内容別に記入してください。
084

①

②

③

①

②

③

④

⑥

⑤

⑦

①

②

③

④

⑥

⑤

⑦



▼ ▼ ▼

▲ ▲ ▲

記入の仕方

○　記入には必ず黒の鉛筆又はシャープペンシルを使用し、間違えた場合は消しゴムできれいに消して書き直してください。

＜　　の記入例＞ ＜数字の記入例＞

ぬりつぶしてくだ 　数字は、１文字ずつ右につめて記入してください。

ください。

８　面 １　面

統計局使用欄

【４】主な事業及び研究の内容を記入してください（　年度の事業及び研究の内容をわかりやすく記入してください）

304

（名称、所在地、業務などの変更のほか、回答内容に関連のある特記事項を記入してください）

備

考

欄

万 円百億 十億 億 千万 百万 十万一 人 303 十兆 兆 千億302 十万 万 千 百 十

【２】従業者総数（３月31日現在）を記入してください 【３】支出総額を記入してください

この場合【７】から【９】までは記入不要です

２　内部で研究を実施していないが　外部に研究費を支出している →【13】　【14】

３　研究を実施していない →終了です

そ の 他

１　内部で研究を実施している →【２】から【14】まで
内部で研究を実施していなくても
貴法人が給与等を支給して外部で研究関係業務を行っている出向者がいる場合も含みます

301

532519

民 間 非 営 利 団 体

政 府 機 関

○　従業者関係事項は３月31日現在、財務関係事項は３月31日又はこの直近の決算日からさかのぼる１年間分を記入してください。

518 531

【１】研究実施の有無を記入してください

○　研究を実施していない場合でも「【１】研究実施の有無」を記入してください。

516 529

517 530
海
　
　
　
外

515 528
会 社

大 学

514 527

私 立 大 学

非 営 利 団 体

513 526

会 社
512 525

そ の 他
511 524

510 523
公 営 企 業 ・ 公 庫 等

の研究機関

国・公営、独立行政法人等

うち自己資金から支出した研究費

509 522

円 520

公
　
的
　
機
　
関

508 521
国 ・ 公 立 大 学

総　　　　　額

（508～519の計、521～532の計）

支　出　額

507 兆 千億 百億 十億 億

09基幹統計調査 令和 年科学技術研究調査

【14】外部へ支出した研究費を記入してください
　この調査は、統計法に基づき政府が実施
　する基幹統計調査です。
　秘密の保護には万全を期していますので、
　ありのままを記入してください。

調査票乙（非営利団体・公的機関）

○　支出名目(委託費、賦課金等)のいかんを問わず、外部へ研究費として支出した金額の総額を左欄に記入し、そのうち、 令和　年６月１日現在
　自己資金から支出した研究費は右欄に記入してください。

百万 十万 万 円兆 千億 百億 十億 億 千万千万 百万 十万 万

○　記入の際は「調査票記入上の注意」を参照してください。

名
称
・
所
在
地

代
表
者

職　名

ふりがな

氏　名

記
入
者

部課名

ふりがな

氏　名

電
 
話

  市外局番        局番          番号        　 内線

 　　　    　－　　　     －　　　   　　（　　   　　） 

法
人
番
号

ロ
グ
イ
ン
情
報

政府統計コード：

調査対象者ＩＤ：

パスワード　　：

指定なし
　法人番号（13桁）を記入してください　

秘



***「【１】研究実施の有無」で「２」を選択した場合は、ここから記入してください***

506

２　面 ７　面

う ち 40 歳 未 満
342 344

寄 附 金
503

505

兆 千億 百億 十億 億 千万千万 百万 十万 万 円 504

502

任 期 無 し 研 究 者
341 343

受　入　額 うち内部で使用した研究費

共 同 研 究 費

円501 兆 千億 百億 十億 億 百万 十万

339 340

484 499

研究者のうち博士号

民 間 非 営 利 団 体

取得者

485 500
そ の 他

会社から受け入れた研究費の名目
万

受 託 研 究 費

研究事務その他の関係者

313 320 327 334 338

497
大 学

483 498
政 府 機 関

※　国内の会社から受け入れた研究費に以下の名目が含まれている場合には、該当する金額を記入してください。

海
　
　
　
外

481

482

496

技 能 者

会 社

312 319 326 333 337

研 究 補 助 者

万 千 百 十 一 人

311 318 325 332 336

非 営 利 団 体
480 495千 百

研 究 を 兼 務 す る 者
310 317 324 331 335

そ の 他

会 社 ※

479
私 立 大 学

329

477

一 人一 人 万

492

専ら研究に従事する者

309 316 323 330

478

　
研
　
究
　
者

308 315 322

476 491
公 営 企 業 ・ 公 庫 等

十一 人 万 千 百 十一 人 万 千 百 十

493

494

○　研究関係業務に従事している外部からの出向者も記入の対象としてください。

公
　
的
　
機
　
関

国
472 487

の研究機関

【７】研究関係従業者数（３月31日現在）を記入してください

473 488
地 方 公 共 団 体

総　　　数
308, 311～313の計

315, 318～320の計

322, 325～327の計

329, 332～334の計

307 314 321 328

万 千 百 十

うち労働者派遣法に基づく派遣労働者

う　ち　女　性 う　ち　女　性

実　　　　数 実際に研究関係業務に従事
した割合であん分した値

国 ・ 公 立 大 学

475 490国・公営、独立行政法人等

円

うち主なもの

兆 千億 百億 十億 億 千万千万 百万 十万 万

該 当 区 分

○　収入名目（受託費、補助金、交付金等）のいかんを問わず、外部から研究費として受け入れた金額の総額を左欄に記入し、

薬
学

歯
学
・

医
学
・

そ
の
他

　そのうち、内部で使用した研究費は右欄に記入してください。

工
　
学

農
　
学

教
育
学

そ
の
他

学 問 別 区 分
8 9

円 486
総　　　　　額

（472～485の計、487～500の計）

受　入　額

474 489

6 7 保　健 10 11

文
　
学

経
済
学

社
会
学

社
会
科
学

人
文
・

そ
の
他
の

理
　
学

306 1 2 3 4 5

10 

【６】研究内容の学問別区分について該当するすべてを選んでください

（学問別区分が２つ以上の項目にわたる場合は、そのうち主なものを１つ選んでください）

【13】外部から受け入れた研究費を記入してください
名　　　　称　　 所　　　在　　　地

十億 億 万

うち内部で使用した研究費
471 兆 千億 百億 百万 十万

【５】支所・分場の名称及び所在地を記入してください

305

①

②

③

④

⑤

⑥

⑤



６　面 ３　面

博士号取得者

375転入研究者のうち

バイオテクノロジー分野

Ａ Ｉ 分 野 量 子 技 術 分 野

博士号取得者

新規採用者のうち 374

千万 百万 十万 万 円 470

466 469

467 兆 千億 百億 十億 億千万 百万 十万 万 円 468465 兆 千億 百億 十億 億

○　「【10】内部で使用した研究費」の「総額」のうち、下記の分野に関する研究を行っている場合には、それぞれの研究費を記入

　してください。下記３分野間で重複がある場合には、それぞれの分野に研究費を記入し、「他の２分野との重複有」欄を塗りつぶ

　してください。

分　　　野 研 究 費
他の２分野
との重複有 分　　　野 研 究 費

　　　　 各分野の内容については、「調査票記入上の注意」を参照してください。

他の２分野
との重複有

　　　※ これらは、戦略的に取り組むべき基盤技術として、政府内で位置付けているものです。

海 洋 開 発 分 野物 質 ・ 材 料 分 野
452 460 456 464

463
宇 宙 開 発 分 野

451 459 455
環 境 分 野

万 円 457

450 458 454
情 報 通 信 分 野

千万 百万 十万 万 円

エ ネ ル ギ ー 分 野

百 十 一 人

理 学
347

十億 億千万 百万 十万

　してください。下記８分野間で重複がある場合には、それぞれの分野に研究費を記入し、「他の７分野との重複有」欄を塗りつぶ

分　　　野 研 究 費
他の７分野
との重複有 分　　　野 研 究 費

　　　※ 各分野の内容については、「調査票記入上の注意」を参照してください。

449 兆 千億 百億 十億 億

③　開発研究

　　基礎研究、応用研究及び実際の経験から得た知識を活用し、付加的な

　知識を創出して、新しい製品、サービス、システム、装置、材料、工程

　等の創出又は既存のこれらのものの改良をねらいとする研究をいいます。

○　「【10】内部で使用した研究費」の「総額」のうち、下記の分野に関する研究を行っている場合には、それぞれの研究費を記入

【12】特定目的別研究費を記入してください

うち自然科学部門
346 362

他の７分野
との重複有

　してください。

461453 兆 千億 百億

462

ライフサイエンス分野 ナノテクノロジー分野

基 礎 研 究 費
446 　　特別な応用、用途を直接に考慮することなく、仮説や理論を形成する

　れている方法に関して新たな応用方法を探索する研究をいいます。開 発 研 究 費
448 　　特定の目標を定めて実用化の可能性を確かめる研究や、既に実用化さ

○　新規採用者のうち、自然科学に関する研究を行う部署に配属された者は、研究内容別に記入してください。

②　応用研究

総　　　額
（446～448の計）

445 兆 千億 百億 十億 億 千万 百万

応 用 研 究 費

○　「転出研究者」とは、「【７】研究関係従業者」の「研究者」にあたる者で外部に転出した者をいいます。　ため又は現象や観察可能な事実に関して新しい知識を得るために行われ

　る理論的又は実験的研究をいいます。447 ○　出向者も記入の対象としてください。

　入してください。分類単位は原則として研究テーマごとに行いますが、それが困難な場合には、研究者又は研究室ごとに分類して
○　「採用・転入研究者」とは、「【７】研究関係従業者」の「研究者」にあたる者で外部から加わった者をいいます。

　も差し支えありません。

○　転入研究者については、転入前の勤務先を、「調査票記入上の注意」の「組織分類表」区分に従って、記入してください。①　基礎研究

11

十万 万 円 　分類の一般的定義は以下のとおりです。

【11】理学、工学、農学、保健の性格別研究費を記入してください 【８】採用・転入・転出研究者数を記入してください

○　「【10】内部で使用した研究費」の「総額」のうち理学、工学、農学、保健の自然科学に関する研究費を性格によって分類し記 ○　昨年の４月１日から今年の３月31日までの異動について記入してください。

総　　　数 うち女性

新 規 採 用 者 数
345 万 千 百 十 一 人 361 千 百 十 一 人

転 入 研 究 者 数
354 万 千 百 十 一 人 370 千363

工 学
348 364

会 社
355

農 学
349

保 健
350 366

公 的 機 関
357

365
非 営 利 団 体

356

う ち 医 学
351 367

大 学 等
358

う ち 歯 学
352 368

そ の 他
359

①　「研究者」とは、大学（短期大学を除く。）の課程を修了した者、又はこれと同等以上の専門的知識を有する者で、特定のテーマをもって研究を

　行っている者をいいます。

②　「研究補助者」とは、研究者を補佐し、その指導に従って研究関係業務に従事する者をいいます。

③　「技能者」とは、研究者又は研究補助者の指導・監督の下に研究に付随する技術的サービスを行う者をいいます。

④　「研究事務その他の関係者」とは、研究関係業務のうち庶務、会計などの事務に従事する者をいいます。

　　なお、管理者のうち研究経歴のある者は「研究者」に含めてください。

⑤　「実数」は、研究関係業務に従事する人数を記入し、「実際に研究関係業務に従事した割合であん分した値」は、「実数」に、業務のうち研究関

　係業務に従事した時間の割合を乗じた人数を記入してください。また、研究関係業務に従事する者のうち、「労働者派遣法に基づく派遣労働者」を

　うち数として記入してください。

⑥　「任期無し研究者」とは、「研究関係従業者」の「研究者」にあたる者のうち、雇用契約期間の定めがない者（定年までの場合を含む。）をいい

　ます。

＜研究関係従業者数について＞

372

373

　・　「専ら研究に従事する者」とは、研究者のうち、研究関係業務に専ら従事する者をいいます。

　・　「研究を兼務する者」とは、研究者のうち、他の業務を兼務する者をいいます。

う ち 薬 学
353 369

転 出 研 究 者 数
360 371

①

②

③



リ ー ス 料

人

十万 万 円

417百 十 一 人

②　「原材料費」とは、研究のために要した主要原料費、主要材料費、補助材料費、部分品費、試作品費などを含めた総額をいいます。

　　給与等を支給している外部への出向者がいる場合は、その者の給与等も「人件費」に含めてください。

　地方税、保険料などを差し引く前の総額であって、いわゆる手取り額ではない。）のほか、退職金、社会保険料などを含めたもののうち、研究のた

　めに要したものをいいます。

①　「人件費」とは、研究関係の従事者に対して１年間に支払った給与等（基本給、諸手当、賞与等で定期・臨時に支払われたもの）の総額（所得税、

428

③　「有形固定資産の購入費」とは、研究に必要なすべての有形固定資産の購入費をいいます。

そ
の
他
の
部
門

心 理 学

402

　・　うちソフトウェア－１年以上にわたって使用される取得価額が10万円以上のソフトウェア

⑤　「リース料」とは、研究のためにリース契約に基づいて支払った金額をいいます。土地、建物の貸借、短期間のレンタル、チャーター等は含みま

　せん。

そ の 他
403

430

⑥　「その他の経費」とは、研究のために要した図書費、光熱水道費、消耗品費等を含めた総額をいいます。

429

　・　うち派遣労働者に関する費用－研究関係業務に従事している者のうち、労働者派遣法に従って人材派遣会社から派遣されている者に係る費用

４　面 ５　面

　・　建物など－建物（附属設備を含む。）、構築物、船舶、航空機（ 教 育 学 な ど ）

　・　機械・器具・装置など－耐用年数１年以上でかつ取得価額が10万円以上の機械、装置、車両、その他の運搬具、工具、器具及び備品

　・　その他の有形固定資産－建設仮勘定、固定資産として扱われる動植物

④　「無形固定資産の購入費」とは、研究に必要なすべての無形固定資産の購入費をいいます。

431

416

薬 学

400

そ の 他

401

そ の 他

388

444うち派遣労働者に
関する費用

地 学

427

保
　
　
　
健

医学・歯学

399415387
443

そ の 他 の 経 費

414

そ の 他

426 442

生 物

386

うちソフトウェア

398

425
441

水 産

397413

化 学

385

440無形固定資産の
購入費

424 定資産396412

獣医・畜産物 理

384

439
など

その他の有形固

423

農 林

395411

農
　
　
　
学

機械･器具･装置 438

情 報 科 学

383

建 物 な ど
422 437410

そ の 他

394382

自
　
然
　
科
　
学
　
部
　
門

理
　
　
　
学

数 学

436
土 地

421

繊 維

393409

そ の 他

381

435有形固定資産の
購入費

材 料

392408

社 会 学

380
434

原 材 料 費

千億 百億 十億 億 千万 百万
総　　　　　額

(433～435, 440,442,443の計)

人 件 費419391407

420

万 千

社
　
会
　
科
　
学

商学・経済

379

土木・建築

432 兆418

電気・通信

390

機械・船舶・

433

千 百 十 一 ○　自己資金、外部から受け入れた資金を問わず内部で使用した研究費の１年間分を記入してください。

そ の 他

378

　　なお、研究部門と他の部門とに分けて算出することが困難な場合には、あん分した金額を記入してください。
航空

406

389

人
文
・
社
会
科
学
部
門

人
文
科
学

文 学

377

人

【10】内部で使用した研究費を記入してください
人 404 千 百 十 一376 万 千 百 十 一

405

自
　
然
　
科
　
学
　
部
　
門
　
（

続
き
）

工
　
学

12 

【９】研究者の専門別内訳を記入してください（３月31日現在）
　　研究費に関しては、経理上研究費の項目として計上されていない場合でも、研究のために使用した経費を
　分離して記入してください。
　　また、現物収入又は現物支出の場合には、時価に評価して含めて記入してください。

○　「専門別内訳」では、「【７】研究関係従業者」の「研究者」数（308及び315）の内訳を専門的知識別に記入してください。

合　　計
377～403の計

405～431の計

総　　　数 うち女性

①

②

③

④

⑥

⑤

①

②

③

④

⑥

⑤



▼ ▼ ▼

▲ ▲ ▲

億

名
称
・
所
在
地

代
表
者

職　名

ふりがな

氏　名

記
入
者

部課名

ふりがな

氏　名

電
 
話

  市外局番        局番          番号        　 内線

 　　　    　－　　　     －　　　   　　（　　   　　） 

うち自己資金から支出した研究費
736 兆 千億 百億 十億 億

13基幹統計調査 令和 年科学技術研究調査

　この調査は、統計法に基づき政府が実施
　する基幹統計調査です。
　秘密の保護には万全を期していますので、
　ありのままを記入してください。

調査票丙（大学等）

令和　年６月１日現在

百万 十万 万 円千万千万 百万 十万 万 円 749

【12】外部へ支出した研究費を記入してください

○　記入には必ず黒の鉛筆又はシャープペンシルを使用し、間違えた場合は消しゴムできれいに消して書き直してください。
兆 千億 百億 十億

国 ・ 公 立 大 学

総　　　　　額

737～748の計

750～761の計

支　出　額

公
　
的
　
機
　
関

737 750

738 751

の研究機関

739 752

国・公営、独立行政法人等

740 753
そ の 他

公 営 企 業 ・ 公 庫 等

741 754

私 立 大 学
742 755

会 社

743 756

海
　
　
　
外

744 757

非 営 利 団 体

745 758
大 学

会 社

○　記入の際は「調査票記入上の注意」を参照してください。

746 759

民 間 非 営 利 団 体
○　この調査は、大学の各学部、短期大学、高等専門学校、大学附置の研究所等について行います。747 760

　　なお、大学院については、各研究科をそれぞれ対応する学部に含めてください。ただし、大学院のみを置く大学については、研究科

政 府 機 関

　ごとに記入してください。

そ の 他

748 761

6

大学等の種類
　
　
学
部

大
学
の

短
期
大
学

　
　
学
校

高
等
専
門

　
研
究
所

大
学
附
置

利
用
機
関

大
学
共
同

そ

の

他

○　従業者関係事項は３月31日現在、財務関係事項は３月31日又はこの直近の決算日からさかのぼる１年間分を記入してください。

【１】大学等の種類を選んでください

501 1 2 3 4 5

○　医学部については、附属病院も含めてください。

８　面 １　面

統計局使用欄

【２】分校・分場の名称及び所在地を記入してください

502 名　　　　称　　 所　　　在　　　地

該 当 区 分

備

考

欄

記入の仕方

＜　　の記入例＞

（名称、所在地、業務などの変更のほか、回答内容に関連のある特記事項を記入してください）

＜数字の記入例＞

ぬりつぶしてくだ 　数字は、１文字ずつ右につめて記入してください。

ください。

○　支出名目(委託費、賦課金等)のいかんを問わず、外部へ研究費として支出した金額の総額を左欄に記入し、そのうち、

　自己資金から支出した研究費は右欄に記入してください。

ロ
グ
イ
ン
情
報

政府統計コード：法
人
番
号

　法人番号（13桁）を記入してください
指定なし

調査対象者ＩＤ：

パスワード　　：

秘
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【３】研究内容の学問別区分について該当するすべてを選んでください 【11】外部から受け入れた研究費を記入してください

文
　
学

法
　
学

経
済
学

社
会
科
学

人
文
・

そ
の
他
の

理
　
学

（学問別区分が２つ以上の項目にわたる場合は、そのうち主なものを１つ選んでください）
○　収入名目（受託費、科学研究費、補助金、交付金等）のいかんを問わず、外部から研究費として受け入れた金額の総額を左欄に

503 1 2 3 4 5 6 7

円 715

総　　　　　額

701～714の計

716～729の計

受　入　額 うち内部で使用した研究費
700

該 当 区 分

学 問 別 区 分
8 9
薬
学

歯
学
・

医
学
・

そ
の
他

百万 十万 万 円兆 千億 百億 十億 億 千万千万 百万 十万 万兆 千億 百億 十億 億

工
　
学

農
　
学

家
政
学

教
育
学

そ
の
他

保　健 10

公
　
的
　
機
　
関う　ち　女　性 う　ち　女　性

万 千

702

704

百 十 一 人 706

701

11 12
　記入し、そのうち、内部で使用した研究費は右欄に記入してください。

【４】従業者数（３月31日現在）を記入してください
703 718

国 ・ 公 立 大 学

地 方 公 共 団 体

○　研究関係業務に従事している外部からの出向者も記入の対象としてください。

717

うち主なもの
716

国

実　　　　数
の研究機関うち労働者派遣法に基づく派遣労働者

719国・公営、独立行政法人等

万 千 百 十 一 人

研究関係従業者数の合計
505, 510～513の計

515, 520～523の計

525～527の計

529～531の計

504 514 524 528
705 720

公 営 企 業 ・ 公 庫 等

721百 十 一 人 万 千百 十 一 人 万 千

研
　
　
究
　
　
者

本
　
　
務
　
　
者

505 515
会 社 ※

教員及びその他の研究員で派遣労働者に該当する

者は研究者の本務者には含めず、兼務者（学外から

の研究者）の実数に含めて下さい。

707

会 社
710

政 府 機 関

そ の 他

教 員
506 516 708

722

私 立 大 学
723

大学院博士課程の
在 籍 者

507 517 709 724

509 519 711 726

医 局 員
508 518

海
　
　
　
外

非 営 利 団 体

その他の研究員

725

兼　 　務　　 者
（学外からの研究者）

510 520 712 727

大 学

728
研 究 補 助 者

511 521
民 間 非 営 利 団 体

525 529 713

729
技 能 者

512 522
そ の 他

526 530 714

527 531
研究事務その他の関係者

513 523

532 533 うち内部で使用した研究費
本務者のうち博士号取得者

※　国内の会社から受け入れた研究費に以下の名目が含まれている場合には、該当する金額を記入してください。

会社から受け入れた研究費の名目 受　入　額
円百億 十億 億 千万 百万 十万十万 万 円 733 兆 千億千億 百億 十億 億 千万 百万

共 同 研 究 費
730

任 期 無 し 研 究 者
534 536

受 託 研 究 費
731

万兆

う ち 40 歳 未 満
535 537

寄 附 金
732

734

735

538 539

その他の研究員のうち
雇用関係を有する者

540 541

大学院博士課程の在籍者のうち
雇用関係を有する者

２　面

従業者

542研究以外の業務に従事する

７　面

⑨

⑥

⑤

④

③

②

①

⑦

⑧



○　昨年の４月１日から今年の３月31日までの異動について記入してください。
　入してください。分類単位は原則として研究テーマごとに行いますが、それが困難な場合には、研究者又は研究室ごとに分類して

○　「採用・転入研究者」とは、「【４】従業者」の「教員」、「医局員」及び「その他の研究員」にあたる者で外部から加わった　も差し支えありません。

○　新規採用者のうち、自然科学に関する研究を行う部署に配属された者は、研究内容別に記入してください。
総　　　額
（675～677の計）

674 兆 千億

15

【９】理学、工学、農学、保健の性格別研究費を記入してください
【５】採用・転入・転出研究者数を記入してください

万 円 　分類の一般的定義は以下のとおりです。百億 十億 億 千万 百万 十万

○　「【８】内部で使用した研究費」の「総額」のうち理学、工学、農学、保健の自然科学に関する研究費を性格によって分類し記

○　「転出研究者」とは、「【４】従業者」の「教員」、「医局員」及び「その他の研究員」にあたる者で外部に転出した者をいい

　ため又は現象や観察可能な事実に関して新しい知識を得るために行われ

　る理論的又は実験的研究をいいます。676

○　出向者も記入の対象としてください。

応 用 研 究 費

基 礎 研 究 費 ○　転入研究者については、転入前の勤務先を、「調査票記入上の注意」の「組織分類表」区分に従って記入してください。

①　基礎研究

　れている方法に関して新たな応用方法を探索する研究をいいます。

新 規 採 用 者 数
543 万

675 　　特別な応用、用途を直接に考慮することなく、仮説や理論を形成する

開 発 研 究 費

総　　　数

677 　　特定の目標を定めて実用化の可能性を確かめる研究や、既に実用化さ

②　応用研究

③　開発研究

　　基礎研究、応用研究及び実際の経験から得た知識を活用し、付加的な

うち自然科学部門

人千 百 十 一 人 559
うち女性

千 百 十
　知識を創出して、新しい製品、サービス、システム、装置、材料、工程

　等の創出又は既存のこれらのものの改良をねらいとする研究をいいます。

544 560

一

【10】特定目的別研究費を記入してください 百 十 一 人

理 学
545 561 百 十 一 人 568 千

転 入 研 究 者 数
552 万 千

562
○　「【８】内部で使用した研究費」の「総額」のうち、下記の分野に関する研究を行っている場合には、それぞれの研究費を記入

農 学
547 563

会 社
553

　してください。

工 学
546

　してください。下記８分野間で重複がある場合には、それぞれの分野に研究費を記入し、「他の７分野との重複有」欄を塗りつぶ

保 健
548 564

非 営 利 団 体
554

　　　※ 各分野の内容については、「調査票記入上の注意」を参照してください。

う ち 医 学
549 565

公 的 機 関
555

分　　　野 研 究 費
他の７分野
との重複有 分　　　野 研 究 費

他の７分野
との重複有

う ち 歯 学
550 566

そ の 他

690
大 学 等

556

557

ライフサイエンス分野 ナノテクノロジー分野

億 千万 百万 十万 万 円686 682 兆 千億 百億 十億億 千万 百万 十万 万 円678 兆 千億 百億 十億

679 687 683 691

558 569
う ち 薬 学

551 567
転 出 研 究 者 数

680 688 684 692
環 境 分 野

エ ネ ル ギ ー 分 野情 報 通 信 分 野

685
海 洋 開 発 分 野

宇 宙 開 発 分 野

②　「研究補助者」とは、研究者を補佐し、その指導に従って研究関係業務に従事する者をいいます。

　してください。下記３分野間で重複がある場合には、それぞれの分野に研究費を記入し、「他の２分野との重複有」欄を塗りつぶ

　　教育に従事している医者をいいます。

　・　「その他の研究員」とは、「教員」、「医局員」及び「大学院博士課程の在籍者」以外の者で、大学（短期大学を除く）の課程を修了した者又

　してください。

　　はこれと同等以上の専門的知識を有し、特定のテーマをもって研究を行っている者をいいます。

　　　※ これらは、戦略的に取り組むべき基盤技術として、政府内で位置付けているものです。

　・　「兼務者」とは、外部に本務をもつ研究者をいいます。ただし、講義専門の非常勤教職員は、「研究以外の業務に従事する従業者」に含めてく

＜従業者数について＞

①　「研究者」とは、「教員」、「医局員」、「その他の研究員」、「大学院博士課程の在籍者」のいずれかに該当する者をいいます。

　・　「教員」とは、教授、准教授、助教及び講師をいいます。

○　「【８】内部で使用した研究費」の「総額」のうち、下記の分野に関する研究を行っている場合には、それぞれの研究費を記入

　・　「医局員」とは、「教員」及び「大学院博士課程の在籍者」以外の者で、医学部等に所属し、大学附属病院及び関連施設において診療、研究、

693
物 質 ・ 材 料 分 野

681 689

十億 億千万 百万 十万 万 円 697694 兆 千億 百億 十億 億

　　　　 各分野の内容については、「調査票記入上の注意」を参照してください。

　　ださい。分　　　野 研 究 費
他の２分野
との重複有 分　　　野 研 究 費

他の２分野
との重複有

④　「研究事務その他の関係者」とは、研究関係業務のうち庶務、会計などの事務に従事する者をいいます。

③　「技能者」とは、研究者又は研究補助者の指導・監督の下に研究に付随する技術的サービスを行う者をいいます。

Ａ Ｉ 分 野 量 子 技 術 分 野

千万 百万 十万 万 円 699696 兆 千億 百億

⑦　「大学院博士課程の在籍者のうち雇用関係を有する者」とは、リサーチアシスタントなどとして、研究関係業務を行う者として雇用契約を結んで

　いる者をいいます。

⑧　「その他の研究員のうち雇用関係を有する者」とは、任期の有無にかかわらず、研究関係業務を行う者として雇用契約を結んでいる者をいいます。

⑨　「研究以外の業務に従事する従業者」とは、主として教育業務又は診療業務に関する技術者、庶務・会計等の事務者、用務員などをいいます。

　なお、管理者のうち研究経歴のある者は「研究者」に含めてください。

６　面 ３　面

⑤　「本務者のうち博士号取得者」には、「大学院博士課程の在籍者」は含めません。

⑥　「任期無し研究者」とは、「従業者」の「教員」又は「その他の研究員」にあたる者のうち、雇用契約期間の定めがない者（定年までの場合を含

　む。）をいいます。

695 698

　　ただし、この従事者が各学部に関係している場合には、それらの学部数で等分して記入してください。

バイオテクノロジー分野

　者をいいます。

　ます。

①

②

③
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【６】研究本務者の専門別内訳を記入してください（３月31日現在）
【７】支出総額を記入してください

○　「専門別内訳」では、「【４】従業者」の「本務者」数（505及び515）の内訳を専門的知識別に記入してください。
○　研究業務、教育業務などのいかんを問わず、貴学（所）（大学については各学部）全体の支出総額を記入してください。

十兆 兆 千億
一 人 615 千 百 十

　　なお、大学における本部経費及び学部に属さない図書館の経費は、各学部にあん分して記入してください。
合　　計

571～614の計

616～659の計

総　　　数 うち女性
570 万 千 百 十

人
 
文
 
・
 
社
 
会
 
科
 
学
 
部
 
門

人
　
文
　
科
　
学

文 学

万 円百億 十億 億 千万 百万 十万
一 人

660

【８】内部で使用した研究費を記入してください

　 研究費に関しては、経理上研究費の項目として計上されていない場合でも、研究のために使用した経費を
 分離して記入してください。
　 また、現物収入又は現物支出の場合には、時価に評価して含めて記入してください。

　　なお、研究部門と他の部門とに分けて算出することが困難な場合には、あん分した金額を記入してください。

571 616

自
　
然
　
科
　
学
　
部
　
門
　
（

続
　
き
）

工
　
　
学
　
（

続
き
）

材 料

繊 維

一 人一 人 637 千 百 十592 万 千

哲 学
573 618

593 638
史 学

572 617

そ の 他
574 619

経 営 工 学
595

航 空
594 639

社
　
会
　
科
　
学

法学・政治
575 620

640

商学・経済
576 621

農
　
　
　
学

そ の 他
596 641

○　自己資金、外部から受け入れた資金を問わず内部で使用した研究費の１年間分を記入してください。

円 ①　「人件費」とは、研究関係の従事者に対して１年間に支払った給与等百万 十万 万千万農 学
597 642

総　　　　額
(662～664, 669,671,672の計)

661

662
622

農 芸 化 学
人 件 費

兆 千億 百億 十億 億

　り額ではない。）のほか、退職金、社会保険料などを含めたものをいい

　ます。

そ の 他
578 623

　も「人件費」に含めてください。
664有形固定資産の

社 会 学
577 598 643

579 624
農 業 経 済

600

農 業 工 学
599 644

②　「原材料費」とは、研究のために要した主要原料費、主要材料費、補購入費

　助材料費、部分品費、試作品費などを含めた総額をいいます。

自
 
然
 
科
 
学
 
部
 
門

理
　
　
　
学

数 学
645

林 学

　の購入費をいいます。666

　・　建物など－建物（附属設備を含む｡）、構築物、船舶、航空機
建 物 な ど

③　「有形固定資産の購入費」とは、研究に必要なすべての有形固定資産
土 地情 報 科 学

580 625

　　物

　・　その他の有形固定資産－建設仮勘定、固定資産として扱われる動植
など

665

機械･器具･装置

生 物

602 647

601 646

物 理
581 626

林 産

④　「無形固定資産の購入費」とは、研究に必要なすべての無形固定資産

603 648
　・　機械・器具・装置など－耐用年数１年以上でかつ取得価額が10万円

化 学
582 627

獣医・畜産

667
　　以上の機械、装置、車両、その他の運搬具、工具、器具及び備品

定資産

その他の有形固 668

649
669無形固定資産の

604

地 学
584 629

　の購入費をいいます。購入費

　・　うちソフトウェア－１年以上にわたって使用される取得価額が10万

583 628
水 産

　　円以上のソフトウェアうちソフトウェアそ の 他
605 650

670

そ の 他
585 630

保
　
　
　
健

土木・建築
588 633

医 学
606 651

リ ー ス 料
671

　みません。672
そ の 他 の 経 費

　をいいます。土地、建物の貸借、短期間のレンタル、チャーター等は含

607 652

　耗品費等を含めた総額をいいます。673うち派遣労働者に
関する費用 　・　うち派遣労働者に関する費用－研究関係業務に従事している者のう

⑤　「リース料」とは、研究のためにリース契約に基づいて支払った金額

　　費用

653

　　ち、労働者派遣法に従って人材派遣会社から派遣されている者に係る

⑥　「その他の経費」とは、研究のために要した図書費、光熱水道費、消

工
　
　
　
学

機械・船舶
586 631

歯 学

電気・通信
587 632

薬 学
608

応 用 化 学
589 634

そ の 他
610

看 護
609 654

655

656
心 理 学

611635

そ
の
他
の
部
門

教 育
613 658

原 子 力
591 636

応 用 理 学
590

原 材 料 費

百 十

家 政
612 657

５　面４　面

芸 術 ・
そ の 他

614 659

　　ただし、研究以外の業務に従事する従業者の分は含めません。663
　　給与等を支給している学外への出向者がいる場合は、その者の給与等

　（基本給、諸手当、賞与等で定期・臨時に支払われたもの）の総額（所

　得税、地方税、保険料などを差し引く前の総額であって、いわゆる手取

①

②

③

④

⑥

⑤

①

②

③

④

⑥

⑤



（別記２）

科学技術研究調査　集計事項一覧

番号 表題

（総括表）　・・・　５表

1 研究主体、組織別研究関係従業者数

2 研究主体，組織別内部使用研究費，受入研究費及び外部支出研究費

3 研究主体，組織，性格別内部使用研究費

4 研究主体，組織，支出源，支出別内部使用研究費

5 研究主体，組織別採用・転入，転出研究者数

（企業）　・・・　12表

1 産業，資本金階級別研究関係従業者数，社内使用研究費，受入研究費及び社外支出研究費

2 産業，従業者規模別研究関係従業者数，社内使用研究費，受入研究費及び社外支出研究費

3 産業，売上高階級別研究関係従業者数及び社内使用研究費

4 産業，研究者規模別研究関係従業者数，社内使用研究費，受入研究費及び社外支出研究費

5 産業，専門別研究者数

6 産業，製品・サービス分野別社内使用研究費（資本金１億円以上の企業）

7 産業，特定目的（８分野）別社内使用研究費（資本金１億円以上の企業）

8 産業，特定目的（３分野）別社内使用研究費（資本金１億円以上の企業）

9
産業，社内使用研究費（上位５社，10社，20社）規模別研究関係従業者数，社内使用研究費，
受入研究費及び社外支出研究費

10 産業別技術輸出対価受取額

11 産業別技術輸入対価支払額

12 産業，州別国際技術交流の対価受払額

（非営利団体・公的機関）　・・・　８表

1 組織，学問別研究関係従業者数，内部使用研究費，受入研究費及び外部支出研究費

2 組織，研究者規模別研究関係従業者数，内部使用研究費，受入研究費及び外部支出研究費

3 組織，学問，専門別研究者数

4 組織，学問，特定目的（８分野）別内部使用研究費

5 組織，学問，特定目的（３分野）別内部使用研究費

6 組織，研究者規模，特定目的（８分野）別内部使用研究費

7 組織，研究者規模，特定目的（３分野）別内部使用研究費

8
都道府県別研究関係従業者数，内部使用研究費，受入研究費及び外部支出研究費（公営の施
設）

（大学等）　・・・　４表

1
組織，大学等の種類，学問別研究関係従業者数，内部使用研究費，受入研究費及び外部支出研
究費

2 組織，大学等の種類，学問，専門別研究本務者数

3 組織，大学等の種類，学問，特定目的（８分野）別内部使用研究費

4 組織，大学等の種類，学問，特定目的（３分野）別内部使用研究費



番号 表題

（分析表）　・・・　31表

1
産業（細分類），資本金階級別研究関係従業者数，社内使用研究費，受入研究費及び社外支出
研究費（企業）

2
産業（細分類），従業者規模（５区分）別研究関係従業者数，社内使用研究費，受入研究費及
び社外支出研究費（企業）

3
資本金階級，売上高階級，従業者規模，研究者規模別研究関係従業者数，社内使用研究費，受
入研究費及び社外支出研究費（大学等出資会社）

4 産業（細分類），専門別研究者数（企業）

5 研究主体，産業（細分類），資本金階級，組織，大学等の種類，学問，性格別内部使用研究費

6
研究主体，産業（細分類），資本金階級，組織，大学等の種類，学問別受入研究費及び外部支
出研究費

7
組織，大学等の種類，学問別国内の会社からの受入研究費の内訳（非営利団体・公的機関，大
学等）

8
産業（細分類），資本金階級，製品・サービス分野別社内使用研究費（資本金１億円以上の企
業）

9 産業（細分類），特定目的（８分野）別社内使用研究費（資本金１億円以上の企業）

10 産業（細分類），特定目的（３分野）別社内使用研究費（資本金１億円以上の企業）

11 産業（細分類），資本金階級，国別国際技術交流の対価受払額（企業）

12 産業（細分類），組織，学問別研究関係従業者数(実数)（企業，非営利団体・公的機関）

13 産業、組織、学問別研究関係従業者数（実数）（企業、非営利団体・公的機関）

14 大学等の種類，学問別研究関係従業者数(実数)（大学等）

15
研究主体，産業（細分類），資本金階級，組織，大学等の種類，学問別採用・転入，転出研究
者数

16
産業（細分類），組織，学問，研究関係従業者割合別研究関係従業者数及び内部使用研究費
（企業，非営利団体・公的機関）

17
組織，学問別研究関係従業者数，内部使用研究費，受入研究費及び外部支出研究費（非営利団
体・公的機関）

18 組織，学問，専門別研究者数（非営利団体・公的機関）

19 組織，大学等の種類，学問，専門別研究本務者数（大学等）

20
組織，社会経済目的分類別研究関係従業者数，内部使用研究費，受入研究費及び外部支出研究
費（非営利団体・公的機関）

21 従業者規模（８区分），支出別社内使用研究費（企業）

22 産業別研究関係従業者数，社内使用研究費，受入研究費及び社外支出研究費（中小企業）

23 産業，専門別研究者数（中小企業）

24 産業，性格別社内使用研究費（中小企業）

25 産業別受入研究費及び社外支出研究費　（中小企業）

26 産業別技術輸出対価受取額（中小企業）

27 産業別技術輸入対価支払額（中小企業）

28 産業，州別国際技術交流の対価受払額（中小企業）

29 産業別，研究関係従業者数（実数）（中小企業）

30
産業，資本金階級別研究関係従業者数，社内使用研究費，受入研究費及び社外支出研究費（継
続企業）

31 産業，資本金階級，性格別社内使用研究費（理学・工学・農学・保健）（継続企業）

注1）分析表13、14は、欄外に（男女計）、（男性）、（女性）の区別を設ける。
注2）分析表16は、欄外に（実数）又は（専従換算）の区別を設ける。



1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4

企業 ② ② ② ② ② ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○
非営利団体 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
公的機関 ※ ※ ※ ※ ※ ⑥ ④ ⑥ ⑥ ⑥ ④ ④

公営のみ ○
大学等 ④ ④ ④ ④ ④ ④ ④ ④ ④
科学技術研究調査産業分類 48 48 46 48 47 47 47 47 48 48 48 47

従業者規模 ⑥
研究者規模 ⑤ ④ ④ ④
資本金階級 ⑤
売上高階級 ⑤
社内使用研究費規模（上位区分） ③
学問区分 ② ② ② ② ② ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
都道府県 48

大学等の種類 ⑤ ⑤ ⑤ ⑤
調査対象数 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
標本数 ○ ○ ○ ○
従業者総数 ○ ○ ○ ○
総売上高 ○ ○ ○ ○
研究実施調査対象区分

対象数 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
全調査対象数に対する割合 ○ ○ ○
社内(内部)研究実施対象数 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
複数分野研究実施対象数 ○
従業者総数 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
総売上高 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

研究関係従業者数 ⑤ ⑤ ⑤ ② ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑬
実数 ⑨ ② ② ② ② ④ ④ ②
男性 ⑨
女性 ⑨

研究以外の業務に従事する従業者数 ○
従業者1万人当たりの研究者数 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
採用・転入・転出研究者数 ㉑

男性 ⑭
女性 ⑭

㉓ ㉚ ㉜
構成比 ○ ○ ○
男性 ㉓ ㉚ ㉜
女性 ㉓ ㉚ ㉜

支出総額 ○ ○ ○ ○
社内(内部)使用研究費 ⑦ ⑭ ⑭ ⑧ ⑭ ○ ○ ⑭ ○ ○ ⑬ ⑬ ○ ○ ○ ○ ⑦ ⑬ ○ ○

構成比 ○ ○ ○
支出源別 ④
支出割合 ③
支出別 ㉑

自己負担研究費 ③ ③ ③ ○ ○ ○ ○ ○
受入研究費 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

組織体数 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
うち社内（内部）使用あり組織体数 ○ ○ ○ ○

 うち社内(内部)使用 ○ ○ ○ ○
社外(外部)支出研究費 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

組織体数 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
うち自己資金あり組織体数 ○ ○ ○ ○

 うち自己資金 ○ ○ ○ ○
性格別研究費 ④

構成比 ③
製品・サービス分野別研究費 ㉜
特定目的別研究費 ⑧ ③ ⑧ ③ ⑧ ③ ⑧ ③

組織体数 ⑧ ③ ⑧ ③ ⑧ ③ ⑧ ③
１調査対象当たりの社内(内部)使用研究費 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
教員１人当たりの内部使用研究費 ○

○ ○ ○ ○ ○
上位の会社の集中度 ④

○ ○ ○ ○
技術輸出対価受取額 ○ 7

うち親子会社 ○
技術輸入対価支払額 ○ 4

うち親子会社 ○

注1） ○及び◇の中の数字は、区分数を示す。
●印は、資本金１億円以上の企業及び大学等出資会社を対象としている。
◇印は、地域別での表章を示す。
※印は、それぞれ次のとおり。
　・総括表１～５の公的機関数は、公的機関総数のみ⑥、それ以外は④
　・非営利団体・公的機関表１、３～５の学問区分数は、総数のみ⑫、それ以外は⑧
　・大学等表１～４の学問区分数は、総数のみ⑭、それ以外は⑧

注2） 企業表７、８、大学等表３、４は、他分野との重複のある回答を除いた集計値（総数のみ）をあわせて表章する。

注3） 非営利団体・公的機関表４、５は、非営利団体、公的機関それぞれについて他分野との重複のある回答を除いた集計値をあわせて表章する。

集計事項一覧

総　括 企　業 非営利団体・公的機関 大学等

主
体
区
分

 
 
分
 
類
 
項
 
目

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
集
 
 
計
 
 
事
 
 
項 専門別研究者数(大学等は研究本務者数)

研究者(大学等は研究本務者) 1人当たりの社内(内部)使用研究費

総売上高に対する社内使用研究費比率

支出総額に対する内部使用研究費比率

結果表番号

集計事項等



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

企業 ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
大学等出資会社のみ ○

非営利団体 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
公的機関 　 　 ④ ④ ④ ⑥ ⑥ ④ ④ ④ ④ ④
大学等 　 ④ ④ ④ ④ ④ ④
科学技術研究調査産業分類 224 224 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 ㊽ ㊼ ㊼ ㊼ ㊽ ㊽ ㊼ ㊼ ㊽ ㊼
従業者規模 ⑥ ⑨ 　 　 ⑭
研究者規模 ⑤
資本金階級 ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ④ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤
売上高階級 ⑤
学問区分 　 　 ※ ※ ※ ※ ⑧ ※ ※ ※ ※ ※ ※
大学等の種類　 ⑤ ⑤ ⑤ ※ ※ ⑤
社会経済目的分類 　 　 ⑭
調査対象数 ○ ○ ○ 　 　 　 　 　 ○ ○ ○ ○ ○
標本数 ○ ○ ○ 　 　 　 　 　 ○ ○
従業者総数 ○ ○ ○ 　 　 　 　 　 ○ ○
総売上高 ○ ○ ○ 　 　 　 　 　 ○ ○ ○ ○
研究実施調査対象区分

対象数 ○ ○ ○ ○ 　 　 　 　 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
全調査対象数に対する割合 ○ ○ ○ 　 　 　 　 ○ ○
社内研究実施対象数 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 　 　 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
社内研究実施標本数 ○
複数分野研究実施対象数 ○
従業者総数 ○ ○ ○ 　 　 　 　 　 ○ ○ ○ ○
総売上高 ○ ○ ○ 　 　 　 　 　 ○ ○

研究関係従業者数 ⑤ ⑤ ⑤ 　 　 　 　 ⑤ ⑤ ○ ⑤ ⑤
実数 ② ② ② 　 　 　 　 ⑩ ⑭ ⑳ ④ ② ⑧ ②
男性 ⑩ ⑭ ⑳ ⑧
女性 ⑩ ⑭ ⑳ ⑧

従業者に占める研究関係従業者割合 ⑤
研究以外の業務に従事する従業者数 ○
従業者1万人当たりの研究者数 ○ ○ ○ 　 　 　 　 　 ○ ○ ○
採用・転入・転出研究者数 ㉑

男性 ⑭
女性 ⑭

㉗ ㊱ 54 ㉗
構成比 ○ ○ ○ ○

男性 ㉗ ㊱ 54 ㉗
女性 ㉗ ㊱ 54 ㉗

支出総額 ○
社内(内部)使用研究費 ⑭ ⑭ ⑭ ○ ○ 　 　 ⑭ ⑬ ⑦ ○ ⑭ ○ ○ ⑭

構成比 ○
支出別 ㉑

自己負担研究費 ③ ③ ③ ○ ○ ③ ③
受入研究費 ○ ○ ○ ⑯ ④ ○ ○ ○ ③ ○

組織体数 ○ ○ ○ ⑯ ④ ○ ○ ③ ○
うち内部使用あり組織体数 ○ 　

 うち内部使用 ⑯ ④ ○ ③
社外(外部)支出研究費 ○ ○ ○ ⑭ ○ ○ ○ ③ ○

組織体数 ○ ○ ○ ⑭ ○ ○ ③ ○
うち自己資金あり組織体数 ○

 うち自己資金 ⑭ ○ ③
性格別研究費 ④ ④ ④

構成比 ③ ③ ③
製品・サービス分野別研究費 ㉜ 　

特定目的別研究費 ⑧ ③
組織体数 ⑧ ③

１調査対象当たりの社内(内部)使用研究費 ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○

○
技術輸出対価受取額 60 ○ 7

うち親子会社 60 ○
技術輸入対価支払額 60 ○ 4

うち親子会社 60 ○　
注1） ○及び◇の中の数字は、区分数を示す。 　

●印は、資本金１億円以上の企業及び大学等出資会社を対象としている。
◇印は、地域別での表章を示す。
※印は、それぞれ次のとおり。
　・分析表５～７、15の学問区分数は、非営利団体・公的機関⑯（ただし、公的機関の組織別内訳は⑫）、大学等⑯（ただし、大学等の組織別内訳は⑧）
　・分析表12、16～18の学問区分数は、非営利団体・公的機関⑯（ただし、公的機関の組織別内訳は⑫）
　・分析表14、19の学問区分数は、大学等⑯（ただし、大学等の組織別内訳は⑧）
　・分析表14、15の大学等の種類は、大学等総数のみ⑥、それ以外は⑤

注2） 分析表16については、従業者に占める研究関係従業者割合の算出方法を踏まえ、以下の２種類を作成する。
①研究関係従業者の実数で算出
②研究関係従業者について、研究関係業務に従事した割合での按分値で算出

注3） 分析表６は、大学等出資会社の総数をあわせて表章する。

注4） 分析表９、10は、他分野との重複のある回答を除いた集計値（総数のみ）をあわせて表章する。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
集
 
 
計
 
 
事
 
 
項

専門別研究者数(大学等は研究本務者数)

研究者(大学等は研究本務者) 1人当たりの社内(内部)使用研究費

総売上高に対する社内使用研究費比率

支出総額に対する内部使用研究費比率

集計事項一覧

分析表

主
体
区
分

分
類
項
目

結果表番号

集計事項等
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科学技術研究調査 調査票の新旧対照表 

１ 調査票甲（企業Ａ） 

変更内容 変更案 変更前 変更理由 

【１】企業の現況 
 
資本金に関する報
告期日の変更 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

経済構造実態調査及
び経済産業省企業活動
基本調査との同一名
簿・同一期日実施のた
め 

【４】研究関係従
業者数 
 
「うち労働者派遣
法に基づく派遣労
働者」の区分を追
加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フラスカチ・マニュ
アルへの対応のため。 

同マニュアルでは、
機関内で実施される研
究開発活動に従事する
者に関し、機関内の研
究開発支出額との対応
が付くよう、自機関に
雇用されている者（以
下「内部従業者」とい
う。）と、他の機関に雇
用されている者（以下
「外部従業者」とい
う。）に分けて把握する
ことを勧告しているこ
とから、外部従業者と
して「労働者派遣法に
基づく派遣労働者」を
把握する（内部従業者
は、研究関係従業者（実
数）から差し引くこと
で算出）。 

円兆 千億 百億 十億 億 千万001 十兆

資本金 (６月１日現在)

百万

実際に研究関係業務に従事

した割合であん分した値うち労働者派遣法に基づく派遣労働者

う　ち　女　性 う　ち　女　性

実　　　　数

十 一 人一 人 万 千 百人 万 千 百 十万 千 百 十 一万 千 百 十 一 人

　

研

　

究

　

者

017 024 031 038

専ら研究に従事する者

018 025 032 039

人044 万 千 百 十 一

研 究 を 兼 務 す る 者

019 026 033 040

020 027 034 041 045

研 究 補 助 者

技 能 者

021 028 035 042 046

研究事務その他の関係者

022 029 036 043 047

048 049
研究者 のう ち博 士号

取 得者

016 023 030 037総　　　数
017, 020～022の計

024, 027～029の計

031, 034～036の計

038, 041～043の計

①

②

③

④

⑤

⑤
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【６】研究者の専
門別内訳 
 
「数学・物理」を
「数学」と「物理」
に分割 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

ＡＩ技術等の普及や
量子技術の振興に伴
い、それらの技術の基
礎となる数学・物理科
学分野の各セクターに
おける研究開発の重要
性が高まっており、そ
の動向を詳細に把握す
るため 
 
 
 
 

 
【７】社内使用研
究費 
 
①（現行では「人件
費」に含めている）
「派遣労働者に関
する費用」をその
他の経費の内数と
して把握 
②有形固定資産の
購入費のうち「土
地・建物など」を
「土地」と「建物な
ど」に分割 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

フラスカチ・マニュ
アルへの対応のため 
①同マニュアルで

は、研究開発活動に従
事する者を内部従業者
と外部従業者に区分
し、これらの人材に対
する経費は、前者は経
常的経費のうちの「人
件費」として、後者は
「その他の経常的経費
（なるべくは、外部従
業者としての下位区
分）」として把握するこ
とを勧告している。 

②また、固定資産に
関する下位区分では、
「土地」と「建物」を区
分している。 

　

　

　

　

　

理

　

　

　

学

数 学
084 106

一 人一 人 105 千 百 十

合　　計

084～104の計

106～126の計

総　　　数 うち女性

083 万 千 百 十

情 報 科 学
085 107

物 理
086 108

化 学
087 109

生 物
088 110

地 学
089 111

090 112

　

　

　

　

　

　

　

　

　

 

 

 

千万 百万 十万 万 円127 兆 千億 百億 十億 億

128
人 件 費

129
原 材 料 費

有形固定資産の 130

土 地

132

131

建 物 な ど

機械･器具･装置

など

133

その他の有形固 134

無形固定資産の

定資産
135

136
うちソフトウェア

リ ー ス 料
137

138
そ の 他 の 経 費

139うち派遣労働者に
関する費用

減価償却費

140
有形固定資産の

総　　　　額
(128～130, 135,137,138の計)

購入費

購入費

①

②

③

④

⑥

⑤

⑦

①

②

③

④

⑥

⑤

⑦

① 

② ② 
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【10】特定目的別
研究費 
 
①ＡＩ分野、バイ
オテクノロジー分
野及び量子技術分
野の３分野を新た
に把握 
②既存の８分野を
含め、「他分野との
重複」欄を追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

①政策的にＡＩ分野
等に関するデータの把
握が求められているた
め。新たな３分野は、政
府内で戦略的に取り組
むべき基盤技術として
位置付けられている。 

②また、複数の分野
にまたがる研究がある
場合は、その金額を各
分野にそれぞれ回答す
る設計となっているこ
とから、「他分野との重
複」を合わせて把握す
ることで、重複のない
ミニマムな結果と従来
どおり重複を含むマキ
シマムな結果を作成
し、より多面的な分析
に資するデータを提供
する。 
 

  

分　　　　　野 研 究 費
他の７分野

との重複有
分　　　　　野 研 究 費

他の７分野

との重複有

180 兆 千億 百億 十億 億 千万 百万 十万 万 円

ライフサイエンス分野 ナノテクノロジー分野

百億 十億 億 千万 百万 十万万 円 184 兆 千億

185

182 186

情 報 通 信 分 野 エ ネ ル ギ ー 分 野
181

環 境 分 野 宇 宙 開 発 分 野

183 187
物 質 ・ 材 料 分 野 海 洋 開 発 分 野

194

188

189

190

191

192

193

195

分　　　　　野 研 究 費
他の２分野

との重複有
研 究 費

他の２分野

との重複有

万 円

Ａ Ｉ 分 野 量 子 技 術 分 野

百億 十億 億 千万 百万 十万万 円 198 兆 千億196 兆 千億 百億 十億 億 千万 百万 十万

バイオテクノロジー分
197

分　　　　　野

199

200

201

① 

② ② 
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【11】社外から受
け入れた研究費 
 
①海外区分に「政
府機関」及び「民間
非営利団体」を追
加 
②科研費等公的資
金に関する取扱い
の変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（調査関係書類「調査票記入上の注意」において、次

の趣旨の説明を追加） 
科学研究費（科研費）等の公的資金については、当

該機関に所属する研究者による活動部分の金額を、国

又は国・公営、独立行政法人等の研究機関から受け入
れたものとして扱ってください。 

研究代表者が所属する機関においては、研究分担者

が所属する機関に送金される金額を排除して記入し
てください。研究分担者が所属する機関においては、

研究代表者が所属する機関からの受け入れではなく、

国又は国・公営、独立行政法人等の研究機関から受け
入れたものとして記入してください。 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

①フラスカチ・マニ
ュアルで示している区
分との対応を図り、国
際比較可能性を向上さ
せるため 

②また、同マニュア
ルでは、複数の機関を
通過するような研究資
金に関し、可能な限り、
元の資金源を示すべき
としている。現状の設
計では、科研費等の公
的資金による共同研究
を行った場合に、本来
の資金源とは異なるカ
テゴリで集計される可
能性があるため、取扱
いを変更する。 
 

  

千万 百万 十万 万 円219 兆 千億 百億 十億 億億 千万 百万 十万 万 円兆 千億 百億 十億

公

　

的

　

機

　

関

国
203 220

総　　　　　額

203～209,211～213,215～218の計

220～226,228～230,232～235の計

受　入　額 うち社内で使用した研究費

202

204 221
地 方 公 共 団 体

205 222
国 ・ 公 立 大 学

の研究機関

207 224

206 223
国・公営、独立行政法人等

208 225
そ の 他

公 営 企 業 ・ 公 庫 等

209 226
会 社

210 227
う ち 親 子 会 社

211 228
私 立 大 学

212 229
非 営 利 団 体

う ち 親 子 会 社
214

海

　

　

　

外

213 230
会 社

231

232
大 学

215

216 233

217 234

政 府 機 関

218

民 間 非 営 利 団 体

235
そ の 他

① 

② 
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【12】社外へ支出
した研究費 
 
①海外区分に「政
府機関」及び「民間
非営利団体」を追
加 
②科研費等公的資
金に関する取扱い
の変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（調査関係書類「調査票記入上の注意」において、次
の趣旨の説明を追加） 

科学研究費（科研費）等の公的資金について、研究

代表者が所属する機関から研究分担者が所属する機
関に送金される金額は、社外へ支出した研究費とはし

ませんので、記入しないでください。 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

①フラスカチ・マニ
ュアルで示している区
分との対応を図り、国
際比較可能性を向上さ
せるため 
②社外から受け入れ

た研究費における科研
費等公的資金の取扱い
の変更に伴う変更 

 

  

総　　　　　額

237～241,243～245,247～250の計

252～256,258～260,262～265の計

支　出　額 うち自己資金から支出した研究費

236 兆 千億 百億 十億 億 百万 十万 万 円兆 千億 百億 十億 億 千万千万 百万 十万 万 円 251

国 ・ 公 立 大 学

公

　

的

　

機

　

関

237 252

国・公営、独立行政法人等

の研究機関

238 253

239 254

そ の 他

240 255

公 営 企 業 ・ 公 庫 等

会 社

241 256

242 257

私 立 大 学

243 258

う ち 親 子 会 社

244 259

海

　

　

　

外

245 260

会 社

非 営 利 団 体

246 261

大 学

247 262

う ち 親 子 会 社

248 263

民 間 非 営 利 団 体

249 264

政 府 機 関

250 265

そ の 他

① 

② 



6 
 

２ 調査票甲（企業Ｂ） 

変更内容 変更案 変更前 変更理由 

【１】企業の現況 
 
資本金に関する報
告期日の変更 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

経済構造実態調査及
び経済産業省企業活動
基本調査との同一名
簿・同一期日実施のた
め 

【４】研究関係従
業者数 
 
「うち労働者派遣
法に基づく派遣労
働者」の区分を追
加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フラスカチ・マニュ
アルへの対応のため。 

同マニュアルでは、
機関内で実施される研
究開発活動に従事する
者に関し、機関内の研
究開発支出額との対応
が付くよう、内部従業
者と、外部従業者に分
けて把握することを勧
告していることから、
外部従業者として「労
働者派遣法に基づく派
遣労働者」を把握する
（内部従業者は、研究
関係従業者（実数）から
差し引くことで算出）。 

  

円兆 千億 百億 十億 億 千万001 十兆

資本金 (６月１日現在)

百万

実際に研究関係業務に従事

した割合であん分した値うち労働者派遣法に基づく派遣労働者

う　ち　女　性 う　ち　女　性

実　　　　数

十 一 人一 人 万 千 百人 万 千 百 十万 千 百 十 一万 千 百 十 一 人

　

研

　

究

　

者

017 024 031 038

専ら研究に従事する者

018 025 032 039

人044 万 千 百 十 一

研 究 を 兼 務 す る 者

019 026 033 040

020 027 034 041 045

研 究 補 助 者

技 能 者

021 028 035 042 046

研究事務その他の関係者

022 029 036 043 047

048 049
研究者 のう ち博 士号

取 得者

016 023 030 037総　　　数
017, 020～022の計

024, 027～029の計

031, 034～036の計

038, 041～043の計

①

②

③

④

⑤

⑤
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【６】研究者の専
門別内訳 
 
「数学・物理」を
「数学」と「物理」
に分割 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

ＡＩ技術等の普及や
量子技術の振興に伴
い、それらの技術の基
礎となる数学・物理科
学分野の各セクターに
おける研究開発の重要
性が高まっており、そ
の動向を詳細に把握す
るため 
 
 
 
 

 
【７】社内使用研
究費 
 
①（現行では「人件
費」に含めている）
「派遣労働者に関
する費用」をその
他の経費の内数と
して把握 
②有形固定資産の
購入費のうち「土
地・建物など」を
「土地」と「建物な
ど」に分割 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

フラスカチ・マニュ
アルへの対応のため 
①同マニュアルで

は、研究開発活動に従
事する者を内部従業者
と外部従業者に区分
し、これらの人材に対
する経費は、前者は経
常的経費のうちの「人
件費」として、後者は
「その他の経常的経費
（なるべくは、外部従
業者としての下位区
分）」として把握するこ
とを勧告している。 

②また、固定資産に
関する下位区分では、
「土地」と「建物」を区
分している。 

  

　

　

　

　

　

理

　

　

　

学

数 学
084 106

一 人一 人 105 千 百 十

合　　計

084～104の計

106～126の計

総　　　数 うち女性

083 万 千 百 十

情 報 科 学
085 107

物 理
086 108

化 学
087 109

生 物
088 110

地 学
089 111

090 112

　

　

　

　

　

　

　

　

　

 

 

 

千万 百万 十万 万 円127 兆 千億 百億 十億 億

128
人 件 費

129
原 材 料 費

有形固定資産の 130

土 地

132

131

建 物 な ど

機械･器具･装置

など

133

その他の有形固 134

無形固定資産の

定資産
135

136
うちソフトウェア

リ ー ス 料
137

138
そ の 他 の 経 費

139うち派遣労働者に
関する費用

減価償却費

140
有形固定資産の

総　　　　額
(128～130, 135,137,138の計)

購入費

購入費

①

②

③

④

⑥

⑤

⑦

①

②

③

④

⑥

⑤

⑦

① 

② ② 
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【９】社外から受
け入れた研究費 
 
①海外区分に「政
府機関」及び「民間
非営利団体」を追
加 
②科研費等公的資
金に関する取扱い
の変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（調査関係書類「調査票記入上の注意」において、次

の趣旨の説明を追加） 
科学研究費（科研費）等の公的資金については、当

該機関に所属する研究者による活動部分の金額を、国

又は国・公営、独立行政法人等の研究機関から受け入
れたものとして扱ってください。 

研究代表者が所属する機関においては、研究分担者

が所属する機関に送金される金額を排除して記入し
てください。研究分担者が所属する機関においては、

研究代表者が所属する機関からの受け入れではなく、

国又は国・公営、独立行政法人等の研究機関から受け
入れたものとして記入してください。 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

①フラスカチ・マニ
ュアルで示している区
分との対応を図り、国
際比較可能性を向上さ
せるため 

②また、同マニュア
ルでは、複数の機関を
通過するような研究資
金に関し、可能な限り、
元の資金源を示すべき
としている。現状の設
計では、科研費等の公
的資金による共同研究
を行った場合に、本来
の資金源とは異なるカ
テゴリで集計される可
能性があるため、取扱
いを変更する。 
 

  

千万 百万 十万 万 円219 兆 千億 百億 十億 億億 千万 百万 十万 万 円兆 千億 百億 十億

公

　

的

　

機

　

関

国
203 220

総　　　　　額

203～209,211～213,215～218の計

220～226,228～230,232～235の計

受　入　額 うち社内で使用した研究費

202

204 221
地 方 公 共 団 体

205 222
国 ・ 公 立 大 学

の研究機関

207 224

206 223
国・公営、独立行政法人等

208 225
そ の 他

公 営 企 業 ・ 公 庫 等

209 226
会 社

210 227
う ち 親 子 会 社

211 228
私 立 大 学

212 229
非 営 利 団 体

う ち 親 子 会 社
214

海

　

　

　

外

213 230
会 社

231

232
大 学

215

216 233

217 234

政 府 機 関

218

民 間 非 営 利 団 体

235
そ の 他

① 

② 
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【10】社外へ支出
した研究費 
 
①海外区分に「政
府機関」及び「民間
非営利団体」を追
加 
②科研費等公的資
金に関する取扱い
の変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（調査関係書類「調査票記入上の注意」において、次
の趣旨の説明を追加） 

科学研究費（科研費）等の公的資金について、研究

代表者が所属する機関から研究分担者が所属する機
関に送金される金額は、社外へ支出した研究費とはし

ませんので、記入しないでください。 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

①フラスカチ・マニ
ュアルで示している区
分との対応を図り、国
際比較可能性を向上さ
せるため 
②社外から受け入れ

た研究費における科研
費等公的資金の取扱い
の変更に伴う変更 

 

  

総　　　　　額

237～241,243～245,247～250の計

252～256,258～260,262～265の計

支　出　額 うち自己資金から支出した研究費

236 兆 千億 百億 十億 億 百万 十万 万 円兆 千億 百億 十億 億 千万千万 百万 十万 万 円 251

国 ・ 公 立 大 学

公

　

的

　

機

　

関

237 252

国・公営、独立行政法人等

の研究機関

238 253

239 254

そ の 他

240 255

公 営 企 業 ・ 公 庫 等

会 社

241 256

242 257

私 立 大 学

243 258

う ち 親 子 会 社

244 259

海

　

　

　

外

245 260

会 社

非 営 利 団 体

246 261

大 学

247 262

う ち 親 子 会 社

248 263

民 間 非 営 利 団 体

249 264

政 府 機 関

250 265

そ の 他

① 

② 
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３ 調査票乙（非営利団体・公的機関） 

変更内容 変更案 変更前 変更理由 

【７】研究関係従
業者数 
 
「うち労働者派遣
法に基づく派遣労
働者」の区分を追
加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フラスカチ・マニュ
アルへの対応のため。 

同マニュアルでは、
機関内で実施される研
究開発活動に従事する
者に関し、機関内の研
究開発支出額との対応
が付くよう、内部従業
者と、外部従業者に分
けて把握することを勧
告していることから、
外部従業者として「労
働者派遣法に基づく派
遣労働者」を把握する
（内部従業者は、研究
関係従業者（実数）から
差し引くことで算出）。 

 

【９】研究者の専
門別内訳 
 
「数学・物理」を
「数学」と「物理」
に分割 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

ＡＩ技術等の普及や
量子技術の振興に伴
い、それらの技術の基
礎となる数学・物理科
学分野の各セクターに
おける研究開発の重要
性が高まっており、そ
の動向を詳細に把握す
るため 
 
 
 
 

研 究 補 助 者

技 能 者

取得者

339 340
研究者のうち博士号

研究事務その他の関係者

313 320 327 334 338

312 319 326 333 337

専ら研究に従事する者

309 316 323 330

311 318 325 332 336

328321

　

研

　

究

　

者

308 315 322 329

研 究 を 兼 務 す る 者

310 317 324 331

う　ち　女　性

307

万

万 千 百 十 一 人335

一 人

314

千 百 十

実　　　　数
実際に研究関係業務に従事

した割合であん分した値うち労働者派遣法に基づく派遣労働者

う　ち　女　性

う ち 40 歳 未 満

342 344

343

任 期 無 し 研 究 者

341

万人 万 千 百 十 一 人 千 百 十 一 人

総　　　数
308, 311～313の計

315, 318～320の計

322, 325～327の計

329, 332～334の計

万 千 百 十 一

①

②

③

④

⑤

⑥

⑤

　

415

地 学

387

生 物

386

化 学

385 413

　

　

　

414

412

物 理

384

411

情 報 科 学

383

自

　

然

　

科

　

学

　

部

　

門

理

　

　

　

学

数 学

382 410

そ の 他

　

　

　

学

　

　

　

学

　

部

　

門

　
（

続

き
）
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【10】内部使用研
究費 
 
①（現行では「人件
費」に含めている）
「派遣労働者に関
する費用」をその
他の経費の内数と
して把握 
②有形固定資産の
購入費のうち「土
地・建物など」を
「土地」と「建物な
ど」に分割 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

フラスカチ・マニュ
アルへの対応のため 

①同マニュアルで
は、研究開発活動に従
事する者を内部従業者
と外部従業者に区分
し、これらの人材に対
する経費は、前者は経
常的経費のうちの「人
件費」として、後者は
「その他の経常的経費
（なるべくは、外部従
業者としての下位区
分）」として把握するこ
とを勧告している。 
②また、固定資産に

関する下位区分では、
「土地」と「建物」を区
分している。 

  

 

 

総　　　　　額
(433～435, 440,442,443の計)

億 千万 百万 十万

有形固定資産の

建 物 な ど
437

441
うちソフトウェア

リ ー ス 料

444うち派遣労働者に
関する費用

434

万 円

433
人 件 費

432 兆 千億 百億 十億

原 材 料 費

購入費

436
土 地

435

購入費

定資産
440無形固定資産の

機械･器具･装置 438

など

その他の有形固 439

443
そ の 他 の 経 費

442

①

②

③

④

⑥

⑤

①

②

③

④

⑥

⑤

① 

② ② 
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【12】特定目的別
研究費 
 
①ＡＩ分野、バイ
オテクノロジー分
野及び量子技術分
野の３分野を新た
に把握 
②既存の８分野を
含め、「他分野との
重複」欄を追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

①政策的にＡＩ分野
等に関するデータの把
握が求められているた
め。新たな３分野は、政
府内で戦略的に取り組
むべき基盤技術として
位置付けられている。 

②また、複数の分野
にまたがる研究がある
場合は、その金額を各
分野にそれぞれ回答す
る設計となっているこ
とから、「他分野との重
複」を合わせて把握す
ることで、重複のない
ミニマムな結果と従来
どおり重複を含むマキ
シマムな結果を作成
し、より多面的な分析
に資するデータを提供
する。 
 

  

百万 十万 万 円468 470

469

分　　　　　野

バイオテクノロジー分
466

Ａ Ｉ 分 野 量 子 技 術 分 野

十万 万 円 467 兆

研 究 費
他の２分野

との重複有

465 兆 千億 百億 十億 億 千万 百万 百億 十億 億 千万千億

分　　　　　野 研 究 費
他の２分野

との重複有

457 461

458

459

460

462

463

464
物 質 ・ 材 料 分 野 海 洋 開 発 分 野

環 境 分 野 宇 宙 開 発 分 野

452 456

情 報 通 信 分 野 エ ネ ル ギ ー 分 野

451 455

450 454

十万 万 円円 百億十万 万

ライフサイエンス分野 ナノテクノロジー分野

研 究 費
他の７分野

との重複有

449 兆 千億 百億 十億 億 千万 百万

分　　　　　野 研 究 費
他の７分野

との重複有
分　　　　　野

453 兆 千億 十億 億 千万 百万

① 

② ② 
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【13】外部から受
け入れた研究費 
 
①海外区分に「政
府機関」及び「民間
非営利団体」を追
加 
②会社から受け入
れた研究費の収入
名目を追加 
③科研費等公的資
金に関する取扱い
の変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（調査関係書類「調査票記入上の注意」において、次

の趣旨の説明を追加） 
科学研究費（科研費）等の公的資金については、当

該機関に所属する研究者による活動部分の金額を、国

又は国・公営、独立行政法人等の研究機関から受け入
れたものとして扱ってください。 

研究代表者が所属する機関においては、研究分担者

が所属する機関に送金される金額を排除して記入し
てください。研究分担者が所属する機関においては、

研究代表者が所属する機関からの受け入れではなく、

国又は国・公営、独立行政法人等の研究機関から受け
入れたものとして記入してください。 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

①フラスカチ・マニ
ュアルで示している区
分との対応を図り、国
際比較可能性を向上さ
せるため 
②政策的に民間の会

社からの受け入れ研究
費に関する詳細なデー
タの把握が求められて
いるため。「日本再興戦
略2016」では、「企業か
ら大学・国立研究開発
法人に対する投資額を
2025年度までに現在の
３倍にすることを目指
す」とのＫＰＩが設定
されており、産学官連
携の更なる活性化を促
す方策を講じる上で、
詳細なデータが必要と
されている。 
③フラスカチ・マニ

ュアルでは、複数の機
関を通過するような研
究資金に関し、可能な
限り、元の資金源を示
すべきとしている。現
状の設計では、科研費
等の公的資金による共
同研究を行った場合
に、本来の資金源とは
異なるカテゴリで集計
される可能性があるた
め 

  

506
寄 附 金

503

505

兆 千億 百億 十億 億 千万千万 百万 十万 万 円 504

502

受　入　額 うち内部で使用した研究費

共 同 研 究 費

円501 兆 千億 百億 十億 億 百万 十万

484 499
民 間 非 営 利 団 体

485 500
そ の 他

会社から受け入れた研究費の名目
万

受 託 研 究 費

497
大 学

483 498
政 府 機 関

※　国内の会社から受け入れた研究費に以下の名目が含まれている場合には、該当する金額を記入してください。

海
　
　
　
外

481

482

496
会 社

非 営 利 団 体
480 495

そ の 他

会 社 ※

479
私 立 大 学

477 492

478

476 491
公 営 企 業 ・ 公 庫 等

493

494

公
　
的
　
機
　
関

国
472 487

の研究機関

473 488
地 方 公 共 団 体

国 ・ 公 立 大 学

475 490国・公営、独立行政法人等

円兆 千億 百億 十億 億 千万千万 百万 十万 万 円 486
総　　　　　額

（472～485の計、487～500の計）

受　入　額

474 489

十億 億 万

うち内部で使用した研究費
471 兆 千億 百億 百万 十万

① 

② 

③ 
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【14】外部へ支出
した研究費 
 
①海外区分に「政
府機関」及び「民間
非営利団体」を追
加 
②科研費等公的資
金に関する取扱い
の変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（調査関係書類「調査票記入上の注意」において、次

の趣旨の説明を追加） 
科学研究費（科研費）等の公的資金について、研究

代表者が所属する機関から研究分担者が所属する機

関に送金される金額は、外部へ支出した研究費とはし
ませんので、記入しないでください。 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

①フラスカチ・マニ
ュアルで示している区
分との対応を図り、国
際比較可能性を向上さ
せるため 
②外部から受け入れ

た研究費における科研
費等公的資金の取扱い
の変更に伴う変更 

 

 

  

億 千万 百万千万 百万 十万 万百億 十億 億

会 社

509 522

総　　　　　額

508～519の計、521～532の計

支　出　額 うち自己資金から支出した研究費
507 兆 千億

公
　
的
　
機
　
関

508 521
国 ・ 公 立 大 学

十万 万 円円 520 兆 千億 百億 十億

510 523
公 営 企 業 ・ 公 庫 等

の研究機関

国・公営、独立行政法人等

511 524
そ の 他

512 525

513 526
私 立 大 学

514 527
非 営 利 団 体

515 528

大 学
516 529

会 社

517 530

518 531
民 間 非 営 利 団 体

政 府 機 関

519 532

そ の 他

海
　
　
　
外

① 

② 
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４ 調査票丙（大学等） 

変更内容 変更案 変更前 変更理由 

【４】従業者数 
 
①「うち労働者派
遣法に基づく派遣
労働者」の区分を
追加 
②大学院博士課程
の在籍者及びその
他の研究員につい
て、雇用関係を有
する者の数を把握 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フラスカチ・マニュ
アルへの対応のため 
①同マニュアルで

は、機関内で実施され
る研究開発活動に従事
する者に関し、機関内
の研究開発支出額との
対応が付くよう、内部
従業者と、外部従業者
に分けて把握すること
を勧告している。研究
補助者、技能者及び研
究事務その他の関係者
について、外部従業者
として「労働者派遣法
に基づく派遣労働者」
を把握する（内部従業
者は、研究関係従業者
（実数）から差し引く
ことで算出）。 
②大学院博士課程の

在籍者については、同
マニュアルでの扱いを
踏まえ、明確に雇用関
係のある者を内部従業
者として扱う。その他
の研究員についても、
これに準じて扱うた
め、それぞれ雇用関係
を有する者の数を把握
する。 
 

  

百 十 一 人

総　　　数
505, 510～513の計

515, 520～523の計

525～527の計

529～531の計

万 千 百 十 一 人 万 千 百 十 一 人 万 千

526 530

任 期 無 し 研 究 者
534

大学院博士課程の在籍者のうち
雇用関係を有する者

う ち 40 歳 未 満
535 537

538 539

教員及びその他の研究員で派遣労働者に該当する

者は研究者の本務者には含めず、兼務者（学外から

の研究者）の実数に含めて下さい。

525 529

527 531

従業者

542研究以外の業務に従事する

532 533
本務者のうち博士号取得者

その他の研究員のうち
雇用関係を有する者

540 541

536

513 523
研究事務その他の関係者

512 522
技 能 者

511 521

兼　 　務　　 者
（学外からの研究者）

510

研
　
　
究
　
　
者

本
　
　
務
　
　
者 医 局 員

大学院博士課程の
在 籍 者

507 517

506

研 究 補 助 者

520

その他の研究員
509 519

508 518

516

う　ち　女　性 う　ち　女　性

百

うち労働者派遣法に基づく派遣労働者

実　　　　数

528524

505 515

十 一 人

514

教 員

504

万 千

⑦

⑥

⑤

④

③

②

①

① 

② 
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【８】内部使用研
究費 
 
①（現行では「人件
費」に含めている）
「派遣労働者に関
する費用」をその
他の経費の内数と
して把握 
②有形固定資産の
購入費のうち「土
地・建物など」を
「土地」と「建物な
ど」に分割 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

フラスカチ・マニュ
アルへの対応のため 
①同マニュアルで

は、研究開発活動に従
事する者を内部従業者
と外部従業者に区分
し、これらの人材に対
する経費は、前者は経
常的経費のうちの「人
件費」として、後者は
「その他の経常的経費
（なるべくは、外部従
業者としての下位区
分）」として把握する
ことを勧告している。 

②また、固定資産に
関する下位区分では、
「土地」と「建物」を
区分している。 

  

 

 

　総　　　　　　額
(662～664,669,671,672の計)

そ の 他 の 経 費

673うち派遣労働者に
関する費用

購入費

670
うちソフトウェア

機械･器具･装置 667

など

その他の有形固 668

定資産

購入費

665
土 地

円

662
人 件 費

661 兆 千億 百億 十億 億 千万 百万 十万 万

663
原 材 料 費

671
リ ー ス 料

669無形固定資産の

666
建 物 な ど

664有形固定資産の

672

①

②

③

④

⑥

⑤

①

②

③

④

⑥

⑤

① 

② 
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【10】特定目的別
研究費 
 
①ＡＩ分野、バイ
オテクノロジー分
野及び量子技術分
野の３分野を新た
に把握 
②既存の８分野を
含め、「他分野との
重複」欄を追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

①政策的にＡＩ分野
等に関するデータの把
握が求められているた
め。新たな３分野は、
政府内で戦略的に取り
組むべき基盤技術とし
て位置付けられてい
る。 
②また、複数の分野

にまたがる研究がある
場合は、その金額を各
分野にそれぞれ回答す
る設計となっているこ
とから、「他分野との
重複」を合わせて把握
することで、重複のな
いミニマムな結果と従
来どおり重複を含むマ
キシマムな結果を作成
し、より多面的な分析
に資するデータを提供
する。 
 

  

十億 億千万 百万 十万 万 円 697694 兆 千億 百億 十億 億

分　　　野 研 究 費
他の２分野
との重複有 分　　　野 研 究 費

他の２分野
との重複有

Ａ Ｉ 分 野 量 子 技 術 分 野

千万 百万 十万 万 円 699696 兆 千億 百億

695 698
バイオテクノロジー分野

686 690

687

688

691

692

689 693

宇 宙 開 発 分 野環 境 分 野

ライフサイエンス分野

分　　　　　野

エ ネ ル ギ ー 分 野

680 684

物 質 ・ 材 料 分 野 海 洋 開 発 分 野

研 究 費
他の７分野
との重複有

685

情 報 通 信 分 野

ナノテクノロジー分野

千億

681

679 683

十万 万 円百億 十億 億 千万 百万678 兆 千億 百億 百万 十万 万 円十億 億 千万

研 究 費
他の７分野
との重複有

682 兆

分　　　　　野

① 

② ② 



18 
 

【11】外部から受
け入れた研究費 
 
①海外区分に「政
府機関」及び「民間
非営利団体」を追
加 
②会社から受け入
れた研究費の収入
名目を追加 
③科研費等公的資
金に関する取扱い
の変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（調査関係書類「調査票記入上の注意」において、次

の趣旨の説明を追加） 
科学研究費（科研費）等の公的資金については、当

該機関に所属する研究者による活動部分の金額を、国

又は国・公営、独立行政法人等の研究機関から受け入
れたものとして扱ってください。 

研究代表者が所属する機関においては、研究分担者

が所属する機関に送金される金額を排除して記入し
てください。研究分担者が所属する機関においては、

研究代表者が所属する機関からの受け入れではなく、

国又は国・公営、独立行政法人等の研究機関から受け
入れたものとして記入してください。 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

①フラスカチ・マニ
ュアルで示している区
分との対応を図り、国
際比較可能性を向上さ
せるため 
②政策的に民間の会

社からの受け入れ研究
費に関する詳細なデー
タの把握が求められて
いるため。「日本再興
戦略2016」では、「企
業から大学・国立研究
開発法人に対する投資
額を2025年度までに現
在の３倍にすることを
目指す」とのＫＰＩが
設定されており、産学
官連携の更なる活性化
を促す方策を講じる上
で、詳細なデータが必
要とされている。 

③フラスカチ・マニ
ュアルでは、複数の機
関を通過するような研
究資金に関し、可能な
限り、元の資金源を示
すべきとしている。現
状の設計では、科研費
等の公的資金による共
同研究を行った場合
に、本来の資金源とは
異なるカテゴリで集計
される可能性があるた
め、取扱いを変更す
る。 
 

  

円 715

総　　　　　額

701～714の計

716～729の計

受　入　額 うち内部で使用した研究費
700 百万 十万 万 円兆 千億 百億 十億 億 千万千万 百万 十万 万兆 千億 百億 十億 億

公
　
的
　
機
　
関

702

704

706

701

703 718
国 ・ 公 立 大 学

地 方 公 共 団 体
717

716
国

の研究機関

719国・公営、独立行政法人等

705 720
公 営 企 業 ・ 公 庫 等

721

会 社 ※
707

会 社
710

政 府 機 関

そ の 他

708

722

私 立 大 学
723

709 724

711 726

海
　
　
　
外

非 営 利 団 体

725

712 727

大 学

728
民 間 非 営 利 団 体

713

729
そ の 他

714

うち内部で使用した研究費

※　国内の会社から受け入れた研究費に以下の名目が含まれている場合には、該当する金額を記入してください。

会社から受け入れた研究費の名目 受　入　額
円百億 十億 億 千万 百万 十万十万 万 円 733 兆 千億千億 百億 十億 億 千万 百万

共 同 研 究 費
730

受 託 研 究 費
731

万兆

寄 附 金
732

734

735

① 

② 

③ 
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【12】外部へ支出
した研究費 
 
①海外区分に「政
府機関」及び「民間
非営利団体」を追
加 
②科研費等公的資
金に関する取扱い
の変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（調査関係書類「調査票記入上の注意」において、次

の趣旨の説明を追加） 

科学研究費（科研費）等の公的資金について、研究
代表者が所属する機関から研究分担者が所属する機

関に送金される金額は、外部へ支出した研究費とはし

ませんので、記入しないでください。 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

①フラスカチ・マニ
ュアルで示している区
分との対応を図り、国
際比較可能性を向上さ
せるため 
②外部から受け入れ

た研究費における科研
費等公的資金の取扱い
の変更に伴う変更 

 

そ の 他

748 761

政 府 機 関

747 760
民 間 非 営 利 団 体

746 759

758
大 学

745

海
　
　
　
外

744 757
会 社

743 756
非 営 利 団 体

742 755
私 立 大 学

741 754
会 社

740 753
そ の 他

の研究機関

739 752
公 営 企 業 ・ 公 庫 等

738
公
　
的
　
機
　
関

737 750
国 ・ 公 立 大 学

総　　　　　額

737～748の計

750～761の計

支　出　額 うち自己資金から支出した研究費
736 兆 千億 百億 十億 億 千万 百万 十万 万 円 749 兆 千億 百億

751国・公営、独立行政法人等

十億 億 千万 百万 十万 万 円

① 

② 



科学技術研究調査の実施の必要性 

 

１ 調査の目的・必要性 

科学技術研究調査（以下「本調査」という。）は、我が国における科学技術に関す

る研究費や研究者数等研究活動の実態を調査し、科学技術振興に必要な基礎資料を得

ることを目的として、企業、非営利団体・公的機関、大学等を対象に実施する調査で

ある。 
科学技術は我が国及び人類社会の将来の発展のための基盤であり、経済社会の発展

や国民の福祉の向上に寄与するものであることから、科学技術水準の向上を効果的に

推進することが必要である。そのため、官民合わせた研究活動の実態を把握し、現状

を的確に分析することが必要不可欠である。 
 
【政府内において想定される主な利活用】 
［区分］ 
■重要な政策の立案・実施・評価のための基礎資料 
■基幹統計など重要な統計作成への利用 
■国際機関への提供など国際比較上の利用 
□その他 
［具体的な利活用］ 

本調査の結果については、科学技術・イノベーション基本計画（注）で掲げられる

具体的な数値目標の設定や達成状況の評価の際の基礎資料、国民経済計算における

研究分野の国内総生産（ＧＤＰ）の推計に活用されるとともに、研究費、研究者数

については、経済協力開発機構等へ提供されている。 
 

（注） 科学技術・イノベーション創出の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るために、科

学技術・イノベーション基本法（平成７年法律第 130号）第 12条に基づき、総合科学技術・イノベ

ーション会議の議を経て策定される科学技術・イノベーション創出の振興に関する基本的な計画 

 
２ 他の統計調査との重複 

科学技術研究に関する調査としては、本調査のほかに全国イノベーション調査（文

部科学省実施（一般統計調査））及び民間企業の研究活動に関する調査（文部科学省

実施（一般統計調査））がある。 
前者については、企業を対象に隔年で実施し、過去３年間のイノベーション活動や

知的財産権に関する活動などを把握している。後者については、企業を対象に毎年実

施し、社内で使用した研究費や研究開発者の人数といった基本的な項目のほか、主要

業種における研究活動、研究開発の実施理由、研究開発者の年齢階級別内訳、他組織

との連携状況、知的財産活動への取組等、企業における研究開発活動の詳細を把握す

るものである。両調査とも、企業のみならず、公的機関や大学等を含め、官民合わせ

た我が国全体の研究活動の実態を把握している本調査を代替することはできない。 
なお、前者については、売上高など、一部項目で重複があるが、同一ではない企業

を調査対象にする場合もあり、分析の都合上、やむを得ないものである。また、後者

については、社内使用研究費など基本的な項目で重複があるが、本調査に回答した企

業は後者への回答を不要とし、統計法（平成 19 年法律第 53 号）第 33 条に基づく手



続に従い、本調査からデータを移送している。 
したがって、本調査と他の類似統計調査との重複は合理的な範囲を超えていないと

考える。 
 

３ 行政記録情報等の利活用 

本調査内容を代替する行政記録情報は存在しない。 
 

４ 事業所母集団データベースを利用した重複是正等 

・重複是正については、調査対象者名簿の登録時に速やかに対応する（調査実施年４

月中旬）。 

・調査結果名簿の履歴登録は、調査実施年の 10月下旬までに行う予定 



２０２１０４２７統第１号 

令 和 ３ 年 ５ 月 １ １ 日 

総 務 大 臣  殿 

経済産業大臣 

基幹統計調査の変更について（申請） 

下記調査の変更について、統計法（平成１９年法律第５３号）第１１条第１項の規定に

基づく承認を受けたいので、別紙申請事項記載書に関係書類を添えて、申請します。 

記 

経済産業省企業活動基本調査 

主管部課 経済産業省大臣官房調査統計グループ企業統計室 

事務担当者 小柴 真 

電話：０３（３５０１）１８３１ 

e-mail：koshiba-makoto@meti.go.jp  



別紙 

申 請 事 項 記 載 書 

 

１ 調査の名称 

  経済産業省企業活動基本調査 

 

２ 変更の内容 
 

変 更 案 変 更 前 変 更 理 由 

４ 報告を求める個人又は法人その他の団体 

（１）報告者数 

 約４３．０００ 

 

（２）報告者の選定方法（■全数 □無作為抽出(□全数階

層あり) □有意抽出） 

 母集団名簿：事業所母集団データベース  

 

 

５．報告を求める事項及びその基準となる期日又は期間 

（１）報告を求める事項（詳細は調査票（別添１）を参

照） 

 略 

④最近決算期間の組織再編行為の状況 ＊ 

 略 

⑦親会社、子会社・関連会社の状況 ○＊ 

⑧資産・負債及び純資産並びに投資 ○＊ 

⑨事業内容 ＊ 

⑩取引状況 ＊ 

４ 報告を求める個人又は法人その他の団体 

（１）数 

 約３８，０００ 

 

（２）選定の方法（■全数 □無作為抽出 □有意抽出） 

 民間の情報などを考慮した上で企業活動基本調査の結果

に基づき、対象企業の選定を行っている。  

 

 

５．報告を求める事項及びその基準となる期日又は期間 

（１）報告を求める事項（詳細は調査票（別添１）を参照） 

   

 略 

④直近１年間の組織再編行為の状況 

 略 

⑦親会社、子会社・関連会社の状況 

⑧資産・負債及び純資産並びに投資 

⑨事業内容 

⑩取引状況 

・母集団名簿を変更すること

により報告者数が増加するも

の。 

 

・経済構造実態調査と母集団

名簿を同一にするためによる

変更。 

 

 

 

・調査事項の変更の詳細は別

添の調査票の新旧対照表を参

照 

 

 

 

 

 

 



変 更 案 変 更 前 変 更 理 由 

⑪事業の外部委託の状況 ＊ 

⑫研究開発、能力開発 ＊ 

⑬技術の所有及び取引状況 ○＊ 

⑭企業経営の方向 ○ 

 

（２）基準となる期日又は期間 

 毎年６月１日現在によって行う。ただし、（１）において

「＊」を付した事項については、原則として、最近決算期

の１年間とする。また、「○」は最近決算期末時点によって

行う。 

 

６．報告を求めるために用いる方法 

（１）調査系統 

 経済産業省-調査実施事業者-報告者 

（２）調査方法 

■郵送調査  ■オンライン調査（■政府統計共同利用

システム ■独自のシステム（政府統計オンラインサポ

ートシステム（総務省）：政府統計に関するオンライン回

答サポート対象企業に向けたシステム） □電子メー

ル） □調査員調査 □その他（     ） 

〔調査方法の概要〕 

ア 調査票の配布及び回収 

企業活動基本調査は、経済産業省が業務を委託した

調査実施事業者が調査票を報告者に郵送し、回収する

ことにより行う。 

ただし、報告者が政府統計共同利用システム又は政

府統計オンラインサポートシステムにより報告した場

⑪事業の外部委託の状況 

⑫研究開発、能力開発 

⑬技術の所有及び取引状況 

⑭企業経営の方向 

 

（２）基準となる期日又は期間 

毎年３月３１日現在によって行う。 

 

 

 

 

６．報告を求めるために用いる方法 

（１）調査組織 

 経済産業省-民間事業者-報告者 

（２）調査方法 （□調査員調査 ■郵送調査 ■オンライン

調査 □その他（  ）） 

 

 

 

 

 

ア 調査票の配布 

企業活動基本調査は、経済産業大臣が報告義務者に

郵送配布する企業活動基本調査票（以下「調査票」と

いう。）によって行う。 

イ 調査票の回収 

調査票の回収は、次のいずれかの方法による。 

 

 

 

 

・経済構造実態調査と同時実

施をすることによる変更。 

 

 

 

 

 

・経済構造実態調査と同時実

施をすることによる変更。 

 

・経済構造実態調査と同時実

施をすることにより、独自シ

ステムによる一体的実施を可

能とするため調査方法を追加

すること等による変更。 

 

 

 

 

 

 

 

 



変 更 案 変 更 前 変 更 理 由 

合は、当該システムから報告内容を入手する。 

 

イ 他統計調査からのデータ移送 

①調査企業のうち経済構造実態調査規則（平成３１年

総務省・経済産業省令第１号）第６条に規定する調

査の対象に該当するものであって、企業活動基本調

査は、５（１）②のうち資本金額にあっては、６

（２）アの記載にかかわらず、経済産業大臣が、経

済構造実態調査規則第８条の規定により総務大臣及

び経済産業大臣に提出された経済構造実態調査の調

査票から経済構造実態調査規則第７条第１項第１号

ハ及び同項第２号ハに掲げる事項に係る内容を電磁

的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚に

よっては認識することができない方式で作られた記

録をいう。以下同じ。）に記録することによって行

う。 

 

②調査企業のうち科学技術研究調査規則（昭和５６年

総理府令第３３号）第４条に規定する調査組織体に

該当するものであって、企業活動基本調査は、５

（１）⑫に掲げる調査事項にあっては、６（２）ア

の記載にかかわらず、経済産業大臣が、科学技術研

究調査規則第８条第３項の規定により総務大臣に提

出された科学技術研究調査の調査票から科学技術研

究調査規則第６条第 1項第４号イ、ロ及びハに掲げ

る事項に係る内容を電磁的記録（電子的方式、磁気

的方式その他人の知覚によっては認識することがで

①郵送による回収 

  ②オンラインによる回収 

ウ 他統計調査からのデータ移送 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①調査企業のうち科学技術研究調査規則（昭和５６年

総理府令第３３号）第４条に規定する調査組織体に

該当するものであって、資本金１０億円以上のもの

に係る企業活動基本調査は、５（１）⑫に掲げる調

査事項にあっては、６（２）ア、イの記載にかかわ

らず、経済産業大臣が、科学技術研究調査規則第８

条第３項の規定により総務大臣に提出された科学

技術研究調査の調査票から科学技術研究調査規則

第６条第 1項第４号イ、ロ及びハに掲げる事項に係

る内容を電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その

 

 

・経済構造実態調査との重複

企業については、５．（１）

②のうち資本金額のデータを

移送する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・同時実施により、母集団名

簿が統一され、調査実施前に

科学技術研究調査の対象企業

の把握が可能となることか

ら、規模に関わらず重複する

企業全ての該当データの移送

を行う。 

※科学技術研究調査は、資本

金１０億円未満のものについ

ては、サンプル調査であるた

め毎年対象が変わることか



変 更 案 変 更 前 変 更 理 由 

きない方式で作られた記録をいう。以下同じ。）に記

録することによって行う。 

 

③調査企業のうち法人企業統計調査規則（昭和４５年

大蔵省令第４８号）第５条に規定する調査対象法人

に該当するものであって、資本金５億円以上のもの

に係る企業活動基本調査は、５（１）⑧、⑨に掲げ

る調査事項にあっては、６（２）アの記載にかかわ

らず、経済産業大臣が、法人企業統計調査規則第８

条第２項の規定により財務大臣に提出された年次別

法人企業統計調査の調査票から法人企業統計調査規

則第６条第 1項第３号、第４号、第５号、第６号及

び第７号に掲げる事項に係る内容を電磁的記録に記

録することによって行う。   

 

ウ 調査実施事業者に委託する業務 

 調査実施事業者に委託する業務は、企業活動基本調

査における調査票の送付・回収、督促、照会対応に係

る業務とする。 

 

 

７ 報告を求める期間 

（２）調査の実施期間又は調査票の提出期限 

   毎年５月中旬～６月下旬 

 

 

 

他人の知覚によっては認識することができない方

式で作られた記録をいう。以下同じ。）に記録するこ

とによって行う。 

②調査企業のうち法人企業統計調査規則（昭和４５年

大蔵省令第４８号）第５条に規定する調査対象法人

に該当するものであって、資本金５億円以上のもの

に係る企業活動基本調査は、５（１）⑧、⑨に掲げ

る調査事項にあっては、６（２）ア、イの記載にか

かわらず、経済産業大臣が、法人企業統計調査規則

第８条第２項の規定により財務大臣に提出された

年次別法人企業統計調査の調査票から法人企業統

計調査規則第６条第 1項第３号、第４号、第５号、

第６号及び第７号に掲げる事項に係る内容を電磁

的記録に記録することによって行う。  

   

 エ 民間事業者に委託する業務 

   民間事業者に委託する業務は、企業活動基本調査に

おける調査関係用品の印刷、調査票の送付・回収・受

付、督促、照会対応、個票審査、集計に係る業務とす

る。 

 

７．報告を求める期間 

（２）調査の実施期間又は調査票の提出期限 

  毎年５月から７月までの間 

  ただし、令和２年調査については、７月から 10 月

までの間 

 

ら、これまでは全数調査をし

ている資本金１０億円以上の

もののみデータ移送を行って

いたもの。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・承認申請事務マニュアル

P81の記載に沿った形式的な

修正。 

 

 

 

 

・経済構造実態調査と同時実

施をすることによる変更。 

 

 

 

 



変 更 案 変 更 前 変 更 理 由 

９ 調査結果の公表の方法及び期日 

（２）公表の期日 

 速報は調査実施期間終了後７ヶ月後の月末までに、

確報は調査実施期間終了後１２ヶ月後の月末までに公

表する。 

９ 調査結果の公表の方法及び期日 

（２）公表の期日 

 速報は調査実施期間終了後６ヶ月後の月末までに、

確報は調査実施期間終了後１１ヶ月後の月末までに

公表する。 

・７（２）の提出期限を早め

たことによる書きぶりの変

更。 

 



別添 

調 査 票 新 旧 対 照 表 

 

 

変 更 案 変 更 前 変 更 理 由 

 

１企業の概要 

 

１企業の概要 

 

 

現在の会社法に合わせて区分

を変更するもの。 

 

 

 

 

 

３親会社、子会社・関連会社の状況 

 

 

 

３親会社、子会社・関連会社の状況 

 

 

 

 

子会社・関連会社の有無につ

いては、「有無」の選択か

ら、「所有と増減の有無」に

選択肢を変更 

 

 



変 更 案 変 更 前 変 更 理 由 

 

６取引状況 

  

 

６取引状況 

 

（新設） 

 

 

 

 

記入対象に該当するかどうか

を明確にするため、国際取引

の有無、有の場合その内容を

選択する項目を追加するも

の。 

 

 

７事業の外部委託の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７事業の外部委託の状況 

 

 

 

記入者負担の軽減を図るため

「うち、関係会社」の項目につ

いて削除するもの。 

 

 



変 更 案 変 更 前 変 更 理 由 

 

７事業の外部委託の状況 

 

 

７事業の外部委託の状況 

 

 

記入者負担の軽減を図るため

「うち、関係会社」の項目に

ついて削除するもの。 

 

 

 

９技術の所有及び取引状況 

 

 

 

 

 

９技術の所有及び取引状況 

 

（新設） 

 

 

 

（新設） 

 

記入対象に該当するかどうか

を明確にするため、(1)特許権

等の所有有無及び(2)技術取

引の有無について選択する項

目を追加するもの。 

 

 

 



   

 
 

調査計画（変更後） 

 

１ 調査の名称 

経済産業省企業活動基本調査 

 

２ 調査の目的 

 経済産業省企業活動基本調査（以下「企業活動基本調査」という。）は、企業の活動の実態を明らかにす

ることにより、企業に関する施策の基礎資料を得ることを目的とする。 

 

３ 調査対象の範囲 

（１）地域的範囲（■全国 □その他） 

（２）属性的範囲（□個人 □世帯 □事業所 ■企業・法人・団体 □地方公共団体 □その他） 

 日本標準産業分類の次に掲げる分類に属する事業所を有する企業のうち、従業者50人以上かつ資本金額

又は出資金額3000万円以上のもの（以下「調査企業」という。） 

〔対象となる分類〕 

① 大分類Ｃ－鉱業，採石業，砂利採取業 

② 大分類Ｅ－製造業 

③ 大分類Ｆ－電気・ガス・熱供給・水道業（中分類35－熱供給業及び中分類36－水道業を除く。） 

④ 大分類Ｇ－情報通信業（別表に掲げるもの） 

⑤ 大分類Ｉ－卸売業，小売業 

⑥ 大分類Ｊ－金融業，保険業（別表に掲げるもの） 

⑦ 大分類Ｋ－不動産業，物品賃貸業（別表に掲げるもの） 

⑧ 大分類Ｌ－学術研究，専門・技術サービス業（別表に掲げるもの） 

⑨ 大分類Ｍ－宿泊業，飲食サービス業（別表に掲げるもの） 

⑩ 大分類Ｎ－生活関連サービス業，娯楽業（別表に掲げるもの） 

⑪ 大分類Ｏ－教育，学習支援業（別表に掲げるもの） 

⑫ 大分類Ｒ－サービス業（他に分類されないもの）（別表に掲げるもの） 

 

  



   

 
 

＜別表＞ 

Ｇ－情報通信業 日本標準産業分類に掲げる小分類391-ソフトウェア業及び小分類392-

情報処理・提供サービス業、中分類40-インターネット附随サービス業、

細分類4111-映画・ビデオ制作業（テレビジョン番組制作業，アニメー

ション制作業を除く）、細分類4112-テレビジョン番組制作業（アニメ

ーション制作業を除く）、細分類4113-アニメーション制作業、小分類

413-新聞業及び小分類414-出版業 

Ｊ－金融業，保険業 日本標準産業分類に掲げる小分類643-クレジットカード業，割賦金融

業 

Ｋ－不動産業，物品賃貸

業 

日本標準産業分類に掲げる中分類70-物品賃貸業（小分類704-自動車賃

貸業、細分類7092-音楽・映像記録物賃貸業（別掲を除く）及び細分類

7099-他に分類されない物品賃貸業はレンタルを除く） 

Ｌ－学術研究，専門・技

術サービス業 

日本標準産業分類に掲げる中分類71-学術・開発研究機関、小分類726-

デザイン業、中分類73-広告業、中分類74-技術サービス業（他に分類さ

れないもの）のうち小分類743-機械設計業、小分類744-商品・非破壊検

査業、小分類745-計量証明業、小分類746-写真業及び小分類749-その

他の技術サービス業 

Ｍ－宿泊業，飲食サービ

ス業 

日本標準産業分類に掲げる中分類76-飲食店（細分類7622-料亭、小分

類765-酒場，ビアホール及び小分類766-バー，キャバレー，ナイトクラ

ブを除く）、中分類77-持ち帰り・配達飲食サービス業 

Ｎ－生活関連サービス

業，娯楽業 

日本標準産業分類に掲げる中分類78-洗濯・理容・美容・浴場業（小分

類785-その他の公衆浴場業は除く。）、中分類79-その他の生活関連サ

ービス業（小分類791-旅行業及び細分類7999-他に分類されないその他

の生活関連サービス業は除く。）、小分類801-映画館、小分類804-スポ

ーツ施設提供業（細分類8041-スポーツ施設提供業（別掲を除く）を除

く。）及び小分類805-公園，遊園地 

Ｏ－教育，学習支援業 日本標準産業分類に掲げる細分類8245-外国語会話教授業及び細分類8

249-その他の教養・技能教授業のうちカルチャー教室(総合的なもの） 

Ｒ－サービス業（他に分

類されないもの）  

日本標準産業分類に掲げる中分類88-廃棄物処理業、中分類90-機械等

修理業（別掲を除く）、中分類91-職業紹介・労働者派遣業、中分類92

-その他の事業サービス業（小分類922-建物サービス業及び小分類923-

警備業を除く。） 

 



   

 
 

４ 報告を求める個人又は法人その他の団体 

（１）報告者数 

 約４３，０００ 

（２）報告者の選定方法（■全数 □無作為抽出(□全数階層あり) □有意抽出） 

 母集団名簿：事業所母集団データベース 

（３）報告義務者 

 調査企業を代表する者 

 

５ 報告を求める事項及びその基準となる期日又は期間 

（１）報告を求める事項（詳細は調査票（別添１）を参照） 

  ①企業の名称、所在地及び法人番号 

②資本金額又は出資金額 

③企業の設立形態及び設立時期 

④最近決算期間の組織再編行為の状況 ＊ 

⑤企業の決算月 

⑥事業組織及び従業者数 

⑦親会社、子会社・関連会社の状況 ○＊ 

⑧資産・負債及び純資産並びに投資 ○＊ 

⑨事業内容 ＊ 

⑩取引状況 ＊ 

⑪事業の外部委託の状況 ＊ 

⑫研究開発、能力開発 ＊ 

⑬技術の所有及び取引状況 ○＊ 

⑭企業経営の方向 ○ 

〔集計しない事項の有無〕 無□ 有■ 

企業の名称及び法人番号は、事業所母集団データベースに登録し、同データベースを充実させるために

用いるものであり、集計は行わない。 

（２）基準となる期日又は期間 

 毎年６月１日現在によって行う。ただし、（１）において「＊」を付した事項については、原則とし

て、最近決算期の１年間とする。また、「○」は最近決算期末時点によって行う。 

 

６ 報告を求めるために用いる方法 



   

 
 

（１）調査系統 

 経済産業省-調査実施事業者-報告者 

（２）調査方法 

■郵送調査  ■オンライン調査（■政府統計共同利用システム ■独自のシステム（政府統計オンラ

インサポートシステム（総務省）：政府統計に関するオンライン回答サポート対象企業に向けたシステ

ム） □電子メール） □調査員調査 □その他（     ） 

〔調査方法の概要〕 

ア 調査票の配布及び回収 

企業活動基本調査は、経済産業省が業務を委託した調査実施事業者が調査票を報告者に郵送し、回収す

ることにより行う。 

ただし、報告者が政府統計共同利用システム又は政府統計オンラインサポートシステムにより報告した

場合は、当該システムから報告内容を入手する。 

  イ 他統計調査からのデータ移送 

①調査企業のうち経済構造実態調査規則（平成３１年総務省・経済産業省令第１号）第６条に規定する調

査の対象に該当するものであって、企業活動基本調査は、５（１）②のうち資本金額にあっては、６（２）

アの記載にかかわらず、経済産業大臣が、経済構造実態調査規則第８条の規定により総務大臣及び経済

産業大臣に提出された経済構造実態調査の調査票から経済構造実態調査規則第７条第１項第１号ハ及

び同項第２号ハに掲げる事項に係る内容を電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっ

ては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。）に記録することによって行う。 

②調査企業のうち科学技術研究調査規則（昭和５６年総理府令第３３号）第４条に規定する調査組織体に

該当するものであって、企業活動基本調査は、５（１）⑫に掲げる調査事項にあっては、６（２）アの

記載にかかわらず、経済産業大臣が、科学技術研究調査規則第８条第３項の規定により総務大臣に提出

された科学技術研究調査の調査票から科学技術研究調査規則第６条第1項第４号イ、ロ及びハに掲げる

事項に係る内容を電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができ

ない方式で作られた記録をいう。以下同じ。）に記録することによって行う。 

③調査企業のうち法人企業統計調査規則（昭和４５年大蔵省令第４８号）第５条に規定する調査対象法人

に該当するものであって、資本金５億円以上のものに係る企業活動基本調査は、５（１）⑧、⑨に掲げ

る調査事項にあっては、６（２）アの記載にかかわらず、経済産業大臣が、法人企業統計調査規則第８

条第２項の規定により財務大臣に提出された年次別法人企業統計調査の調査票から法人企業統計調査

規則第６条第1項第３号、第４号、第５号、第６号及び第７号に掲げる事項に係る内容を電磁的記録に

記録することによって行う。    

  ウ 調査実施事業者に委託する業務 



   

 
 

    調査実施事業者に委託する業務は、企業活動基本調査における調査票の送付・回収、督促、照会対応に

係る業務とする。 

 

７ 報告を求める期間 

（１）調査の周期 

□１回限り □毎月 □四半期 ■１年 □２年 □３年 □５年 □不定期 □その他（   ） 

（１年を超える場合又は不定期の場合の直近の実施年：      年） 

（２）調査の実施期間又は調査票の提出期限 

   毎年５月中旬～６月下旬 

 

８ 集計事項  

  調査結果に基づき、産業別、規模別、地域別等で集計する。（詳細は集計事項一覧（別添２）を参照。） 

 

９ 調査結果の公表の方法及び期日 

（１）公表の方法（■e-Stat  □インターネット（e-Stat以外） □印刷物  □閲覧） 

（２）公表の期日 

 速報は調査実施期間終了後７ヶ月後の月末までに、確報は調査実施期間終了後１２ヶ月後の月末までに

公表する。 

 

10 使用する統計基準等 

■使用する→■日本標準産業分類 □日本標準職業分類 □その他（              ） 

□使用しない 

調査対象範囲の画定においては日本標準産業分類を使用する。また、産業別の結果表示においては、原則

として日本標準産業分類を使用する。 

 

11 調査票情報の保存期間及び保存責任者 

関係書類 保存期間 保存責任者 

記入済み調査票 ２年 経済産業大臣 

調査票の内容を記録した電磁的記録 永年 経済産業大臣 

 

12 立入検査等の対象とすることができる事項 



   

 
 

 企業活動基本調査に関する事務に従事する者は、統計法第１５条の規定に基づき、必要な場所に立ち入

り、「５．（１）報告を求める事項」の各号に掲げる事項について、検査をなし、調査資料の提供を求め、又

は関係者に対して質問することができる。 



２０２２年経済産業省企業活動基本調査

（ ２０２２ 年 ６ 月 １ 日 現 在 ）

１　企業の概要

月 　　　　　　　月、　　　　　月

（この欄は、経済産業省が使用します｡）

　
（法人番号を確認いただき、記入・訂正願います｡）

秘 基 幹 統 計
企　業　活　動　基　本　調　査　票経 済 産 業 省 企 業 活 動 基 本 統 計

 電話番号（代表）

☆

☆

千

億

0102 ％

(3)
資 本 金 額
又 は 出 資 金 額
［調査期日時点］

(百万円未満切捨て)

百

万

円

十

億0101

(1) 企 業 の 名 称
（フリガナ）

(2) 本 社 又 は 本 店
の 所 在 地
「実際の本社機能

を 有 す る 場 所 」

億

　郵便番号（　　　　－ 　　　　　）
　　　　　　　　　都道　　　　　　市　　　　　　区　　　　　　丁目　　　　　　番　　　　　号
　　　　　　　　　府県　　　　　　区　　　　　　町　　　　　　　　　　　　　　番地
　　　　　　　　　　　　　　　　　郡　　　　　　村
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ビル名）

千

万

兆
    貴社の資本金に占める外国資本
    の比率を記入してください。

百

億

①最近決算期間の組織再編行
為
　について該当する番号を
　選んで○を付けてくださ
い。

　1.あり　　⇒②を記入　

　2.なし　　⇒(6)へ

　今回初めて調査票を提出される場合、設立の形態として該当する番号を
選んで○を付けてください。

  １.新規設立　　２.新設合併　　３.新設分割　　４.その他

②最近決算期間に組織再編行為があった場合、その内容として該当する番
号をすべて選んで○を付けてください。

  １.合併　 　２.会社分割　 　３.株式交換・株式移転　 　４.株式交
付
  ５.事業・資産の一部を他社に売却（事業譲渡）
  ６.子会社株式を株主に分配（現物配当）
  ７.その他（上記以外の他社の子会社化等）

(4) 企 業 の 設 立 形 態
及 び 設 立 時 期

0103

企業の設立年
西暦４桁

(　　　    　     　　年)

(6) 企 業 の 決 算 月 0105

(5)

最近決算期間の
組織再編行為の状況

年２回

経済産業省（企業統計室）

(7)

調査票報告者（企業の
代表者)の氏名

消 費 税 の 取 扱 い
（□内にレを記入）

0106

年１回

経

済

産

業

省

税込み □

　連絡先所在地（本社・本店の所在地と異なる場合のみ記入してください。）
  〒

　備考欄（記入内容について、特記すべき事項があれば記入してください。）

記 入 者 の 氏 名

☆

☆

　この調査は、統計法（平成19年法律第53号）に基づく基幹統計
調査で、調査対象となった企業は報告の義務があります。

　この調査により報告された記入内容は、統計法により秘密が保
護されています。

　調査票の記入に当たっては､別冊の「調査票の記入手引」に
従って､黒または青のボールペンではっきりと記入してくださ
い。
　なお、数値は、必ず調査票に定めた単位で記入してください。

　調査票は、２０２２年６月３０日までに提出してください。

　調査の期日は２０２２年６月１日現在です。記入内容は最近決
算期の数値によって記入してください。
　なお、決算期変更の場合は、「調査票の記入手引」を参照して
ください。

☆

外資比率
（小数点第１位まで記入）

（期間は最近決算期
間の１年間）

企業番号

0104

本票の記入内容の照会
に回答される人（記入
者）の所属部署及び所
在地
（送付先）

　所属部署

　　電話（　　　　　　  　　）　　　  　　　局　　　　 　　　番　（内線） 　　　　　　　　番

（フリガナ）

税抜き □ 貴社の消費税の経理処理方法について、該当する□内にチェックしてくだ
さい。

法人番号

－1－



２　事業組織及び従業者数

(1)　事業組織別事業所数及び常時従業者数 （６月１日現在）

本　社　機　能　部　門　計 A

飲食サービス事業部門

サービス事業部門

その他の部門（上記以外の部門）

現　　業　　部　　門　　計 B

計 ①（ A ＋ B ）

計 ②

    他 企 業 等 へ の 出 向 者 ③

合　　　　　計 ①＋②＋③

うち、正社員・正職員

うち、正社員・正職員以外（パート・アルバイトなど）

(2)　その他の従業者数 （６月１日現在）

0201

その他の部門（総務、経理、人事等）

国 際 事 業 部 門 0204

0205

調 査 ・ 企 画 部 門

情 報 処 理 部 門 0202

区　　　　　分 事業所数 常時従業者数（人）

本
　
　
社
　
・
　
本
　
　
店

本
社
機
能
部
門

研 究 開 発 部 門 0203

0206

0210

現
　
業
　
部
　
門

0207

商 業 事 業 部 門 0208

製造・鉱山、電気・ガス事業部門

0213

0212

0209

0211

情報サービス事業部門

常時従業者数（人）

海外

飲 食 サ ー ビ ス 事 業 所

サ ー ビ ス 事 業 所

海外支社、支店、駐在所等 0223

その他（上記以外の事業所）

0217

情 報 サ ー ビ ス 事 業 所

0219

0218

0222

0231

区　　　　　分

商業事業所（商業店舗、鉱業・製造業の支社、
支店、営業所等）

倉庫・輸送・配送等事業所 0221

研 究 所 0220

0225

（受入れ）派遣従業者

　臨時雇用者

0229

0230

0228

0224

0227

0226

0214

区　　　　　分 事業所数

製 造 ・ 鉱 業 、 電 気 ・ ガ ス 事 業 所

本
　
社
　
・
　
本
　
店
　
以
　
外

国
　
内

(

本
社
・
本
店
併
設
の
も
の
を
除
く

)

0215

0216

従業者数（人）

２０２２年調査

正社員・正職員以外（パート・アルバイトなど）
（就業時間換算）

(注) 事業所数は、「本社・

本店の計(0214)」、「
本社・本店以外(0215～

0224、0226)」に記入し
てください。

(注) 「常時従業者数」に
は、有給役員、常用雇

用者（正社員、正職員、
パート、アルバイト、
嘱託、契約社員等の呼

称にかかわらず期間を
定めずに、又は１か月

以上の期間を定めて雇
用している者）の数を
記入してください。

(注) 「情報サービス事業

部門（0210）、情報サ
ービス事業所（0218）」
は、ソフトウェア業、

情報処理・提供サービ
ス業、インターネット

附随サービス業、映画・
ビデオ制作業、テレビ

番組制作業、新聞業、
出版業の業務を行って
いる部門・事業所です。

(注) 「本社・本店」の事
業所数については、本

社・本店の数を「計
（0214）」のみ記入し

てください。
「常時従業者数」に

ついては、各部門ごと
に記入してください。

(注) 「本社・本店以外」
については、各事業所
（海外を含む）ごとに

「事業所数」、「常時
従業者数」とも記入し
てください。

(注) 「他企業等への出向

者（0225)」には、主と
して貴社で給与を支払っ

ている子会社、関連会
社などへの出向者の数
を記入してください。

(注１) 「臨時雇用者(0230)」とは、１か月未満の期間を定めて雇用している者及び日々雇入れている者をいいます。
(注２) 「(受入れ)派遣従業者(0231)」とは、労働者派遣事業を営む事業主が雇用する従業者であって、当該雇用関係

のまま貴社と当該労働者派遣事業主との契約の下に、貴社の指揮命令を受けて、貴社の業務に従事させている従業
者をいいます。

（注）「うち、正社員・正職
員(0227)」及び「うち、

正社員・正職員以外（パ
ート・アルバイトなど）

(0228)」は、雇用形態に
基づき記入してください。

(注) 「正社員・正職員以

外（パート・アルバイ

トなど）（就業時間換
算）(0229）」には、貴

社の正社員・正職員の
就業時間で換算し、四

捨五入の上整数で記入
してください。
計算式：パート・アル

バイトなどの雇用者の
就業時間（１週間分）

÷正社員・正職員の所
定労働時間（１週間分）

－2－



３　親会社、子会社・関連会社の状況 　 ２０２２年調査

(1)　親会社の名称、所在地、業種、議決権所有割合

　 親会社とは、貴社の議決権の50％を超えて所有している会社をいいます。

　 ただし50％以下であっても、貴社の経営を実質的に支配している場合も含みます。 （最近決算期末現在）

 

　

１．親会社は純粋持株会社である

２．親会社は事業持株会社である

３．その他

貴社と親会社の連結関係について、該当する番号に○を付けてください。

１．連結子会社（親会社が連結決算をしている）

２．非連結子会社（親会社が連結決算をしている）

３．親会社が連結決算をしていない

(2)　子会社・関連会社の所有状況と増減

①　子会社・関連会社の所有と増減の有無

子会社・関連会社の有無及び最近決算期間の増加、減少について、該当する番号に１つだけ○を付けてください。

②　子会社・関連会社の所有状況 （最近決算期末現在）

(3)　子会社・関連会社の増加、減少

　 最近決算期間に増加、減少した子会社及び関連会社数を記入してください。

（最近決算期１年間） （最近決算期１年間）

　年　度　内　計 　年　度　内　計

　 　

　 　

　 　

純粋持株会社の業種分類番号は990です。

親会社の有無

区　　　　　分

親会社の経営形態について、該当する番号に○を付け、業種名、業種分類番号を記入してください。

0325

0322

0323

0324

0321

２．現在、子会社・関連会社があるが、決算期の1年の間に増加、減少はなかった　⇒ ②を記入

３．現在、子会社・関連会社はないが、決算期の1年の間に増加・減少があった　⇒ (3)を記入

４．現在、子会社・関連会社はなく、決算期の1年の間に減少もなかった　⇒ ４へ

100%

業種名

国　名

業種分類番号

子会社・関連会社の数

国内 その他の地
域

0304

海外

業種分
類番号

うち､中国
(含､香港)

北米アジア

子会社

0312

100％
未満
～

50％
超

(注２)

子
会
社

関
連
会
社

0311

親会社の名称

都道府
県番号

親会社の証券
コード

0301

親会社の所在地

国　内

増加社数

％

海　外

貴社に対する親会社の議決権所有割合を小数点第１位まで記
入してください。

ヨーロッパ

関連会社

議決権所有割合

50％
以下
～

20％
以上
(注３)

0313

 分社化

 買収

0330

0302

親会社の経営形
態及び業種名

親会社との連結
関係

0306

親会社の議決権
所有割合

0303

0305

 その他（上記以外）

区　　　　　分

0326

 閉鎖・廃業 0327

 統合

国　内

 その他（上記以外）

 新規設立

0329

0328

 売却

減少社数

子会社 関連会社 子会社

海　外

子会社 関連会社関連会社

0300
親会社の有無について、該当する番号を選んで○を付けてください。
１．親会社がある　　　　２．親会社はない（(2)子会社・関連会社の所有状況へ）

0310

１．現在、子会社・関連会社があり、決算期の1年の間に増加、減少もあった　⇒ ②及び(3)を記入

親会社が上場会社の場合は親会社の証券コードを記入してくださ
い。

国分類
番　号

(注１) 子会社、関連会社の記入には、(２)（注２）及び（注３）を参照してください。

(注２) 「分社化(0323)」とは、企業が事業又は組織の一部を分離し、別会社（子会社・関連会社）を設立した場合をいいます。

(注３) 「買収(0324)」とは、議決権を所有した場合をいいます。
(注４) 「閉鎖・廃業（0327）」とは、事業活動を停止し、継続しない場合をいいます。

(注５) 「統合(0328)」とは、子会社・関連会社間の合併等の場合をいいます。
(注６) 「売却(0329)」とは、議決権を他社に譲渡した場合をいいます。

(注１) 議決権は、議決権の付与が

一部であるものを含みます。

(注２) 子会社とは、貴社が50％超

の議決権を所有する会社をいい

ます。また、その子会社あるい

は貴社とその子会社合計で50％

超の議決権を所有している会社

も含みます。

50％以下であっても貴社が実

質的に支配している会社も含み
ます。

(注３) 関連会社とは、貴社が20％
以上～50％以下の議決権を所有

している会社をいいます。
また、15％以上20%未満であ

っても、重要な影響を与えるこ

とができる会社を含みます。
(注４) 業種分類番号は、「企業活

動基本調査用分類表」の区分に
従って分類番号を記入してくだ

さい。
(注５) 子会社・関連会社を所有す

る場合、４ページの「４(２)関
係会社への投資額等」にも記入

してください。
(注６) 休眠中の会社は含めないで

ください。

(注７) 記入欄が足りない場合は、
「調査票の記入手引」の巻末に

ある「補助用紙」に記入し、左
端に貼付してください。

(注１) 親会社が国内にある場合は、
親会社の所在地の都道府県番号、

海外にある場合は、国分類番号、
国名を記入してください。

(注２) 都道府県番号、国分類番号
及び業種分類番号は「企業活動

基本調査用分類表」を参照して
ください。

(注１) 純粋持株会社とは、事業活動

を営むことを目的とするのではな

く、他の複数の会社の株式を所有
することによって、それらを支配

することを主たる目的とし、グル
ープ全体の経営計画立案などに携

わる会社をいいます。
(注２) 事業持株会社とは、事業活動

を営み、かつ複数の会社の株式を
所有することによって、それらを

支配することを目的とした会社を
いいます。

その際、単なる親子関係は該当し
ません。
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４　資産・負債及び純資産並びに投資 ２０２２年調査

(1)　資産・負債及び純資産 （最近決算期末現在）

(2)　関係会社への投資額等 　 　 （最近決算期末現在）

　

うち、株式及び出資金残高

(3)　固定資産の増減 　 （最近決算期１年間）

(4)　剰余金の配当状況 （最近決算期１年間）

５　事業内容
(1)　売上高及び費用等 （最近決算期１年間）

(2)　費用の内訳（特掲） （最近決算期１年間）

(3)　情報処理・通信費 （最近決算期１年間）

うち、短期借入金（金融機関）

流 動 負 債

うち、支払手形・買掛金

うち、長期借入金(金融機関以外)

株
主
資
本

千
億

千
万

億

百
億

百
億

うち、短期借入金(金融機関以外）

百
億

千
億

兆区　　　　　分
十
兆

百
万円

千
万

0417

0419

0418

うち、社債（転換社債を含む）

うち、長期借入金(金融機関)

0420

負
債

資 本 剰 余 金

資 本 金

0421

0416

千
億

十
兆

百
億

千
万

百
億

兆
千
億

兆

十
兆

兆

十
億

十
億

億

千
億

兆

百
万円

千
億

営 業 外 収 益

営
業
費
用 0503

科　　　　　目
十
兆

販売費及び一般管理費

0504

0502売 上 原 価

営
業
外
損
益 う ち 、 支 払 利 息 等

0513

0514

十
億

千
万

億

⑤

0445

②

①

④

③

百
万円

十
億

千
万

億

億

十
億

 無形固定資産の当期減少額

 有形固定資産の当期減少額 0444

億

0414

海　　　　外

0412

0415

十
億

百
億

固 定 負 債

0413

0411

負 債 及 び 純 資 産 合 計

純
資
産

0423

利 益 剰 余 金

0424

0422

そ　　　　の　　　　他

自 己 株 式

百
万円

百
億

千
万

千
億

百
万円

科　　　　　目 兆
十
兆

十
億

千
万

百
万円

億

0505

0506

百
億

十
兆

十
億

千
億

兆

億
十
億

百
億

兆
千
億

十
億

百
億

百
億

千
億

十
億

国　　　　内

億

百
万円

千
万

うち、ソフトウェア 0407

うち、土地以外

無 形 固 定 資 産

0403

有 形 固 定 資 産

百
万円

百
万円

百
万円

 

十
兆

兆

0409

兆

0408

0404

関係会社への投融資残高

0405

固 定 資 産

十
兆

科　　　　　目

0410

0406

十
兆

区　　　　　　　分

流 動 資 産

資 産 合 計

投 資 そ の 他 の 資 産

0402

繰 延 資 産

う ち ､ 棚 卸 資 産

千
万

億
千
万

支 払 リ ー ス 料

科　　　　　目

情報処理・通信費 0520

0530

百
万円

億

資
　
　
　
　
産

千
億

0431

 うち、情報化投資

0433

0432

0442

区　　　　　分

0401

0516

十
兆

科　　　　　目

0501　売　　上　　高

営 業 外 費 用

0517

うち、長期貸付金

0443

 有形固定資産の当期取得額

区分

0441

0451配当金（中間配当額を含む）

0511

0512

広 告 宣 伝 費

当期純利益（△損失）

福利厚生費（退職金を含む）

減 価 償 却 費

経　常　利　益（△損失）

科　　　　　目

0515

0507

0508

 無形固定資産の当期取得額

千
万

(4)  リース契約により使用している設備に係る支払いリース料 （最近決算期１年間）

租 税 公 課

動産・不動産賃借料

給与総額（賞与を含む）

荷 造 運 搬 費

「売上高(0501)」の内訳を記入してください｡
「売上高(0501)」は、

①自社鉱産品・製造品、電気・ガス・熱供
給・水道売上高

②加工賃収入額
③卸売・小売、宿泊、飲食サービス売上高
④サービス事業収入額
⑤その他の事業収入額

の数値の計と一致します。

（注） 「その他（0423）」には、土地の再評価差額金、金融商品に係る時価
評価差額金等が該当します。

(注１) ３ページの「３ 親会社、子

会社・関連会社の状況」に記入さ

れた場合、「関係会社への投融資
残高(0431～0433)」に記入してく

ださい。
(注２) 関係会社とは、子会社、関連

会社及び親会社をいいます。

(注) 各費用科目(0511～0517)には「販売費及び一般管理費

(0503)」に
属する経費と、「売上原価(0502)」に属する経費の合計

(注)  「支払リース料(0530)」には、最寄りの決算期間にリース契約に

基づいて支払った金額を記入してください。

リース契約とは、長期間にわたり特定の資産を占有して使用する賃貸
借契約をいい、土地・建物の賃借、短期間のレンタル、チャーター等

(注) 「情報処理・通信費(0520)」＝「情報処理経費」＋「通信費」
・コンピュータによる情報処理やデータ通信等の専門部署における情報

処理費用と電話、郵便等の通信費の合計金額

・コンピュータによる情報通信費には、導入諸掛り、リース・レンタル
料、保守料、回線使用料、ソフトウェア委託料及び購買費、パンチ委
託料、計算委託料、オンラインサービス料等を含みます。

資
本
金
５
億
円
以
上
の
企
業
で
、
財
務
省
の
「
法
人
企
業
統
計
年
次
別
調
査
票
」
を
提
出
さ
れ
る
企
業
に
つ
い
て
は
、
色
分
け
し
た
調
査
事
項
（
０
４
０
１
～
０
４
２
４
、
０
４
５
１
、
０
５
０
２
～
０
５
０
８
、
０
５
１
３
～
０
５
１
７
）
に
つ
い
て
記
入
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

(注) 「給与総額（賞与を含む）(0514)」には、常時従業者に

係る給与総額を記入します。賞与は含まれますが退職
金は含まれません。

給与総額＝売上原価（人件費、製造原価に含まれる労
務費＋販売費・一般管理費（給料＋賞与＋役員報酬・
賞与＋引き当金等）。

(注） 「有形固定資産の当期減少額(0444)」及び「無形固定資産の当期減少額

(0445)」は、減価償却費を含めず、最寄りの決算期期間の売却、除却、廃棄、

滅失による減少額を記入してください。

減価償却費については、有形固定資産に関する額及び無形固定資産に関
する額の合計を「減価償却費(0513)」に記入してください。
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(5)　売上高の内訳

①　自社鉱産品・製造品、電気・ガス・熱供給・水道売上高 （最近決算期１年間）

②　加工賃収入額 （最近決算期１年間）

③　卸売・小売、宿泊、飲食サービス売上高 （最近決算期１年間）

　そ　の　他

④　サービス事業収入額 （最近決算期１年間）

⑤　その他の事業収入額 （最近決算期１年間）

億

(卸売・小売・宿泊・飲食サービス)

(卸売・小売・宿泊・飲食サービス)

百
億

十
億

千
万

２０２２年調査

百
万円

9 3

(卸売・小売・宿泊・飲食サービス)

(卸売・小売・宿泊・飲食サービス)

(卸売・小売・宿泊・飲食サービス)売
上
高
上
位
よ
り

9

0533 (卸売・小売・宿泊・飲食サービス)

収
入
額
上
位
よ
り

2

千
億

兆

9

分類番号 主　　要　　品　　名
十
兆

そ　の　他

計

0532
分類番号 主　　要　　品　　名

9

百
万円

十
億

千
万

百
億

億

百
億

十
兆

千
万

百
万円

億
十
億

主　　要　　品　　名 兆
千
億

19 9

売
上
高
上
位
よ
り

計

そ　の　他

0531

分類番号

十
兆

千
億

兆

計

兆
千
億

百
億

千
万

十
億

百
万円

億

収
入
額
上
位
よ
り

0534

分類番号 主　　要　　事　　業　　名
十
兆

そ　の　他

主　　要　　事　　業　　名

9 9

計

4

兆
千
億

0535

分類番号
千
万

百
億

十
億

十
兆

百
万円

億

9 9 5 そ　の　他

計

収
入
額
上
位
よ
り

（注） 分類番号は、

「製造業」……………………091～320

が該当します。

「加工賃収入額」には、他企業から支給された

原材料、半製品、部分品を加工した収入額を記

入してください。

（注） 分類番号は、
「情報通信業」………………371～419
「金融・保険業」……………621、643
「医療・福祉業」 …………………830
「教育・学習支援業」………811、824

「農林水産業」………………010～030
「建設業」 …………………………060
「運輸業」……………………440～480

「不動産業」…………………680～693
「複合サービス事業」………860、870 
が該当します。

（注） 分類番号は、

「鉱業」…………………………… 051

「製造業」……………………091～320

「電気・ガス・熱供給・水道業」

………331～360

が該当します。

自社製造品であっても、消費者（産業用使用者

を除く）に直接販売をする場合は､“製造小売”と

して､③｢卸売・小売、宿泊、飲食サービス売上高｣

に記入してください。

「売上高（0501）」について、その内訳を次の①～⑤に「企業活動基本調査用分類表」の品目分類または事業分類の区分に従って、売上高または収入額の多い順番に、分

類番号毎にまとめて、主要な取扱品名または事業の具体的な名称及び金額を記入してください。

①～⑤のそれぞれの売上高又は収入額の計と内訳は一致します。また、①～⑤の売上高又は収入額の合計は、「売上高（0501）」と一致します。

(注１) 品目又は事業の内訳金額は、それぞれの売上高または収入額全体に占める割合が95％の金額を超えるまで必ず分類区分してください。
(注２) 残りの５％未満の金額については、その内訳が多分野にわたる場合は､分類区分を省略して｢991その他」～「995その他」に一括計上しても差し支えありません。

(注３) 記入欄が足りない場合は、「調査票の記入手引」の巻末にある「補助用紙」に記入し、左端に貼付してください。

（注） 分類番号は、
「サービス業」………………702～710

726～746
781～809
880～929

が該当します。
サービス業においては､営業収入等の内訳を記

入してください。

（注） 分類番号は、

「卸売業」…………………511～559

「小売業」…………………570～610

「宿泊業」…………………750

「飲食サービス業」………760、766、770

が該当します。

同一商品であっても「卸売」、「小売」では分類

番号が異なりますので、分けて記入してください。

カッコ内の「卸売」、「小売」、「宿泊」、「飲食サー

ビス」の区分に○を付けてください。
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６　取引状況 　
２０２２年調査

(1)　国際取引の有無

 　最近決算期間の国際取引について、該当する番号に１つだけ○を付けてください。

　　　１．国際取引があった　（a～dで該当する記号にすべて○）

　　　　ａ．モノの輸出があった　⇒ (2)で「輸出額」も記入

　　　　ｂ．モノの輸入があった　⇒ (3)で「輸入額」も記入

　　　　ｃ．モノ以外の取引（受取金額）があった　⇒ (4)の受取金額を記入

　　　　ｄ．モノ以外の取引（支払金額）があった　⇒ (4)の支払金額を記入

　　　２．国際取引はなかった　⇒ ７へ

(2)　売上高の取引状況 （最近決算期１年間）

十
兆

兆
千
億

百
億

十
億

億
千
万

百
万
円

十
兆

兆
千
億

百
億

十
億

億
千
万

百
万
円

(3)　仕入高（モノ）の取引状況
（最近決算期１年間）

十
兆

兆
千
億

百
億

十
億

億
千
万

百
万
円

十
兆

兆
千
億

百
億

十
億

億
千
万

百
万
円

(4)　モノ以外のサービスに関する国際取引 （最近決算期１年間）

十
兆

兆
千
億

百
億

十
億

億
千
万

百
万
円

十
兆

兆
千
億

百
億

十
億

億
千
万

百
万
円

中東

その他の地域

アジア

北米

0606

0607

うち、中国
（含、香港）

ヨーロッパ

北米

ヨーロッパ

0610

　仕　入　高（モノ）

区　　　　　分

うち、モノの輸入額

0614

0615

　海外からの受取金額

区　　　　　分

0616

うち、関係会社

その他の地域

　海外への支払金額

取引額

0603

0611

0613

0617

0618

0612

0609

0604

取引額

区　　　　　分

アジア

中東

　売　上　高

0602うち、モノの輸出額

0605

うち、中国
（含、香港）

うち、関係会社

0608

取引額
うち、関係会社

0601

(注１) 関係会社とは、子会社、関連会社及び親会
社をいいます。

(注２) 「売上高(0601)」の取引額は、４ページ５

(1)中の「売上高(0501)」の数値と一致します。

(注３) 「うち、モノの輸出額(0602)」は、自社名
義で通関手続きを行った輸出額を記入してくだ
さい。

(注) 地域区分については、「企業活動基本調査

用分類表」の「国分類表（地域を含む）」に
従って記入してください。

(注１) 関係会社の記入には、６(1)(注１）を参照
し

てください。
(注２）「仕入高（モノ）(0609)」の取引額は、４

ページ５(１)中の「売上原価(0502)」のうちの
商品仕入高、原材料仕入高等の国内及び海外仕
入高の合計を記入してください。
サービス取引（運輸、通信、建設、保険、

金融、情報、ソフト、文化、興行等の各種サー
ビス、特許権等使用料等）については含めない
でください。

(注３) 「うち、モノの輸入額(0610)」は、自社名
義で通関手続きを行った輸入額を記入してくだ
さい。

(注１) 関係会社の記入には、６(1)(注１）を参照

してください。

(注２） モノ以外のサービスとは、運輸、通信、

建設、保険、金融、情報、ソフト、文化、興

行等の各種サービス、特許権等使用料等をい

います。

(注３) 損益計算書に計上した国際取引に限って

記入してください。

0600
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７　事業の外部委託の状況
　(1)　貴社における外部委託の実施状況について、該当する番号すべてに○を付けてください。

１．製造委託を行った（１．国内　　　２．海外）　⇒ (2)を記入

２．製造委託以外の外部委託を行った　　　　　　　⇒ (3)及び(4)を記入

３．外部委託は行っていない　　　　　　　　　　　⇒　８へ

　(2)　貴社における製造委託の委託金額 （最近決算期１年間）

十
兆

兆
千
億

百
億

十
億

億
千
万

百
万
円

１．情報処理関連　　　　　　　　　　　　　（１．国内　　　２．海外）

２．調査・マーケティング　　　　　　　　　（１．国内　　　２．海外）

３．デザイン・商品企画　　　　　　　　　　（１．国内　　　２．海外）

４．一般事務処理　　　　　　　　　　　　　（１．国内　　　２．海外）

５．福利厚生などの従業員福祉関連　　　　　（１．国内　　　２．海外）

６．税務・会計など特殊分野　　　　　　　　（１．国内　　　２．海外）

７．社内研修など従業員教育　　　　　　　　（１．国内　　　２．海外）

８．受付・案内・秘書などの渉外業務　　　　（１．国内　　　２．海外）

９．運送・配送・保管など物流関連　　　　　（１．国内　　　２．海外）

10．清掃・保安・保守などの環境及び防犯関連（１．国内　　　２．海外）

11．研究開発関連分野　　　　　　　　　　　（１．国内　　　２．海外）

12．その他　　　　　　　　　　　　　　　　（１．国内　　　２．海外）

　(4)　貴社における製造委託以外の外注費、業務委託費等の金額
（最近決算期１年間）

十
兆

兆
千
億

百
億

十
億

億
千
万

百
万
円

８　研究開発、能力開発

　(1)　貴社の研究開発（受委託を含む）への取組みについて、該当する番号すべてに○を付けてください。

１．研究開発（受委託を含む）を、国内で行っている ⇒ (2)、(3) を記入

２．研究開発（受委託を含む）を、海外で行っている ⇒ (2)、(3) を記入

３．研究開発（受委託を含む）を行っていない ⇒ (3) へ

　(2)　研究開発費及び研究開発投資 （最近決算期１年間）

千
億

百
億

十
億

億
千
万

百万
円

千
億

百
億

十
億

億
千
万

百万
円

千
億

百
億

十
億

億
千
万

百
万
円

（3）能力開発費 （最近決算期１年間）

千
億

百
億

十
億

億
千
万

百
万円

区　　　　分

能力開発費 0806

受託研究費 0804

研究開発関連有形固定
資産当期取得額

0805

自社研究開発費 0802

委託研究開発費 0803

うち、海外 0706

0801

区　　　　分

　　　　　　　研究開発費及び研究開発投資

うち、関係会社との受委託

国内 海外

科　　　　目

取引額

製造委託以外の外注費、業務
委託費等の金額

0705

製造委託の金額 0702

うち、海外 0703

　(3)　製造委託以外の業務の外部委託（アウトソーシング）の状況について、1～12の中で該当する番号に○を付け、
 　　委託先の国内、海外別について、該当する番号すべてに○を付けてください（建設工事の委託は除く）。

0704

２０２２年調査

0701

区　　　　　分

取引額

(注) 「研究開発関連有形固定資産当期取得額(0805)」については、４ページ４(3)中の「有形固定資産の当期取得額(0441)」のうち、研究開発に

係る金額を記入してください。

(注) 総務省の「科学技術研究調査票」を提出される企業については、色分けした調査事項（0802～0805）について記入の必要はありません。

(注) 「能力開発費（0806）」には、講師･指導員経費、教材費、外部施設使用料、
研修参加費及び研修委託費、大学への派遣・留学関連費用、大学・大学院等へ
の自費留学にあたっての授業料の助成等を含めてください。

(注１) 関係会社とは、関係会社と

は、

子会社、関連会社及び親会社を

いい

ます。

(注２) 「委託研究開発費（0803)、

受託研究費（0804）」には、大

(注）「製造委託の金額（0702）」には

営業費用（「売上原価（0502）」を

含む）に計上した外注費、業務委託費等

（類似のものを含む）のうち、製造委託

の総額を記入してください。

(注) 「製造委託以外の外注費、業務委

託費等の金額(0705)」には、営業費用

（「売上原価（0502)」を含む）に計

上した外注費、業務委託費等（類似の

ものを含む）のうち、製造委託を除い

たものを記入してください。

このうち、外注費、業務委託費等として
経理処理したものについて、(4)に記入
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９　技術の所有及び取引状況  
(1)　特許権等の所有、使用状況
①貴社で所有している特許権･実用新案権･意匠権がありますか。該当する番号に１つだけ○を付けてください。

  １．特許権・実用新案権・意匠権がある ⇒ ②を記入　　 ２．特許権・実用新案権・意匠権はない ⇒ (2)へ　

②特許権等の所有、使用状況 （最近決算期末現在）

(2)　技術取引

①最近決算期間に、特許権･実用新案権･意匠権･著作権等に関わる受取または支払がありましたか。該当する番号に１つだけ○を付けてください。

　　１．受取と支払の両方があった　⇒ ②受取金額及び③支払金額を記入　　２．受取はあったが支払はなかった　⇒ ②受取金額のみを記入

　　３．受取はなかったが支払はあった　⇒ ③支払金額のみを記入　　　　　４．受取と支払のいずれもなかった　⇒ １０へ

②受取金額 （最近決算期１年間）

③支払金額 （最近決算期１年間）

１０　企業経営の方向
(1)　取締役の人数

貴社の取締役の人数を記入してください。（最近決算期末現在）

(2)　貴社の機関設計について、該当する番号に○を付けてください。（最近決算期末現在）

１．監査役（会）設置会社である ２．指名委員会等設置会社である ３．監査等委員会設置会社である ４．その他

(3)　ストックオプション制度の実施状況について、該当する番号すべてに○を付けてください。（最近決算期末現在）

１．取締役等向けに実施 ２．従業員向けに実施 ３．実施していない

実 用 新 案 権 0902

２０２２年調査

内　　　容
　所有しているも

の(件）
　うち､使用してい
るもの（件）

うち、自社開発のも
の（件）

特 許 権 0901

意 匠 権 0903

内　　　　容

受取金額 うち、関係会社

千億 百億 十億 億 千万
百万
円

千億 百億 十億 億 千万
百万
円

特許権
国内 0911

海外 0912

実用新案権
国内 0913

海外 0914

意匠権
国内 0915

海外 0916

著作権
国内 0917

海外 0918

うち、ソフトウェア
国内 0919

海外 0920

その他
国内 0921

海外 0922

内　　　　容

支払金額 うち、関係会社

千億 百億 十億 億 千万
百万
円

千億 百億 十億 億 千万
百万
円

特許権
国内 0923

海外 0924

実用新案権
国内 0925

海外 0926

意匠権
国内 0927

海外 0928

著作権
国内 0929

海外 0930

0932
うち、ソフトウェア

国内 0931

海外

その他
国内 0933

社内取締役（人） 社外取締役（人）

0900

海外 0934

(注１） 関係会社とは、子会社、関連

会社及び親会社をいいます。

(注２）「受取金額」、「支払金額」

には、新規・継続を問わず当該年度

に、国内又は海外の企業との間に技

術の受入れ・提供を行った場合に記

入してください。

なお、貴社としての「受取金額」、

「支払金額」に加え、内数としての

関係会社との「受取金額」、「支払

金額」について記入してください。

（注３） 「うち、ソフトウェア」とは、

コンピュータ・ソフトウェアをいい

ます。

1001

1002

1003

（注）「うち､使用しているも
の」には、他社に供与している
ものも含めてください。

(注）取締役等には、経営に従事している執行役及び執行役員を含

(注１） 監査役が１人でもいる場合は「１．監査

役（会）設置会社である」に該当します。

(注２） 「４．その他」には、「１」～「３」以
外の場合に該当します。

0910
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別添２

第１表 総括表（時系列）産業別、企業数、事業所数、常時従業者数、総資本、売上高、付加価値額

第２表 産業別、企業数及び事業組織別事業所数

第３表 産業別、従業者数（正社員・正職員数、その他の従業者数等）

第４表 産業別、資産・負債及び純資産

第５表 産業別、部門別売上高

第６表 産業別、営業費用及び利益

第７表 産業別、資本金規模別総括表

第８表 産業別、従業者規模別総括表

第９表 産業別、売上高経常利益率別企業数

第１０表 産業別、子会社・関連会社数（議決権所有割合別）

第１１表 産業別、子会社・関連会社数（地域別）

第１２表 都道府県別、企業数、事業所数、従業者数、総資本、売上高、付加価値額

第１３表 産業別、専業・兼業別、売上高、営業費用及び利益

経済産業省企業活動基本調査　集計事項一覧（速報）



別添２

第１巻　総合統計表

第１表
産業別、企業数、事業所数、従業者数、資産、負債及び純資産、売上高、売上総利益、営業費用、
営業利益、経常利益、当期純利益、付加価値額、子会社・関連会社数

第２表 産業別、従業者規模別、資本金規模別、企業数

第３－１表 産業別、資本金規模別、企業数、売上高、経常利益、資産、負債及び純資産、剰余金の配当状況

第３－２表 産業別、資本金規模別、企業数、固定資産の当期取得額・減少額

第４表
産業別、資本金規模別、企業数、売上高、経常利益、当期純利益、付加価値額、営業費用、営業
利益、営業外利益、営業外費用

第５表 産業別、設立形態別、設立年別企業数
第６表 産業別、組織再編行為別企業数
第７表 産業別、企業数、事業組織別事業所保有数

第８表 産業別、企業数、事業組織別従業者数

第９表 産業別、企業数、研究開発（受委託を含む）への取組状況

第１０表 産業別、企業数、売上高、研究開発費及び売上高比率、受託研究費、研究開発投資、能力開発費

第１１表 産業別、企業数、特許権、実用新案権、意匠権別の所有件数及び使用件数
第１２表 産業別、企業数、技術取引の受取金額
第１３表 産業別、企業数、技術取引の支払金額

第１４表 産業別、企業数、取締役の人数、機関設計の状況、ストックオプション制度の実施状況

第１５表
産業別、企業数、事業所数、従業者数、資産、負債及び純資産、売上高、売上総利益、営業費用、
営業利益、経常利益、当期純利益、付加価値額、子会社・関連会社数

第１６表
産業別、都道府県別、企業数、事業所数、従業者数、資産、負債及び純資産、売上高、売上総利
益、営業費用、営業利益、経常利益、当期純利益、付加価値額、子会社・関連会社数

第２巻　事業多角化等統計表

第１表
産業別、企業数、事業所数、従業者数、資産、負債及び純資産、売上高、売上総利益、営業費用、
営業利益、経常利益、当期純利益、付加価値額、子会社・関連会社数

第２表
産業別、事業形態別、企業数、部門別売上高、営業費用、費用の内訳、情報処理・通信費、支払
リース料、営業利益、営業外収益、営業外費用、経常利益、当期純利益、付加価値額

第３表 産業別、事業活動別、企業数、売上高

第４表 産業別、従業者規模別、企業数、売上高及びモノの輸出額、売上原価、仕入高及びモノの輸入額

第５表
産業別、企業数、事業所数、従業者数、部門別売上高、営業費用、営業利益、モノの輸出額、モノ
の輸入額、総資産、子会社・関連会社の保有社数

第６－１表
産業別、モノの輸出企業数、モノの輸出企業の売上高、モノの輸出額、地域別のモノの輸出額、モ
ノ以外の輸出企業数、モノ以外のサービスの海外からの受取金額

第６－２表 産業別、モノの輸出企業数、モノの輸出比率別企業数

第７－１表
産業別、モノの輸入企業数、モノの輸入企業の仕入高、モノの輸入額、地域別のモノの輸入額、モ
ノ以外の輸入企業数、モノ以外のサービスの海外への支払金額

第７－２表 産業別、モノの輸入企業数、モノの輸入比率別企業数

第８表
産業別、事業形態別、子会社・関連会社保有企業数、議決権所有割合別、国内・海外別、子会社・
関連会社数

第９表 産業別、業務の外部委託内容別企業数
第１０表 産業別、製造委託の金額
第１１表 産業別、製造委託以外の委託分野別、国内・海外別企業数及び業務委託金額

第３巻　子会社等統計表

第１表
産業別、企業数、事業所数、従業者数、資産、負債及び純資産、売上高、売上総利益、営業費用、
営業利益、経常利益、当期純利益、付加価値額、子会社・関連会社数

第２表 産業別、子会社・関連会社保有の企業数、議決権所有割合別、国内・海外別、子会社業種別社数

第３表 産業別、海外子会社・関連会社保有の企業数、議決権所有割合別、地域別、子会社業種別社数

第４表 産業別、企業数、関係会社への投融資額等
第５表 産業別、子会社・関連会社の増加・減少企業数及び国内・海外別保有社数

第６表
産業別、企業数、事業所数、従業者数、部門別売上高、営業費用、営業利益、モノの輸出額、モノ
の輸入額、総資産、子会社・関連会社の保有社数

第７表 産業別、親会社業種別、議決権所有割合別、国内・海外別社数
第８表 産業別、親会社業種別、親会社の経営形態別、連結対象関係別の企業数

経済産業省企業活動基本調査　集計事項一覧



経済産業省企業活動基本調査の必要性 
 
１．調査の目的・必要性 

 近年我が国企業は、技術革新・情報化・サービス化の進展、消費者ニーズの

多様化、グローバル化等を背景に、事業活動を多様かつ広範に展開し、この結

果、我が国の産業構造は著しく変容を遂げている。こうした企業活動の新たな

拡がりは、同一企業内の複数事業所又は単一企業の領域を越え、複数の企業に

わたる新たな活動形態を生み出している。しかし、このような事業活動の多様

化の実態を定量的に把握することやその全体像を把握することは、これまでの

事業所を対象とする調査においては困難であった。 

 経済産業省企業活動基本調査は、平成 4年に第 1回調査を、平成 7年からは

毎年実施し、企業の経営行動や多面的な経済活動を総合的に調査している。2019

年調査で 26 回を数えるに至っているが、その間も、国内外の経済・社会情勢は

急速に変化しており、その変化に対応するため、我が国企業は企業組織形態や

経営戦略の見直しを図るなど、一層の多様化を進めている。本調査は、こうい

った変化の著しい企業活動を毎年的確に把握することに資しており、我が国経

済構造の改革、産業競争力の強化、企業活動の環境整備等に係る経済産業政策

を円滑かつ適切に講じていく上で、極めて重要である。 

以上により、経済産業省企業活動基本調査は、近年大きく変化する我が国企

業の活動実態を的確に把握するための基礎データとして有用であり、引き続き

調査を行うことが必要である。 

 

２．他調査との重複 

 本調査と調査対象及び調査事項が重複している基幹統計調査とし

ては、科学技術研究調査（総務省）、法人企業統計調査（財務省）及

び経済構造実態調査（総務省、経済産業省共管）がある。これまでは、

科学技術研究調査（資本金１０億円以上のもの）及び法人企業統計調

査（資本金５億円以上のもの）について、両調査からデータ移送を行

っていたが、令和４年調査より、経済構造実態調査及び科学技術研究

調査と一体的に調査を実施することにより更なる重複是正が行われ

るところ。 

 

３．行政記録情報の利活用 

 本調査で把握する調査事項と類似の事項が把握されている行政記

録情報は確認できない。 

 

４．事業所母集団データベースを利用した重複排除等 

 本調査は悉皆調査のため、調査客体の重複是正措置の対象とはなら

ない。 

 履歴登録については、令和３年９月中頃までに調査結果名簿データ

の提出を予定している。 
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